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平成25年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）（精神障害分野） 

 

総括研究報告書 

 

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と 

治療・支援に関する研究 

 

 研究代表者 内山 登紀夫（福島大学大学院人間発達文化研究科） 

  

研究要旨 

 地域保健・精神保健福祉分野において対応困難な発達障害児・者の有病率調査

を行った。児童福祉領域では調査対象 43.0％が発達障害が疑われるなど注目すべ

き結果が得られた。各種支援機関において発達障害の対応困難例を把握するため

の、スクリーニングツール、診断ツール、リスクアセスメントのツールの開発を

行い、発達障害を対象にした支援方法、支援システム、スタッフトレーニングの

方法の検討を行った。その際に文化的に類似した韓国、先進的な支援を行ってい

る英国の状況を調査し参考にした。 

 

【分担研究者】 

小野善郎 和歌山県精神保健福祉センター  

近藤直司 東京都立小児総合医療センター 

桝屋二郎  法務省関東医療少年院 

市川宏伸  東京都立小児総合医療センター 

黒田安計 さいたま市こころの健康センター 

安藤久美子 国立精神神経医療研究センター 

水藤昌彦 山口県立大学社会福祉学部  

堀江まゆみ 白梅学園大学 こども学部 

太田達也 慶應義塾大学 法学部 

 

A. 研究目的 

青年期・成人期発達障害の対応困難ケース、

とりわけ引きこもりや触法行為,緊急入院が

必要なほどの問題行動、自殺関連行動のよう

な深刻な問題を有する発達障害事例への社会

的関心が高まり、専門的な支援による予防可

能性の検討が喫緊の課題になっている。 

とりわけ 2012 年 7 月、アスペルガー症候

群と診断された被告による殺人事件で求刑を

上回る 20 年の懲役刑判決が下されたことが

司法・医療・教育・福祉関係者にとどまらず

多くの人々の注目を集めた。本事例は 20 年以

上にわたる引きこもり状態にあったこと、企

死念慮、幻覚妄想様の訴えがあり、保健所で

も相談していた。医療的な支援が十分になさ

れていたら、つまり支援方法と支援システム

が機能していたら、予防できた犯罪かもしれ

ない。発達障害のある児童・青年による事件

は豊川老女殺人事件（2000 年）、長崎男児誘



拐殺害事件(2003 年)やタリウム母親毒殺未遂

事件（2005 年）のように未診断例による事件

とともに、最近では地域のグループホームで

支援を受けていた青年による多摩ホームレス

殺人事件（2008 年）など福祉支援を受けなが

らも犯罪に至る事例も注目された。 

発達障害の対応困難例で議論されることが

多いのはアスペルガー症候群、自閉症、注意

欠如多動性障害である。そこで本研究班では

自閉症スペクトラム (Autism Spectrum 

Disorder, 以下 ASD)および注意欠如多動性

障害(ADHD)の青年・成人を対象にして、精

神保健福祉機関や医療機関などで対応困難事

例がどの程度存在するのか、換言すれば特別

に支援を必要としている事例がどの程度存在

するかを把握し、どのような支援があれば困

難な事態を予防できるのか、再犯防止のため

にはどのようなシステムが必要なのかを検討

する。 

 重大事件は突然生じるわけではなく、不登

校・引きこもりや家庭内暴力、自殺企図など

の精神症状や問題行動の存在が先行し、なん

らかの介入の対象になっていることが多い。

支援は医療機関、矯正施設、精神保健福祉機

関、児童福祉機関などで行われているが、そ

れぞれの組織が独立して支援しており、施設

間のネットワークや協力体制の不備が重大な

事象に繋がることがある。本研究の特色は、

児童福祉、精神保健福祉、医療機関、矯正施

設の現場の臨床家が協力して研究調査チーム

を組み、日本の実態に即しつつ、施設間の連

携を考慮した支援ガイドラインや支援システ

ムの開発を目指すことと、事後的な介入に加

えて予防方法の開発に重点をおく点と諸外国

の触法発達障害者の支援方法について調査を

し、日本に導入すべき点を検討することにあ

る。 

研究は以下の３領域にわけて行う。それぞ

れのテーマは以下の通りである。 

１．地域保健・精神保健福祉分野における予

防と介入方法の検討と利用者の中にどの程度

発達障害の対応困難事例が存在するかの検討

（以下、地域における予防・介入研究と略す）。 

２．対応困難事例の医療機関・矯正施設にお

ける治療方法の検討と支援を必要とする対応

困難事例数の把握。さらに適切に支援が必要

な事例を把握し、リスクアセスメントを行う

ために発達障害のスクリーニングツール、診

断ツール、リスクアセスメントのツールを開

発する。（以下、医療機関における治療・事例

数把握研究と略す）。 

３．諸外国での発達障害対応困難ケースへの

支援状況や支援システムの調査。（以下、海外

研究と略す）。 

 

上記研究成果を統合して発達障害の対応困

難事例に対応するためのガイドラインと支援

者養成プログラムパッケージを作成する。 

 

(倫理面への配慮) 

 研究の対象が個人の場合には以下の対応を

とることを研究代表者、分担研究者、研究協

力者に徹底した。本研究で知りえた個人情報

は共同研究者以外の閲覧を禁止する。全ての

記録用紙も施錠された保管庫で管理する。研

究終了後は、外部に情報が漏洩しない方法で

破棄する。研究結果は、個人が特定されない

よう配慮した形式で発表する。個人情報に関



わる研究については「個人情報の保護に関す

る法律」、「疫学研究に関する倫理指針」及び

「疫学研究に関する倫理指針の施行等につい

て」を遵守し、福島大学倫理委員会あるいは

分担研究者の所属機関の倫理委員会の審査・

承認を得る。障害のある個人や家族を対象に

した調査では本研究の目的・趣旨・方法・個

人情報の保護・生じうる不快感などの心理的

影響、研究協力意志撤回の自由などを文書ま

たは口頭で説明し同意を得た者（本人に同意

能力がない場合は保護者）のみを対象とする。

質問紙調査やインタビュー調査は対象者の自

尊心を傷つけないよう細心の配慮を行い、答

えたくない質問については無理して答える必

要はないことや、調査に協力しない場合も不

利益はないことを説明する。対象者の協力が

得られない場合は直ちに検査を中止する。対

象者が心理的不安・不快感などを感じた可能

性のある場合には発達障害診療の専門医、臨

床経験の豊富な臨床心理士や精神保健福祉師

などが対応可能な状態を確保する。 

 

B&C 研究方法および結果 

 以下に各研究分担者および研究代表者の研

究の進捗状況に関して報告する。 

 

Ⅰ. 地域における予防・介入研究 

 児童福祉領域と精神保健分野において本研

究を行った。 

 

1) 児童福祉領域における情緒・行動の問題に

対する予防・介入・支援に関する研究（分担

研究者：小野善郎） 

 児童相談所と児童福祉施設（児童養護施設、

情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設）

において発達障害（ここでは広汎性発達障害

および注意欠如多動性障害に相当する状態）

の中学生と高校生がどれだけいるか、発達障

害群は非発達障害群と比較してどのような特

徴があるかを調査した。調査対象とした 2314

例中 996 例（43.0％）が発達障害が疑われる

状態であった。発達障害を伴うケースでは攻

撃的な不適応行動が高率に認められること、

約半数が精神科薬を服用しており、非発達障

害群の数倍もの高率であったことが注目され

た。 

 

2) 精神保健分野における予防と介入方法の

検討（分担研究者 黒田安計） 

 本研究では①発達障害特性を持つ事例に対

して、現在先験的に支援が実施されている地

域において専門家から聞き取り調査を行った。

その結果、徳島県では関係機関が連携して現

場のニーズを基に積極的に事業展開し利用者

の利便性に優れたシステムが実現されている

ことが確認された。また、札幌市では充実し

た児童精神科医療機関や支援機関の豊富さ、

相互のネットワーク構築が効率的に機能して

いた。②物質依存症の治療方法である

CRAFT(Community Reinforcement and 

Family Training) をひきこもり事例や発達

障害特性のある人に応用するための検討を行

い、発達障害に適用するには障害特性を考慮

したプログラムを新たに加える必要性が明ら

かになった。③札幌市、さいたま市、徳島県

の３つのエリアを選択し、地域の関係機関の

発達障害事例の取扱件数について前方視的に

調査を実施することにした。エントリー期間



は平成 26 年 2 月 1 日から同年 7 月 31 日に設

定し、各関係機関の相談事例数を可能な限り

遺漏の無いように集約できるように綿密に準

備を行っている。 

 

Ⅱ. 医療機関における治療・事例数把握研究  

一般精神科外来、全国の児童精神科施設、入

院病院をもつ東京都内の児童精神科病院にお

いて調査を行った。さらに発達障害が疑わる

児・者を適切に把握するためにスクリーニン

グツール、診断ツール、リスクアセスメント

ツールの開発を行った。 

３) 精神科臨床症例において、発達障害に併

存する、精神障害の病態の解明と 

診断方法に関する精神病理学的研究に関する

研究(分担研究者 市川宏伸) 

発達障害に関する精神科臨床上の課題を明

確化するため東京都精神科診療所協会所属施

設、児童思春期症例の実態を評価するために

全国児童青年精神科医療施設協議会関連施設

（所属施設およびオブザーバー施設）に対し

て発達障害の診療に関する実態調査をアンケ

ート方式で施行した。 

 東京都精神科診療所協会所属の対象施設は

都内 253 施設であり回収しえた施設は 64 施

設で回収率は 25.99％であった。発達障害の

患者割合が５％未満の施設は 62.7％であり

32.7％の施設で５％以上を占めていた。発達

障害で内訳では ASD が最も多く、次に ASD

および ADHD の併存例であり、3 番目が

ADHD であった。また併存障害は気分障害が

最も多く、次に神経症性障害、ストレス関連

障害及び身体表現性障害であり、3 番目が成

人の人格及び行動の障害発達障害であった。

対応の困難は 87.1％の施設で何らかに認めら

れた。行動上の問題で暴力、窃盗、放火、殺

人が、それぞれ 76.4％、61.1％、14.8％、3.8％

の施設で発生していた。ネットゲーム依存が

76.8％の施設で認められた。    

 全国児童青年精神科医療施設協議会関連施

設の児童精神科医を対象にしたアンケート調

査を 37 施設の 184 名におこなった。75.8％の

医師が、総患者の 20％以上を発達障害が占め

ると答えた。内訳として最も多いとされたの

は ASD であり、次いで多いのは ADHD、MR

の順とした医師が最も多かった。また併存障

害はストレス関連障害が最も多く、次いで気

分障害、神経症性障害の順であった。対応の

困難は 98.9％の医師が経験しており、特に苦

慮した症状は、暴言暴力、こだわり、巻き込

み型の強迫、自傷行為の順に多かった。 

これに対する対応としては、各都道県に発達

障害対応相談センターの設置といった簡易な

相談窓口の要望、簡易対応マニュアルや対応

マニュアル動画の作成、緊急対応施設の整備

充実、警察などにおける発達障害の特性理解

のための講習会の実施、e-learning の普及な

どが要望されていた。 

 

4) 児童精神科医療のおける検討（分担研究者 

近藤直司） 

 児童精神科病棟において入院治療を行った

190 名の広汎性発達障害の児について興奮・

暴力を示す患者がどの程度いるか、入院治療

の方法論と有効性について検討を行った。190

名中、知的に正常な高機能群が 58％、知的障

害を伴う群が 41％であった。入院時主訴は両

群とも攻撃性や自己破壊性などの行動上の問



題が最も多く（7割弱）、次に多いのは抑うつ、

自殺企図などの精神医学的問題（高機能群で

３割）であった。したがって、入院を要する

児童・青年期の広汎性発達障害では興奮や暴

力などの行動上の問題を呈する例が非常に多

く、このような患者に対する入院治療モデル

の確立、学校などの地域資源との連携、発達

障害の精神科救急的な事態に対応できるシス

テムが必要と考えられた。 

 

5) 医療観察法対象者/裁判事例についての検

討 （分担研究者 安藤久美子） 

 「医療観察法指定通院対象者のおける発達

障害者の分析」と「発達障害者を対象にした

問題行動への予防的介入のためのアセスメン

トツールの開発」の二つの研究を行った。 

 調査した全国の医療観察法指定通院対象者

1190 名中 39 名(3.3%)が、ICD-10 における F

８カテゴリー（発達障害圏）の診断を有して

いた。また 24 名は副診断として F８カテゴリ

ーの診断を有していた。 

 アセスメントツールの開発に関しては、児

童精神医学、司法精神医学、矯正医学のエキ

スパートからなる研究者により海外の尺度の

検証をした後、デルファイ法により環境要因

や個人や障害による特性などの多角的側面か

らなる 31 項目を選定した。本ツールの名称は

「 Assessment Tool for Preventive 

Intervention for Problem Behaviors 

31items ― ASD version ：＠ PIP31 － ver. 

ASD（アットピップ・サーティーワン－ASD

版）」とした。 

これらの研究成果を踏まえて、来年度は触法

行為を行なった発達障害者に対して、本アセ

スメントツールの有用性を確認する予定であ

る。 

 

6）児童・思春期における発達障害を抱えた触

法ケースに対する矯正医療の在り方について

の研究（分担研究者、桝屋二郎） 

 青年期・成人期発達障害の対応困難ケースへ

の標準的な危機介入と治療・支援を検討する

上で参考となる矯正施設、特に少年院・少年

鑑別所において児童・思春期の被収容少年に

対してどのような介入が行われているか調査

した。 

 一部の少年院においては発達障害者や発達

障害類似の特性を持つ者に対して、社会内で

は実施されていない新たな取り組みがいくつ

か実践されていることが分かった。それらの

新しい試みの中には学術的なエビデンスも得

られているものも有り、確固としたエビデン

スが確立していないまでも様々な効果判定の

試みからは有効である可能性が示唆されてい

た。これらの取り組みは非行や犯罪を直接的

に取り扱うものではなく、医療機関や福祉機

関などの一般の支援機関においも十分に実施

できるプログラムであり、適用可能であるこ

とが示唆された。 

 

7) 自閉症スペクトラムの診断・評価のための

検査 

Autism Diagnostic Observation 

Schedule-Genetic（ADOS）日本語版の開発 

関する研究（主任研究者 内山登紀夫） 

 ASD 診断を行う上での根拠は，発達歴と日

常生活の様子及び観察可能な行動に求められ

る。対応困難例では保護者との関係が悪化し



ている、保護者が高齢だったり連絡がとれな

かったりするために、発達歴がきけないこと

がしばしばあり、患者を直接観察により診断

あるいは疑い診断を下さねばならない場合が

多い。そのような際には欧米で用いられてい

る直接観察による診断ツールである Autism 

Diagnostic Observation Schedule-Genetic)

（以下 ADOS-G）が有用であり、本研究班に

おいて日本語版の作成・標準化を意図した。

ADOS-G は無言語の幼児から言語の流暢な高

機能 ASD の成人にまで使用でき、アルゴリズ

ムによって求められる総合得点によって判定

され，自閉症と ASD それぞれに対してカット

オフポイントが示されている。 

本研究では，ADOS-G 日本語版を作成し，

その妥当性と評価者間信頼性を検討した。そ

の結果，日本語版の全 Module について ASD

群と非 ASD 群を判別できるという妥当性と

併存的妥当性も確認さ、評価者間信頼性につ

いても高い一致率が認められた。また，各

Module について，自閉症スペクトラム障害の

カットオフポイントを求めたが，原版のカッ

トオフポイントと同じ値であることが示され

た。以上から，ADOS-G 日本語版は，信頼性・

妥当性共に高く，日本語版のカットオフポイ

ントが求められたことにより，対応困難例を

含めて発達障害臨床で使用できると考えられ

た。 

 

8) 自閉症スペクトラムの診断・評価のための

検査 Social Communication Questionnaire

（SCQ） 日本語版の開発に関する研究 

研究代表者  内山登紀夫 

 対応困難例の臨床において未診断の発達障

害者が支援対象となることは決して少なくな

い。その場合、臨床現場で鑑別に使用でき２

次スクリーニングツールが必要になる。ASD

の 2 次スクリーニングツールとして、対人コ

ミュニケーション質問紙（Social 

Communication Questionnaire ：SCQ）は

欧米で広く使用され、研究代表者らによって

翻訳されている、信頼性・妥当性についての

検討が必要である。本研究では、「誕生から今

まで」バージョンおよび「現在」バージョン

について、ASD 群と非 ASD の臨床群の SCQ

合計得点を比較した。その結果、「誕生から今

まで」バージョンでは、ASD 群は非 ASD 群

と比べて有意に高い SCQ 合計得点を示した

が、「現在」バージョンでは、両群間に有意な

差は認められなかった。ASD のスクリーニン

グ目的には、「誕生から今まで」バージョンを

用いるため、SCQ は ASD のスクリーニング

ツールとしての一定の有用性が示された。 

対応困難事例で発達障害が疑われた場合、

SCQ の「誕生から今までバージョン」が二次

スクリーニングツールとして有用であること

が示唆された。 

 

Ⅲ. 海外研究 

海外研究では韓国、英国の調査を行った、

さらに年度末にオーストラリアの調査を行う

予定である。 

9) 触法性発達障害者の刑事法的対応に関す

る比較法的研究（韓国） 

分担研究者 太田 達也  

犯罪又は触法行為を行った発達障害者に対

する刑事処分や刑事施設における処遇の在り

方を模索することを目的とし，韓国における



矯正施設（刑務所，少年院，治療監護所）に

関する基礎調査の上，現地での訪問・聞き取

り調査を行った。 

その結果，韓国の矯正施設では自閉症やア

スペルガーといった発達障害と診断されてい

る者がいないことが明らかとなった。実際に

は、発達障害が疑われる人はいたが、発達障

害の概念が矯正現場では十分に浸透していな

いことが伺われた。 

心理治療プログラムについては小児性愛や

性的倒錯障害など一部の性犯罪者に対する認

知行動療法や知的障害を有する性犯罪者に対

するプログラムが開発・実施されていること、

管区毎に一か所の刑務所を定めて「精神保健

センター」を設置し，特別な処遇を要する精

神障害受刑者を集めて１年間に亘る認知行動

療法を中心とした支援を行っていること、精

神障害がある収容者が退所（仮終了等）した

後も保護観察を行いながら，治療監護所(保安

処分施設)がフォローアップ的な継続指導を

行っており，触法性精神障害者に対する施設

内処遇と社会内処遇の連携されていること、

治療監護所から退所する精神障害者のうち帰

住先がないものを更生保護施設で受け入れる

体制が構築されているなど、我が国の支援体

制を構築する上で参考になるシステムが存在

することが注目された。 

 

10) 英国における青年期・成人期発達障害者

の対応困難ケースへの治療・支援システムに

関する調査 

研究代表者 内山登紀夫 研究分担者 堀江

まゆみ 

本年度は英国において触法行為を行った

ASD 患者のみを対象にした保安病院を訪問

し、どのような治療が行われており、どのよ

うな支援体制が構築されているかを調査した。

今回の訪問では特に、治療内容とスタッフト

レーニングの方法について焦点をあてて検討

した。その結果、治療としては認知行動療法

を基本にして、本人に対して障害特性を理解

してもらうための心理教育的アプローチ、英

国自閉症協会の基本理念である SPELL アプ

ローチ、TEACCH、応用行動分析、感覚統合

療法、音楽療法などが折衷的に用いられてい

ることがわかった。 

 スタッフトレーニングについては７つの段

階のトレーニングが設定され ASD の基本的

理解、SPELL、構造化の基本から、大学院レ

ベル、研究開発まで幅広いメニューが準備さ

れていた。研修の方法についても院内で行う

スタッフトレーニングと、外部機関が行う研

修会、DVD 教材、e-ラーニング、大学院の通

信教育等を組み合わせた質・量ともに充実し

たスタッフ教育システムが構築されており、

我が国に専門家研修に参考になる点が多かっ

た。 

 

11) オーストラリアにおける青年期・成人期

発達障害者の対応困難ケースへの治療・支援

システムに関する調査 

研究分担者 水藤 昌彦、堀江まゆみ 

 海外における青年期・成人期発達障害者の

対応困難ケースに対する危機介入、治療支援

の現状の把握、課題点の調査を通じて、日本

における支援システム構築の参考とするため

の情報収集を目的として、オーストラリア・

ビクトリア州で現地調査を実施する。同州で



は発達障害・知的障害があって刑事司法制度

の対象となった人、およびそのリスクが極め

て高いと思われる人に対する対応・支援の法

制度、サービスが一定程度に整備されている。

そこでサービス提供事業者を訪問し、関係者

からの聞き取り調査を行う。なお、本研究は、

調査先との日程調整の関係上、2014 年 3 月の

実施となったため詳細は次年度に報告する。 

 

D. 考察 

 本研究班の結果で重要な点を以下に要約す

る。 

 

有病率の検討 

 まず、さまざまな支援機関における発達障

害の人、つまり発達障害としての支援を必要

としている人々がどのくらい存在するのかと

いう調査は支援システムの構築を計画する上

で重要であり、国の施策を決定するために不

可欠である。    児童福祉領域では調査

対象 2314 例中 996 例（43.0％）と発達障害

が疑われる児童が非常に高率にみられた。情

緒障害児短期治療施設では６割が発達障害が

疑われる児童であった。精神保健分野におけ

る発達障害の有病率については来年度に結果

が得られる予定である。全国の児童精神科臨

床に関わる医師 184 名（37 施設）を対象にし

た調査では 75.8%の医師が総患者の 20%以上

が発達障害であると回答した。児童精神科病

棟を持つ都立病院で行った、広汎性発達障害

の入院患児の調査では 190 名中７割の入院時

主訴が攻撃性や自己破壊性などの行動上の問

題であった。 

 東京都の精神科開業医では 32.7％のクリニ

ックが全患者の５%以上が発達障害であると

回答した。 

 一方、医療観察法指定通院対象者において

ICD-10 の F８発達障害圏の診断を有する者

は 1190 名中 39 名（3.3%）と比較的少数であ

った。 

 このようにみていくと、児童福祉領域では

発達障害の比率が高いこと、児童精神科領域

では患者の 2 割以上が発達障害であること、

入院治療を要する ASD では過半数が対応困

難例であることが注目される。メンタルヘル

ス上の問題を抱える子どもを支援する機関で

は発達障害の比率が高いこと、入院治療を要

するような重症例では、さらに発達障害の比

率が増加すると考えられた。 

 一方、成人の一般精神科外来では発達障害

の比率が児童ほどは高くないが、それでも３

割以上の精神科医が外来患者の 5%以上が発

達障害と答えたことは成人精神科医の間で発

達障害を診断・評価し支援するためのスキル

が必要であることを意味している。医療観察

法の通院対象者のうつ発達障害が疑われた者

が 3.3%と比較的低頻度であったが、これらの

ケースの中には医療観察法による処遇が行わ

れてからはじめて発達障害圏の診断を受けた

者もあり、支援が過去の長期間にわたって受

けられていないことが推測された。成人の一

般精神科外来の調査でも指定通院患者の調査

でも診断は主治医の診断を採用しており、実

際に個々のケースを発達障害の視点から評価

すると、さらに増える可能性がある。 

 

 スクリーニング・診断ツールの必要性 

児童施設による発達障害の頻度が非常に高



いことと、成人の支援機関における頻度の低

さのギャップが生じる理由についてさらなる

検討が必要であろう。 

 一般の児童・成人の支援機関においても、

情緒障害児短期入所機関や指定通院医療機関

などの対応困難事例を支援する機関において

も発達障害の可能性のある人を適切に把握し、

発達障害が疑われた事例については適切に診

断を下すことが必要である。日本ではそのた

めのツールが不足しているため、本研究班で

は ASD のスクリーニングツールである SCQ

と、確定診断のためのツールである ADOS の

標準化研究を行った。これらのツールを臨床

場面で活用し、発達障害の支援を必要とする

人々を適切に把握するための一助としたい。 

 

 リスクアセスメントツールの開発 

英国の保安病院では本研究班でも標準化検討

を行っている ADOS や ADI-R などの診断・

アセスメントツールを活用し個々の患者の障

害特性や長所、短所を把握することに力をい

れていた。その一環として HCR‐20 などの

リスクアセスメントツールが使用されていた

が、発達障害を想定したリスクアセスメント

ツールは英語圏においても乏しく開発が望ま

れている状況である。本研究班で作成した

@PIP-31-verASD は世界初の ASD に特化し

たリスクアセスメントツールであり、今後有

用性を確認し臨床の現場で活用することが望

まれる。 

 

 支援プログラムの検討 

  本研究班では CRAFT を発達障害の人に

適用するための検討を行っている。 

我が国の少年院・少年鑑別所においては、ASD

と ADHD を対象にした処遇プログラムがあ

り、さまざまな治療的介入が行なわれている

ことが明らかになった。これらのプログラム

は非公開であるが、一般施設でも有効である

と考えられた。今後は法務省とも協力して矯

正施設内での試行と一般の支援機関での試行

を行い、一般の支援機関でも参考にできるよ

うにしていきたい。 

英国における保安病院における調査におい

ては、対応困難事例を対象にしたプログラム

の多くは一般の ASD の人々を対象にした支

援プログラムと共通していた。なによりも

ASD の特性に基づいた支援を重視し、「触法

行為」そのものに関する教育プログラムは付

加的に、例えば性犯罪者に対して性に関する

教育プログラムを行うといったようになされ

ていた。英国の保安病院では触法行為を行っ

た ASD の患者に対して日本では境界例が主

たる対象と認知されている弁証法的行動療法

が積極的に行われているなど予想以上にさま

ざまな治療法が ASD 向けの改変をしたうえ

で行われていた。英国では SOTEC-ID (Sex 

Offender Treatment Services Collaborative 

- Intellectual Disability：知的障害の人の性

犯罪を治療する英国で開発されたプログラ

ム)を採用している機関も多くが有力な支援

方法になると考えられた。 

 今後は発達障害の基本的理解と触法行為の

予防に特化した内容を適切に組み合わせた支

援プログラムの開発を検討する。 

 

 スタッフトレーニング方法の検討 

スタッフトレーニングは、実際にどのような



支援を行うかと密接に関係する。英国の保安

病棟では障害特性の理解に最も重点が置かれ

ていた。SPELL, TEACCH, ABA などの基本

的な支援理念の理解から始まり、ADOS など

の診断ツールの理解、攻撃性の評価などのリ

スクアセスメントの方法やリスクアセスメン

トツールの使用、RAID などの特定の支援技

法の習得などがスタッフに求められていた。 

また一般精神科開業医を対象にした調査か

らは相談窓口の要望、簡易対応マニュアルや

対応マニュアル動画の作成などが要望されて

いた。これらを参考に今後、我が国の実情に

あったスタッフトレーニングの方法を開発す

る。 

 

 支援システムの検討 

我が国においては徳島県や札幌市において、

それぞれの地域の特性を活かした支援機関の

ネットワーク構築が効率的に機能していた。 

海外については韓国と英国の制度を中心に

検討した。韓国では保安処分があるなど日本

と法体系は大きくことなり、発達障害の概念

が刑事施設では十分に浸透していないなどの

違いも大きかったが、性犯罪者に特化した認

知行動療法や特別な処遇を要する受刑者を集

めて１年間にわたるに対する認知行動療法を

行うシステムがあるなど参考になる施策があ

った。今後、オーストラリア、英国、ドイツ

などとの比較検討を行っていく予定である。 

 英国も軽度・中度・重度の保安病棟がある

など日本とは大きくシステムが異なるが

ASD に特化した保安病棟があり、ASD の障

害特性に配慮した支援がなされていることが

注目された。日本においても、同様の支援を

必要としている ASD の患者はいるはずであ

るが、十分な実態調査はなされておらず、今

後の調査・検討が必要である。 

 今後も国内外の先進的な地域の支援システ

ムを参考に我が国で可能な効率的な支援シス

テムの提案を行っていく。 

 

これらの結果を踏まえて、全国に困難事例

がどの程度存在するかの推定値を明らかにし、

ガイドラインと人材育成プログラムパッケー

ジを作成する。とくに医療機関、精神保健福

祉機関、児童福祉機関、矯正施設、教育機関

などの施設・領域横断型のネットワークの構

築を目指す。 
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研究要旨 

児童福祉領域における情緒・行動の問題と発達障害との関連を検討するために、児童相談所

と児童福祉施設で対応している中学生と高校生のケース 2314 例を調査した。全ケースの 43％

が発達障害と判断されており、発達障害のあるケースには攻撃性と関連した問題行動が高率に

認められ、それらに対して教育的および医療的な支援が利用されることが多く、特に支援ニー

ズの高い子どもたちを受け入れる施設では精神科薬物療法の利用率が非常に高かった。しかし、

これらのケースには家庭や保護者の問題が伴っていることが非常に多いことから、子どもへの

介入・支援だけではなく、環境的な要因に対する支援も含めた、より包括的な介入・支援が不

可欠であると考えられた。 

 

A. 研究目的 

 わが国の児童福祉は児童虐待や非行などに関

連した要保護児童の保護や援助だけでなく、18

歳未満の子どもと家庭に関するあらゆる相談に

対応することが求められ、より専門的な評価と

援助が必要なケースに対しては、児童相談所で

の継続的な援助の他、情緒障害児短期治療施設

や児童自立支援施設などの児童福祉施設でのケ

アも行われるなど、多様なレベルの援助を提供

できるシステムを有しており、保健・医療とと

もに児童青年期の精神保健上の問題の予防・介

入・支援に重要な役割を担っている。本研究で

は児童相談所、児童養護施設、情緒障害児短期

治療施設、児童自立支援施設などの児童福祉領

域における情緒・行動上の問題に関する現状を

調査・分析し、児童福祉領域が果たしている児

童青年期の精神保健支援の程度と成果を明らか

にするとともに、それらの機能を活用して成人

期以降の精神障害や不適応行動を予防する可能

性について検討を行うことで、児童福祉領域の

支援サービスを含めた包括的な地域支援システ

ムを提示することを目的として実施する。 

 

B. 研究方法 

児童福祉領域で対応している情緒・行動の問

題を有するケースの特徴について、特に発達障

害に関連した問題の傾向を明らかにするために、

全国の児童相談所および児童福祉施設を対象と

して以下のような調査を実施した。 

 

１．調査対象 

児童相談所：子どもの虹情報研修センターが実

施する児童相談所職員を対象とした研修参加者

95 名 



1) 児童養護施設：子どもの虹情報研修センタ

ーが実施する児童福祉施設心理担当職員を

対象とした研修参加者のうち、児童養護施

設職員（心理担当）67 名 

2) 情緒障害児短期治療施設：38 施設（全国情

緒障害児短期治療施設協議会の協力を得て

依頼） 

3) 児童自立支援施設：58 施設（全国児童自立

支援施設協議会の協力を得て依頼） 

 

２．調査方法 

 調査方法は調査票を郵送し、郵送で回答を得

た。 

 児童相談所職員に対しては、回答者が調査の

時点で実際に担当しているケースのうち、児童

相談所の相談分類が養護相談、非行相談、育成

相談に該当するもので、現在中学生または高校

生のケースについて回答を求めた。児童養護施

設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施

設については、それぞれの施設に現在入所して

いる中学生と高校生の全児童についての回答を

求めた。調査内容は以下のとおりであるが、本

調査においては「発達障害」は「広汎性発達障

害および注意欠如・多動性障害に相当する状態」

として回答を求めた。 

 

調査内容 

1) 子どもの性別、受理／入所学年、現在の学

年 

2) 相談種別（児童相談所のみ）：養護相談（児

童虐待、その他）、非行相談、育成相談 

3) 発達障害の有無：医師の診断あり（疑いも

含む）、児童相談所（施設）で判断（疑いも

含む）、知的障害の併存の有無 

4) 子どもの問題行動：対人暴力、暴言・反抗・

不服従、器物損壊、動物への虐待・残忍な

行為、窃盗・虚言、怠学・規則違反、喫煙・

飲酒・薬物乱用、性的逸脱行動 

5) 家庭・保護者の問題：家族関係の問題（不

和、DV、未婚、離婚、内縁など）、経済的

問題（借金、転職、計画性なしなど）、生活

環境の問題（不衛生、劣悪、事故防止不足

など）、近隣からの孤立、精神疾患（依存の

問題も含む）、発達障害・知的障害、性格的

問題（衝動的、偏り、被害的など）、育児に

関する問題、支援への拒否的態度 

6) 資源の利用：児童相談所への通所、一時保

護の利用、児童福祉施設入所、学校での特

別な配慮（個別指導など）、教育相談の利用、

医療機関の利用、精神科薬の服薬、警察の

関与、司法の関与 

 

３．集計・解析 

 郵送された調査票から回答を集計し、発達障

害の有無、子どもの背景情報（性別、受理／入

所学年、現在の学年、知的障害の併存、被虐待

歴）、子どもの問題行動、家庭・保護者の問題、

資源の利用について、各項目の出現率を求めた。 

 

（倫理面への配慮） 

 今回の調査では、個人が特定できるような情

報は取り扱わず、機関についても種別のみを取

り扱い、個々の機関名を記載しないこととし、

さらにデータ処理においては、調査票の入力を

担当する者と解析を担当する者を分けることで、

調査対象児童のプライバシーを保護するように

努めた。 

 

C. 研究結果 

 児童相談所および児童福祉施設に対する調査

依頼に対して、児童相談所職員 95 名中 23 名（回

答率 24.2％：児童福祉司 9名、児童心理司 8名、

一時保護所職員 6 名）から 239 例、児童養護施

設職員 67 名中 24 名から 479 例、38 か所の情

緒障害児短期治療施設のうち 31 か所から 606

例、58 か所の児童自立支援施設のうち 44 か所

から 990 例、合計 2314 例の児童について回答

を得た。調査を依頼した児童福祉施設からの回



答率は、児童養護施設 24/67 (35.8%)、情緒障害

児短期治療施設 31/38 (81.6%)、児童自立支援施

設 44/58 (75.9%)であった。調査結果は以下のと

おりである。 

 

１．発達障害の状況（表 1） 

 2314 例中 996 例（43.0%）が、医師による診

断あるいは児童相談所または施設の判断で、発

達障害が存在するか疑いがあると報告された。

施設別では、情緒障害児短期治療施設がもっと

も多く（60.4％）、次いで児童自立支援施設

（44.6％）、児童相談所（37.7％）で、児童養護

施設がもっとも少なかったものの、それでも

20.7％の児童が発達障害と認識されていた。 

 以後の結果については、発達障害のある群を

DD 群（N=996）、ない群を NDD 群（N=1318）

として報告する。 

 

 

２．背景情報（表 2） 

１）性別 

 全体としては、男性が 1399 例（60.5％）、女

性が 904 例（39.1％）で、男性は女性の約 1.5

倍であった（11 例については無回答のため性別

不明）。DD 群ではさらに男性の割合が高く、全

体の 72.1％が男性であった。 

２）受理／入所学年 

 児童相談所で相談が受理された、または児童

福祉施設に入所した学年は、小学校高学年から

中学生の間が多く、高校生からの受理／入所は

きわめて少ない。この傾向は DD 群で強く、

73.1％が小学校 6 年生から中学校 3 年生までの

間に受理／入所していた（NDD 群では 58.4％）。

NDD 群では未就学の幼児期の受理／入所が多

いのが特徴的であった。 

３）現在の学年 

 調査対象を中学生以上としたので、現在の学

年はすべて中学生以上となる。中学校 3 年生が

もっとも多く、高校生は少ない傾向が見られた。

DD 群は NDD 群よりも中学生が優位で高校生

がやや少なかった。 

４）知的障害の併存 

 知的障害の併存は全体の 14.5％にあり、DD

群（17.1％）の方が NDD 群（12.6％）よりも

多かった。 

５）被虐待歴 

 DD 群、NDD 群ともに被虐待歴は高率に認め

られ、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクトが

3～4 割で報告された。性的虐待は DD 群で

4.2％、NDD 群で 7.4％に認められた。 

 

３．問題行動（表 3～6、図 1～8） 

 問題行動については、動物への虐待・残虐な

行為の頻度は低かったが、それ以外の問題は比

較的多く認められた。 

 DD 群では暴言・反抗・不服従（67.9％）が

もっとも多く、次いで怠学・規則違反（53.0％）、

窃盗・虚言（51.0％）、対人暴力（47.1％）、器

物損壊（36.2％）の順に多かった。NDD 群も

DD 群とほぼ同様の傾向を示したが、DD 群よ

りは頻度は低く、それぞれ、53.1％、51.4％、

43.8％、31.7％、21.9％であった。NDD 群では

喫煙・飲酒・薬物乱用が DD 群よりも多かった。 

 問題行動の頻度は施設によって特徴が見られ

た。児童自立支援施設は、児童相談所や他の施

設の児童よりも問題行動の頻度が高く、特に、

NDD 群では対人暴力、性的逸脱行動、喫煙・

飲酒・薬物乱用、怠学・規則違反、窃盗・虚言

の頻度が高かった。DD 群では、対人暴力や暴

言・反抗・不服従といった顕在的な攻撃性が、

児童自立支援施設だけでなく、児童相談所、情

緒障害児短期治療施設の例でも高いことが特徴

的であった。しかし、対人暴力と器物損壊は、

児童自立支援施設以外の例では DD 群の方が

NDD 群よりも高い傾向が見られた。 

 問題行動は性別と学年によって現れ方が変化

する傾向がある。対人暴力、器物損壊、窃盗・

虚言は男性に多い傾向が見られるが、それ以外



の問題行動については男女差は小さい。また、

男性は全般的に中学生の間は学年が上がるにつ

れて問題行動も増加するが、高校生になると減

少する傾向が見られるが、女性では学年による

変化が小さく、対人暴力、暴言・反抗・不服従、

器物損壊などの顕在的攻撃性は高校生になって

むしろ増加する場合もあり、その結果、これら

の問題行動については高校生では性差が縮小し

ている。 

 

４．家庭・保護者の問題（表 7、表 8） 

 家庭・保護者の問題は高率に認められた。家

族関係の問題、経済的問題、育児に関する問題

は、DD 群でも NDD 群でも非常に多く、ほぼ

同様の傾向が見られた。 

 施設別では、児童養護施設では経済的問題や

生活環境の問題が他の施設よりも高く、この傾

向は DD 群にも NDD 群にも認められた。 

 

５．資源の利用（表 9、表 10） 

 NDD 群の児童養護施設の例を除き、児童相

談所への通所や一時保護の利用は 30～50％の

利用率があった。DD 群では、教育の資源（学

校での特別な配慮と教育相談）と医療の資源（医

療機関の利用と精神科薬の服薬）が NDD 群よ

りも著しく多く、特に医療の資源の利用はＮＤ

Ｄ群よりも数倍高く、医療機関の利用は 60％を

越え、おおむね半数が精神科薬の服薬を服用し

ていた。 

 施設別では、児童養護施設の NDD 群は全般

的に資源の利用が少ないが、DD 群では NDD

群と比べてほとんどの資源の利用率が 2 倍以上

になるのが特徴的であった。情緒障害児短期治

療施設では全般的に多くの資源を利用していた

が、DD 群では教育と医療の資源の利用が高く、

特に、医療機関の利用と精神科薬の服薬は著し

く高かった。児童自立支援施設でも、DD 群で

は医療の利用がかなり高いが、教育の資源の利

用は少ない。また、警察や司法の関与は他の施

設よりも高いが、これらの資源の利用は DD 群

は NDD 群よりも少ない傾向が見られた。 

 

D. 考察 

 わが国の児童福祉は、被虐待児や非行児、養

育者のいない子どもなど、いわゆる要保護児童

の保護と援助にとどまらず、子どもと家庭のあ

らゆる問題についての相談・援助を行うことが

求められる幅広い社会サービスであり、子ども

の障害福祉や精神保健の問題にも深く関与して

いる。近年の児童虐待相談の増加に伴い、複雑・

多様なニーズを有するケースも増加し、より効

果的な援助の提供が大きな課題となっている。 

 児童福祉がかかわる子どもたちには、さまざ

まな情緒・行動の問題が伴うことが多く、特に、

児童相談所に一時保護されたり、児童福祉施設

に入所する子どもたちには、何らかの精神保健

上の問題が認められることが非常に多い 1)。情

緒・行動の問題は、基本的には育成相談として

対応しているが、ぐ犯性の高い問題の場合は非

行相談、また、その背景に児童虐待がある場合

には虐待相談として対応されていることが多い。

最近は、発達障害の概念の普及に伴い、子ども

の情緒・行動の問題が発達障害によって説明さ

れることも多くなっており、児童福祉サービス

においても発達障害への関心が高まっている。 

 本年度の分担研究では、児童福祉がかかわる

子どもたちの情緒・行動の問題の特性と発達障

害との関連に焦点を当てて調査を行い、対応の

難しい子どもたちへの援助の課題を検討した。 

 調査では児童相談所の相談ケースと児童福祉

施設に入所している子どものうち、中学生と高

校生 2314 人を対象としたが、このうち 43％の

子どもたちは発達障害と診断されるか、発達障

害である可能性が高いと判断されていたことは、

児童福祉において発達障害の概念が広く普及し、

子どもの行動特性や適応上の問題の理解に発達

障害の概念が大きな影響を持つようになってい

ることを示唆している。この傾向はより専門的



な援助が求められる子どもに対応する情緒障害

児短期治療施設や児童自立支援施設で強く、約

半数の子どもたちが発達障害あるいはその疑い

と判断されていた。ただし、今回の調査では発

達障害の厳密な診断は求めておらず、医師の診

断については疑い例も含め、さらに児童相談所

や児童福祉施設での判断も含めたきわめて広い

概念として扱っているので、ここで示した頻度

が児童福祉領域における発達障害の有病率を表

すものではないことに注意しなければならない。

児童福祉の現場での発達障害の実態については

今後さらに検討する必要があると考えられる。 

 今回の調査対象となった子どもたちには、暴

言・反抗・不服従、怠学・規則違反、窃盗・虚

言、対人暴力など、さまざまな問題行動が比較

的高率に報告された。今回調査した問題行動の

うち喫煙・飲酒・薬物乱用以外のものは、

DSM-IV-TR（2002）2)の素行障害（conduct 

disorder）の診断基準に含まれている行動で、

一般に「素行の問題（conduct problems）」と

呼ばれているものであり、攻撃性の表現型でも

ある。攻撃性（aggression）は顕在的攻撃性

（overt aggression）と潜在的攻撃性（covert 

aggression）に分けることができ、対人暴力、

動物への虐待・残虐な行為、暴言・反抗・不服

従、器物損壊、性的逸脱行動は前者に、窃盗・

虚言、怠学・規則違反は後者に属する 3)。今回

の調査では、動物への虐待・残虐な行為はあま

り認知されなかったものの、どちらのタイプの

攻撃性も同程度に報告されており、攻撃性とし

ての明らかな傾向は認められなかった。 

 発達障害との関連では、発達障害群の方が問

題行動が報告される頻度は高く、発達障害と不

適応行動との関連が示唆されたが、特に発達障

害のある子どもに優位な問題行動は認められな

かった。しかし、施設のタイプによって問題行

動の傾向は大きく異なり、児童養護施設は全般

に問題行動の頻度は低く、児童自立支援施設で

は発達障害の有無にかかわらず問題行動が高率

に認められた。これはそれぞれの施設の機能の

違いに起因するものと考えられ、もともと非行

傾向の高い子どもたちが入所することが多い児

童自立支援施設で攻撃的・反社会的行動が多く

認められたとしても不思議ではない。児童自立

支援施設以外の施設では、発達障害のある子ど

もたちに対人暴力と器物損壊が多かったことは、

発達障害のある子どもたちの援助において、こ

れらの問題への対応が重要であることを示唆し

ている。 

 攻撃性には性差や発達的な変化があり、一般

的に顕在的攻撃性は思春期までは男性に優位で

あるが、それ以降では女性にも増加し、性差は

縮小することが知られているが 4)、今回の調査

でもそのような傾向が認められた。このことは

高校生の女子への支援の充実の必要性を示唆し

ている。児童福祉の領域では中学生までの支援

に重点が置かれ、高校生に対する資源が少ない

のが現状であり、今後この年代のニーズに応え

る努力が必要であり、さらには 18 歳未満を対

象とする児童福祉法による援助から成人期の援

助への移行を保障できるような支援システムの

構築が求められる。 

 児童福祉がかかわる子どもたちには、児童虐

待をはじめとする家族や養育環境に関連する問

題があることが多いが、今回の調査においても

家族・保護者の問題が高率に存在することが確

認された。家族関係の問題、経済的問題、育児

に関する問題は、発達障害の有無にかかわらず

一般的に認められ、児童福祉領域で援助を受け

る子どもたちが抱える共通の問題であると考え

られる。発達障害に伴って問題行動が見られる

場合でも、これらの家族・保護者の問題、すな

わち環境的な要因が、それらの問題の誘因にな

ったり、持続させたり、さらには増悪させたり

している可能性があるので、具体的な援助にお

いて十分に考慮されなければならない。本来、

児童福祉は家族や地域への介入や関係機関等と

の連携を得意とするので、発達障害を有する困



難事例においても、その優位さを活用して包括

的な援助を実施できるようにする必要があると

考えられる。 

 援助において利用する資源としては、児童相

談所（通所、一時保護）、教育（学校での特別な

配慮、教育相談）、医療（医療機関、精神科薬の

服薬）の利用率が高かったが、発達障害群では

医療の利用が著しく高くなり、さらに、問題行

動の多い子どもたちをケアする施設（情緒障害

児短期治療施設と児童自立支援施設）では医療

機関や薬物療法への依存度が高いことが示唆さ

れた。このことは児童福祉がかかわる子どもた

ちの約 4 割が発達障害として理解されていた調

査結果と合わせて考えれば、驚くことではない。

適切な診断アセスメントに基づくケア・支援は

重要であるが、すでに述べたように、児童福祉

がかかわる子どもたちの問題は発達障害のみに

起因するものとはかぎらず、家族の問題、経済

的問題、被虐待体験などとの関連も重要なので、

それらの問題に対するケアも合わせて行わなけ

れば、成人期以降の著しい不適応や困難を予防

することはできないだろう。 

 今回の調査は児童福祉領域における発達障害

の子どもたちの問題や支援ニーズの全般的な傾

向を捉えており、今後の支援のあり方を考える

参考になるだろう。児童相談所や児童福祉施設

にできることを再確認したうえで、教育や医療

の資源をどのように活用するかが今後の課題と

思われた。 

 

E. 結論 

児童福祉領域で対応している情緒・行動の問

題を有する中学生と高校生の約 4 割は発達障害

が関連していると認識されており、特に支援ニ

ーズの高いケースが入所している情緒障害児短

期治療施設や児童自立支援施設ではその傾向が

強かった。発達障害を伴うケースでは攻撃的な

不適応行動が高率に認められ、これらの問題に

対して教育や医療による支援が優勢であったが、

これらのケースには家庭や保護者の問題が伴っ

ていることが非常に多いことから、環境的な要

因に対する支援も含めた、より包括的な介入・

支援が不可欠であると考えられた。 
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表１．発達障害の状況 

  
児童相談所 

児童福祉施設 
合計 

  児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設 

発達障害あり 90 (37.7%) 99 (20.7%) 366 (60.4%) 441 (44.6%) 996 (43.0%) 

発達障害なし 149(62.3%) 380 (79.3%) 240 (39.6%) 549 (55.5%) 1318 (57.0%) 

合計 239 479 606 990 2314 



 

 

表２．背景情報 

    発達障害あり 発達障害なし 全体 

    N=996 % N=1318 % N=2314 % 

性別 男 718 72.1 681 51.7 1399 60.5 

  女 274 27.5 630 47.8 904 39.1 

  無回答 4 0.4 7 0.5 11 0.5 

受理／入所学年 未就学 49 4.9 200 15.2 249 10.8 

  小１ 15 1.5 27 2.1 42 1.8 

  小２ 16 1.6 37 2.8 53 2.3 

  小３ 21 2.1 40 3.0 61 2.6 

  小４ 32 3.2 40 3.0 72 3.1 

  小５ 59 5.9 46 3.5 105 4.5 

  小６ 123 12.4 91 6.9 214 9.3 

  中１ 243 24.4 193 14.6 436 18.8 

  中２ 238 23.9 297 22.5 535 23.1 

  中３ 123 12.4 190 14.4 313 13.5 

  高１ 19 1.9 25 1.9 44 1.9 

  高２ 9 0.9 12 0.9 21 0.9 

  高３ 1 0.1 4 0.3 5 0.2 

  無回答 48 4.8 116 8.8 164 7.1 

現在の学年 中１ 171 17.2 179 13.6 350 15.1 

  中２ 275 27.6 282 21.4 557 24.1 

  中３ 282 28.3 395 30.0 677 29.3 

  高１ 92 9.2 135 10.2 227 9.8 

  高２ 62 6.2 98 7.4 160 6.9 

  高３ 44 4.4 98 7.4 142 6.1 

  無回答 70 7.0 131 9.9 201 8.7 

知的障害の併存 あり 170 17.1 166 12.6 336 14.5 

被虐待歴 身体的虐待 408 41.0 455 34.5 863 37.3 

  心理的虐待 322 32.3 407 30.9 729 31.5 

  ネグレクト 395 40.0 589 44.7 984 42.5 

  性的虐待 42 4.2 97 7.4 139 6.0 

 

 

 

 



 

表３．問題行動の頻度（DD 群） 

  
児童相談所 

児童福祉施設 
合計 

  
児童養護 

施設 

情緒障害児 

短期治療施設 

児童自立 

支援施設 

問題行動 N=90 % N=99 % N=366 % N=441 % N=966 % 

対人暴力 42 46.7 28 28.3 161 44.0 224 50.8 455 47.1 

暴言・反抗・不服従 58 64.4 46 46.5 243 66.4 309 70.0 656 67.9 

動物への虐待・残虐な行為 4 4.4 2 2.0 7 1.9 22 5.0 35 3.6 

器物損壊 31 34.4 25 25.3 144 39.3 150 34.0 350 36.2 

窃盗・虚言 40 44.4 26 26.3 127 34.7 300 68.0 493 51.0 

怠学・規則違反 44 48.9 27 27.3 166 45.4 275 62.4 512 53.0 

喫煙・飲酒・薬物乱用 12 13.3 7 7.0 13 3.6 145 32.9 177 18.3 

性的逸脱行動 15 16.7 12 12.1 70 19.1 180 40.8 277 28.7 

 

 

 

図１．問題行動の頻度（DD 群） 
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表４．問題行動の頻度（NDD 群） 

  
児童相談所 

児童福祉施設   
合計 

  
児童養護 

施設 

情緒障害児 

短期治療施設 

児童自立 

支援施設 

問題行動 N=149 % N=380 % N=240 % N=549 % N=1318 % 

対人暴力 30 20.1 76 20.0 59 24.6 253 46.1 418 31.7 

暴言・反抗・不服従 67 45.0 161 42.4 114 47.5 358 65.2 700 53.1 

動物への虐待・残虐な行為 1 0.7 2 0.5 6 2.5 11 2.0 20 1.5 

器物損壊 21 14.1 68 17.9 48 20.0 152 27.7 289 21.9 

窃盗・虚言 42 28.2 100 26.3 74 30.8 361 65.8 577 43.8 

怠学・規則違反 72 48.3 99 26.1 93 38.8 413 75.2 677 51.4 

喫煙・飲酒・薬物乱用 37 24.8 33 8.7 24 10.0 276 50.3 370 28.1 

性的逸脱行動 20 13.4 50 13.2 37 15.4 202 36.8 309 23.5 

 

 

 

図２．問題行動の頻度（NDD 群） 
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図３．問題行動の頻度（児童相談所） 

 

 

図４．問題行動の頻度（児童養護施設） 
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図５．問題行動の頻度（情緒障害児短期治療施設） 

 

 

図６．問題行動の頻度（児童自立支援施設） 
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表５．学年別の問題行動（男性） 

 
学年 

 
中１ 中２ 中３ 高校生 

対人暴力 54.7 49.5 49.0 47.7 

暴言・反抗・不服従 68.0 71.9 66.0 56.2 

動物への虐待・残虐な行為 5.5 4.4 3.9 2.3 

器物破壊 39.0 36.9 39.3 33.8 

窃盗・虚言 50.0 54.4 59.2 35.4 

怠学・規則違反 43.75 47.1 59.2 43.1 

喫煙・飲酒・薬物乱用 7.0 17.0 25.2 9.2 

性的逸脱行動 26.6 25.2 30.1 27.7 

各学年における問題行動の頻度（％） 

 

 

 
図７. 学年別の問題行動（男性） 
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表６．学年別の問題行動（女性） 

 
学年 

 
中１ 中２ 中３ 高校生 

対人暴力 33.3 26.5 34.7 30.9 

暴言・反抗・不服従 69.0 58.8 60.0 63.2 

動物への虐待・残虐な行為 0 4.4 4.0 0 

器物破壊 26.2 27.9 24.0 39.8 

窃盗・虚言 40.5 50.0 45.3 38.2 

怠学・規則違反 47.6 52.9 64.0 42.7 

喫煙・飲酒・薬物乱用 7.1 16.2 25.3 14.7 

性的逸脱行動 14.3 16.2 34.7 25.0 

各学年における問題行動の頻度（％） 

 

 

図８.学年別の問題行動（女性） 
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表７．家庭・保護者の問題（DD 群） 

 児童相談所 

児童福祉施設 

合計 

 

児童養護 

施設 

情緒障害児 

短期治療施設 

児童自立 

支援施設 

家庭・保護者の問題 N=90 % N=99 % N=366 % N=441 % N=966 % 

家族関係の問題 70 77.8 90 90.9 314 85.8 378 85.7 852 88.2 

経済的問題 39 43.3 70 70.7 175 47.8 193 43.76 477 49.4 

生活環境の問題 18 20.0 44 44.4 103 28.1 105 23.8 270 28.0 

近隣からの孤立 19 21.1 27 27.3 80 21.9 117 26.5 243 25.2 

精神疾患 28 31.1 38 38.4 128 35.0 122 27.7 316 32.7 

発達障害・知的障害 10 11.1 28 28.3 84 23.0 63 14.3 185 19.2 

性格的問題 38 42.2 36 36.4 179 48.9 163 37.0 416 43.1 

育児に関する問題 42 46.7 74 74.7 263 71.9 307 69.6 686 71.0 

支援への拒否的態度 14 15.6 21 21.2 57 15.6 67 15.2 159 16.5 

 

 

表８．家庭・保護者の問題（NDD 群） 

 児童相談所 

児童福祉施設 

合計 

 

児童養護 

施設 

情緒障害児 

短期治療施設 

児童自立 

支援施設 

家庭・保護者の問題 N=149 % N=380 % N=240 % N=549 % N=1318 % 

家族関係の問題 131 87.9 328 86.3 216 90.0 479 87.2 1154 87.6 

経済的問題 81 54.4 266 70.0 130 54.2 277 50.5 754 57.2 

生活環境の問題 29 19.5 177 46.6 81 33.8 157 28.6 444 33.7 

近隣からの孤立 45 30.2 112 29.5 68 28.3 173 31.5 398 30.2 

精神疾患 52 34.9 146 38.4 90 37.5 130 23.7 418 31.7 

発達障害・知的障害 18 12.1 72 19.0 26 10.8 37 6.7 153 11.6 

性格的問題 62 41.6 161 42.4 102 42.5 187 64.1 512 38.9 

育児に関する問題 94 63.1 268 70.5 178 74.2 394 71.8 934 70.9 

支援への拒否的態度 27 18.1 77 20.3 50 20.8 84 15.3 238 18.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表９．資源の利用（DD 群） 

 児童相談所 

児童福祉施設 

合計 

 

児童養護 

施設 

情緒障害児 

短期治療施設 

児童自立 

支援施設 

利用した資源 N=90 % N=99 % N=366 % N=441 % N=966 % 

児童相談所への通所 69 76.7 35 35.4 159 43.4 179 40.6 442 45.8 

一時保護の利用 59 65.6 27 27.3 212 57.9 219 53.3 517 53.5 

児童福祉施設入所 44 48.9 ― 
 

― 
 

― 
 

― 
 

学校での特別な配慮 40 44.4 48 48.5 213 58.2 127 28.8 428 44.3 

教育相談の利用 18 20.0 33 33.3 75 20.5 60 13.6 186 19.3 

医療機関の利用 44 48.9 47 47.5 264 72.1 255 57.8 610 63.2 

精神科薬の服薬 36 40.0 29 29.3 198 54.1 191 43.3 454 47.0 

警察の関与 31 34.4 6 6.1 74 20.2 131 29.7 242 25.1 

司法の関与 3 3.3 2 2.0 23 6.3 61 13.8 89 9.2 

 

 

表１０．資源の利用（NDD 群） 

 児童相談所 

児童福祉施設 

合計 

 

児童養護 

施設 

情緒障害児 

短期治療施設 

児童自立 

支援施設 

利用した資源 N=149 % N=380 % N=240 % N=549 % N=1318 % 

児童相談所への通所 100 67.1 79 20.8 92 38.3 207 37.7 478 36.3 

一時保護の利用 91 61.1 73 19.2 145 60.4 307 55.9 616 46.7 

児童福祉施設入所 73 49.0 ― 
 

― 
 

― 
 

― 
 

学校での特別な配慮 36 24.2 98 25.8 91 37.9 95 17.3 320 24.3 

教育相談の利用 10 6.7 52 13.7 22 9.2 35 6.3 119 9.0 

医療機関の利用 23 15.4 69 18.2 107 44.6 97 17.7 296 22.5 

精神科薬の服薬 11 7.4 17 4.5 56 23.3 29 5.3 113 8.6 

警察の関与 43 28.9 39 10.3 37 15.4 208 37.9 327 24.8 

司法の関与 4 2.7 10 2.6 8 3.3 87 15.9 109 8.2 

 

 



平成25年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）（精神障害分野） 
青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

分担研究報告書 
 

精神保健分野における予防と介入方法の検討 
 

分担研究者  黒田 安計 （さいたま市保健福祉局保健部） 
 研究協力者  荒木 圭祐 （徳島県発達障がい者総合支援センターハナミズキ） 

石元 康仁 （徳島県精神保健福祉センター） 
境  泉洋 （徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部） 
野中 俊介 （一般社団法人ＳＣＳカウンセリング研究所、東京都教育委員会 
山本  彩 （社会福祉法人はるにれの里相談室ポラリス） 
若松 清江 （徳島県教育委員会） 

 
研究要旨 
発達特性(ASD 特性や ADHD 特性)と、ひきこもり、暴力、触法行為などの社会行動面の課題をも

つ方に対して、精神保健分野における支援の更なる充実や、より効率的、有効な支援方法の開発・
普及が求められている。本分担研究班においては、地域においてアプローチやマネージメントが困難
な事例について、その対応の手法や関係機関との連携方法について具体的に検討し、一定のガイドラ
インの策定を目指すこととしている。 
今年度は、①発達特性を持ち、社会行動面での課題があるため支援を必要としている方に対し

て、現在先駆的な取り組みが実施されている地域において、聞き取りを行った。②主として物質
依存症治療で用いられる「CRAFT (Community Reinforcement and Family Training)」について、
発達特性を持つ事例への応用についての検討を行った。③「発達特性(ASD 特性や ADHD 特性)及び
社会行動面の課題を有する方への地域精神保健福祉分野における支援に関する研究」として、札
幌市、さいたま市、徳島県の３つのエリアを選び、地域の関係機関を対象に、事例の取扱件数に
関する調査について、調査期間、調査方法などに関する検討を行い、調査を開始した。 
 今後の地域精神保健分野におけるガイドラインの策定に向けて、今年度は多面的な調査・研究
の緒に就いた状況であるが、次年度以降の研究・結果も含めて、ガイドラインの内容をさらに検
討していく必要があると思われる。 

 

Ａ. 研究目的 

ASD（Autism Spectrum Disorder、自閉症ス

ペクトラム障がい）特性や ADHD（Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder、注意欠如・多動

性障がい）特性などの発達特性を持つ方は、不登

校やひきこもりにも関連するほか、例外的ではあ

るが、家庭内を中心とした暴力や、触法行為など

の社会行動面での問題行動を呈する事例も存在

する。しかしながら、ご家族や地域の支援機関で

は、現実的にはその対応に苦慮する場合が多い。

一方で、その特性を理解した上で、事例に適した

支援プログラムや、マネージメント手法を用いる

ことにより、新たな支援方法についての試みが始

められており、そのような先駆的な取り組みから、

今後の地域精神保健福祉分野における介入方法

や予防についての知見を集積し、各地域でより効

果的な支援を発展させていく必要がある。 

本分担研究班においては、発達特性を持つ事例

のうち、長期化・固定化したひきこもりや家庭内

暴力、触法行為を伴うものなど、地域においてア

プローチやマネージメントが困難な場合につい

て、その対応の手法や関係機関との連携方法につ

いて具体的に検討し、一定のガイドラインの策定

を目標としている。 

 

Ｂ．研究方法 

 今年度は、以下の３つについて検討した。 

①発達特性を持ち社会行動面の課題を持つ事



例に対して、現在先駆的に支援が実施されてい

る地域について、聞き取りを行う。 

 

②主として物質依存症治療で用いられる

「CRAFT (Community Reinforcement and Family 

Training)」 について、ひきこもり事例の家族

等への応用や、発達特性を持つ方への応用の方

法について検討を行う。 

③「発達特性(ASD 特性や ADHD 特性)及び社会行

動面の課題を有する方への地域精神保健福祉

分野における支援に関する研究」として、札幌

市、さいたま市、徳島県の３つのエリアを選び、

地域の関係機関を対象に、事例の取扱件数に関

する調査について、調査期間、調査方法などに

関する検討を行い、実際に調査を開始した。 

  

 （倫理面への配慮） 

本研究のうち、①の聞き取り調査や、②の

CRAFT の応用の検討については、原則個人を特

定できるような情報は取り扱わない。③の調査

研究については、福島大学倫理委員会の審査・

承認を得た上で実施する。いずれの場合も、事

例等、個人に関わる情報がある場合には、研究

結果を公表する方法に配慮し、研究結果は、個

人が特定されないよう配慮した形式で発表す

る。 

 

Ｃ．研究結果 

①徳島県における、医療機関、発達障がい者支

援センター、療育機関を中心とした位置的にも

隣接したゾーン形成による連携の実際や、労働

関係の機関による、ニート等への対策を基盤と

した相談支援の広がりについて、視察や情報交

換を行った結果を別添資料 1にまとめた。同様

に、札幌市並びに、札幌市内の医療機関、相談

支援機関、家族会等の連携によるシステムにつ

いて視察と情報交換を行った結果を別添資料

２にまとめた。 

 

②「CRAFT」については、国内で初めて行われ

た、このプログラムの開発者である Meyers 氏

よるワークショップに参加し、地域での物質依

存症やひきこもりへの支援の有力なツールと

なることが確認できた。さらに、CRAFT をテー

マとしている他の研究班とも協力し、効率の良

い普及方法や発達特性の強い事例への応用方

法について検討を始めた（平成 25 年度厚生労

働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業

「ひきこもり状態を伴う広汎性発達障害者の

家族に対する認知行動療法の効果：CRAFT プロ

グラムの適用」研究代表者：境 泉洋）。 

 

③札幌市、さいたま市、徳島県の、精神保健福

祉センター、発達障がい者支援センター 、保

健所、ひきこもり地域支援センター、障がい者

相談支援事業所等を対象に、新規相談開始事例

における、18 歳以上 40 歳未満の発達特性(ASD

特性やADHD特性)及び社会行動面の課題を有す

る事例に関する調査に関して、調査方法、内容

などを検討し、関係機関との調整を含めた準備

を行った。具体的な調査方法については、別添

資料３に掲げた。 

 

Ｄ．考察 

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケース

への危機介入と治療・支援については、実際に

は各自治体あるいは地域の様々な資源の状況

に応じて、方法が異なる場合も考えられるが、

いずれにしても、ご本人、ご家族、支援者が苦

心されている現状がある。 

①今回、視察した徳島県の特長としては、若者

支援ジョブスタとくしま、徳島県発達障がい者総

合支援センターハナミズキ並びにその関係機関

において、現場のニーズを基に積極的に事業展開

がなされており、それぞれ、ワンストップサービ

スに近い形で利用者の利便性に優れたシステム

が実現されていることがあげられる。また、関係

機関の実際の物理的な近さもよい効果を生み出



しており、それぞれの専門性を生かしながら、他

機関との顔の見える連携が有効に行われている

と感じた。 

一方で、札幌市は発達障がい者支援のための広

範囲な施策展開がされており、民間支援機関によ

る支援の取り組みや相互のネットワーク構築が

効率的に機能していると思われた。また、充実し

た児童精神科医療機関や、支援機関の豊富さ、ア

クティビティの高さが、市全体の積極的な発達障

がい児（者）支援を可能にしている。 

特に、対応が難しいと思われる事例に対して

は、司法、医療、保健、福祉の領域の連携が有効

に機能しており、今回お話を伺った医療機関や親

の会、社会福祉法人などを中心に、一貫した治

療・支援方針をもって取り組まれていることが理

解できた。 

 

② 「 CRAFT (Community Reinforcement and 

Family Training)：コミュニティ強化と家族訓

練」は、認知行動療法の技法を応用したもので、

これまで主として物質依存症治療で用いられ

ていた。最近、この方法がひきこもりの家族支

援・本人支援のためのツールとしての活用が期

待されており、実際的な研究が進められてい

る。今回、CRAFT の手法が、青年期・成人期発

達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治

療・支援にも利用可能かどうかについて、他の

厚生労働科学研究「ひきこもり状態を伴う広汎

性発達障害者の家族に対する認知行動療法の

効果：CRAFT プログラムの適用」との連携を考

えながら、進めることとなった。 

これまで CRAFT が使用されていた、アルコー

ル等の嗜癖行動では、問題行動の短期的なメリ

ット（感情処理、問題回避など）と、問題行動

の長期的なデメリット（健康問題、対人関係や

社会適応の問題など）への両価的な認知を理解

しながら介入することになるのが通例である。

しかしながら、発達障がいでは、行動がパター

ン化しやすく、外部からの指示を待つ状態にな

りやすいことや、自発的に新たな行動に踏み出

しにくいという状況が生じやすい。また、これ

までの学習を汎化させて、将来を見通していく

ことが難しいなどの特徴もみられるため、

CRAFT 技法を応用するためには、発達特性を考

慮したプログラムを新たに加えていく必要が

ある。具体的には、例えば、「自発性行動の困

難」に対して、他者からの選択肢提示から本人

の選択といった段階を踏んでいくことや、さら

に、相談をするという行動や SOS 時の対応など

を段階的にご本人に学んでもらうことなどが

考えられ。それ以外にも、「見通しの困難さ」

に対する視覚的な支援やスケジュール提示、基

本的な障がい特性が継続することを想定した

支援の連続性の確保の問題などについても今

後さらに利用可能なプログラムを検討してい

くことになる。この点については、社会福祉法

人はるにれの里で研究が進められている「自閉

症スペクトラム障害を背景にもつ社会的ひき

こもりおよび犯罪行動へのCRAFTを参考にした

介入」との連携も必要となる。 

 

③発達特性(ASD 特性や ADHD 特性)及び社会行

動面の課題を有する事例に関する調査につい

ては、特に事例数や発生頻度などの調査が少な

いため、実施関係機関との調整を含め、調査方

法の検討に時間を要した。 

結果的に、全国の関係機関への後方視的な研

究は、負担も大きく、調査自体の困難も予想さ

れたため、今年度は、調査の地域を限定し、一

定期間前向きに調査を実施することとした。 

対象となる事例は、それぞれの機関の取り扱

い数はそれほど多いものではないと予想され

たため、各関系機関の相談事例数を可能な限り

遺漏がないように集約する必要がある。それ

で、今回は、分担研究者、研究協力者の関係す

る、札幌市、さいたま市、徳島県の３か所を対

象とすることにした。 

調査方法の詳細は別添資料３に示したが、対



象となる自治体の精神保健福祉センター、保健

所、発達障がい者支援センター、ひきこもり地

域支援センター、障がい者相談支援事業所に対

して、特定の６か月間に新規の相談事例となっ

たもののうち、発達特性(ASD 特性や ADHD 特性)

及び社会行動面の課題を有する事例について、

その件数と関連情報を各機関で集約してもら

い、氏名や生年月日など個人を特定できる情報

を除いたものを、研究班で集計する方法とし

た。また、医療機関等での診断は、必ずしも当

初の相談開始時にはなされておらず、相談支援

の経過の中で診断がなされる場合も多いこと

を考慮し、当初の６か月間の事例のエントリー

期間の後に、一定期間は追加の情報を集約する

ための期間とし、また、さらに、約１年後に可

能な範囲で情報を追加できるよう配慮した。 

実際の調査開始が年度途中となったため、結

果については、次年度以降の報告となる。 

 

Ｅ．結論 

 青年期・成人期発達障がいの対応困難ケース

への危機介入と治療・支援について、発生件数

の調査、相談支援に関する先進地域調査、新た

な支援ツールの調査等、多方面からのアプロー

チを試みた。今回得られた知見や、期待される

調査結果をもとに、今後の地域精神保健分野に

おけるガイドラインの策定に向けてさらに検

討を進めていきたいと考えている。 

 

Ｆ．研究発表 

 １．論文発表 

  特になし 

２．学会発表 

特になし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

 １．特許取得 

特になし 

 ２．実用新案登録 

   特になし 

 ３．その他 

   特になし 
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その他参考とした URL 

・公益社団法人 徳島県労働者福祉協議会 

http://www.tokushima-rofuku.net/ 

・若者支援ジョブスタとくしま 

http://www.tokushima-rofuku.net/jobsuta/ 

・徳島県発達障がい者総合支援センターハナミ

ズキ http://www.pref.tokushima.jp 



/hattatsu/hanamizuki/ 

・（徳島県）発達障がい者総合支援ゾーン 

http://www.pref.tokushima.jp/hattatsu/zon

e/ 

・札幌市発達障がい者支援施策体系（札幌市の

ＨＰよりダウンロード可能） 

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/

hattatu/hattatu.html 

・社会福祉法人 はるにれの里 

http://www.harunire.or.jp/ 

・札幌トロイカ病院 

http://www.kyoueikai.or.jp/top.html 

・スペース・からころ 

http://www.sapporo-shakyo.or.jp/volunteer

/vol_cen/groups/198/1343 

 

 



 
 

平成 25 年度「精神保健福祉分野における予防と介入方法の検討」研究班 
先進地域視察報告１（徳島） 

 
徳島県は、人口当たりの医師数も多く、医療資源も比較的多いと推測され、発達障がい

児（者）に対する支援についても、医療機関や大学等との連携など、おそらく他にも多く

の特長があると思われますが、今回、視察をお願いした範囲を中心に考えると、以下の大

きな特長があると思われます。 

 
１．公益社会福祉法人徳島県労働者福祉協議会が中心となって、ジョブスタ、サポステな

どの事業を含め、多くの領域に対応する多様な相談機関を有しており、「働きたい人｣に対

して、「誰でも｣「何でも」のワンストップの相談を引き受けている。 

 
２．徳島県発達障がい者総合支援センター（県直営）が中心となって、徳島県立みなと高

等学園（特別支援学校），徳島赤十字が運営する、病院、乳児院、総合療育センターが発

達障がい者総合支援ゾーンを形成しており、機関相互の日常的な連携が、非常に進んでい

る。ゾーン外のサポステ等との連携も行われている。 

 
スケジュール 
平成 25 年 8 月 30 日（金） 
14：00～15：00  
若者支援ジョブスタとくしま視察 
とくしま地域若者支援サポートステーション（公益社会福祉法人徳島県労働者福祉協議

会） 
永穂とも美 所長（臨床心理士） 
隣接した、「労福協 なのはな（居宅介護支援センター、ヘルパーステーション）」等も見

学させていただいた。 

 
15：30～17:20  
徳島県発達障害者総合支援センターハナミズキ視察 
桒原 優子 次長 
板谷 充顕 所長 
荒木 圭祐 就労支援担当 主任 
徳島赤十字乳児院  
佐野 周次 院長 兼 事務長 
徳島赤十字ひのみね総合療育センター  
島 義雄 地域支援課長 
高木 幸 発達支援係長（サービス管理責任者） 
稲垣 大輔 事務部総務課総務係長 （社会福祉士 相談支援専門員） 



 
 

若者支援ジョブスタとくしま  平成 22 年 5 月開設 徳島県の単独事業 

 
県から委託を受けた社団法人徳島県労働者福祉協議会によって運営されている若者の

自立支援施設であり、「働く」ことに対する自信や、きっかけがつかめない若者に対して、

若者無業者自立支援講座を提供し、資格取得や就労などにつなげるサポートを行っている。

働きたいと思っている。だけど、「働く」ことに対する自信や、きっかけがつかめない若

者に対してグループワーク、職業人セミナー、面接対策などの講座、職場見学や職場体験

などを通して、若者の「働く」をサポートしている。 
通所講座はいずれも少人数制のクラスで、「基礎学力の向上」「コミュニケーション講座」

「社会体験」「パソコン講座」「就労支援講座」「企業での職場実習」その他、「体力づくり」

「創作体験」などのメニューを実施している。さらに、簿記資格の準備講座、のんびり茶

屋での調理の準備、接客の仕事体験などの講座も開設されている。現場ニーズに即した柔

軟なプログラム運用がされている印象がある。 

 
利用対象者は、原則、無職の 39 歳以下の者であり、利用者数は年々増加傾向にある。

例えば今年度（平成 25 年 4 月～7 月）新規登録者 126 人中 66 名がすでに進路決定とな

っている。また、本人の相談だけではなく、家族の相談にも対応しており、平成 24 年度

は本人 2029 人、家族 184 人の利用があった。登録者数は平成 18 年 9 月(開所)～平成 25
年 3 月末までで 848 名であり、平成 25 年 4 月～7 月末までの新規登録者数 126 名のうち

約半数の 66 名が進路決定している。連携施設としては、発達障がい者総合支援センター

ハナミズキや、ハローワーク、医療機関、大学の心理相談室、精神保健福祉センター内に

あるひきこもり地域支援センター「きのぼり」、保健所などがあり、利用者のニーズに合

わせて、他機関の紹介を行っている。また、診断を受けていたり，手帳を持っている人が

一般就労を望む場合も受け入れているとのことであった。 

 
公益社団法人徳島県労働者福祉協議会が、労働の領域から広く事業を展開し、徳島県な

らではのシステムを確立し、実践している。協議会の職員は 50 人程とのこと。また、同

じ建物で、財団法人徳島県勤労者福祉ネットワークとともに、子育て広場、ファミリーサ

ポートセンターから、居宅介護支援センター、ヘルパーステーションなど、全ライフステ

ージに対応できる窓口、相談機関を有しており、また、それらが隣接しているため、ワン

ストップに近い形で、家族全体や生活全般の相談をすることができるようである。 
ジョブスタとくしまの登録者は増えているが、のんびりした雰囲気で事業を行っている。

利用者は、就労希望はあるが、対人関係が苦手という人が多いとのこと。 
 例えば、「PC を楽しもう」プログラム  数人参加（定員 5 名） 職員 1 名がついている

が、何か質問があった時に聞くことになっており、参加者はテキストを見ながら黙々とワ

ード、エクセル、パワーポイントの練習に取り組んでいる。計 9 回の参加。これを終了す

ると、履歴書に「ワード、エクセル、パワーポイントができます」と書ける。職員が Microsoft
社の研修を受けて、指導できる資格を取得している。また、簿記資格の準備講座では、日



 
 

簿 3 級の資格を目指す 3 か月コースとなっており、参加者からは初回のテキスト代 1000
円のみを徴収している。 

 
他領域との顔の見える連携の視点からは、激しい暴力を伴う相談の場合は保健所や病院、

発達障害支援のニーズがあれば発達障がい者総合支援センター、家族セミナーが必要であ

れば大学でおこなっている事業、就職という切り口からはハローワークの若者担当、障害

者就労であれば障害者職業センターと、本人や家族のニーズにあわせて、他法人・他機関

とも有機的に連携をとることができている。本人が来所できず親のみが相談に来る困難な

ケースでは，境先生（徳島大学大学院）の CRAFT や医療機関を紹介する場合もあるとい

う。 
ジョブスタが地域で積極的に事業展開をしているからこそ、他機関も連携を取り易くな

り、相乗的な効果があると思われる。 

 
なお、パーソナル・サポート・サービスについては、一旦終了し、新たに、「生活困窮

者自立促進支援モデル事業」を秋より開始する予定で見学時は準備中であった。 

 
 
徳島県発達障がい者総合支援センターハナミズキ  

 
発達障害者の自立と社会参加を支援するための施設を結集した「発達障がい者総合支援

ゾーン」の中の一施設である。ゾーンには、当施設の他に、発達障害のある高等学校段階

の生徒を対象として、社会的・職業的自立に向けた教育を行う特別支援学校「みなと高等

学園」、心身に障害のある方に医療面での支援を行う「徳島赤十字ひのみね総合療育セン

ター」、様々な理由により家庭で養育できない乳幼児を養育する「徳島赤十字乳児院」の

3 施設が設置されている。また、徳島赤十字病院とも近い距離にあり、医療的なバックア

ップを受けている。県知事がトップダウンで意欲的に施策に取り組まれた経緯があり、ゾ

ーンとして円滑に機能している。また、県と日本赤十字社がうまくコラボしていると感じ

た。 
なお、徳島赤十字ひのみね総合療育センターでは，施設入所サービス，在宅障がい児へ

のサービス，外来診療・リハビリテーションを行っている。 

 
ハナミズキの職員は１４名（正規１１名）で県職員の福祉こども局職員と非常勤職員で

構成されており，発達障害者を対象に、①相談支援、②発達支援、③就労支援が行なわれ

ている。①相談支援では、来所による相談や，地域巡回相談、各機関の専門家を対象とし

たコンサルテーション、早期発見体制支援事業を実施している。②発達支援では、ペアレ

ント・トレーニング事業（すくすく教室）やペアレント・メンター養成・活用事業などを

展開している。③就労支援においては、発達障害者就労移行支援システムが確立されてい

る。具体的には，比較的簡易な作業実習を通して基本的な生活リズムや作業の習慣を身に



 
 

つける段階から始まり、感情トレーニングや認知行動療法を受けて自己認知を高める段階、

次いで、就労の意義や必要性を学ぶ就労準備段階から成っている。さらには、児童相談所

や徳島県若者サポートステーション、大学の心理相談室などと連携を図っている。 

 
上述のように、ハナミズキで提供されている支援内容は様々であるが、とりわけ、ペア

レント・トレーニング（すくすく教室）を就学前と小学校低学年の親を対象に実施したり、

心理系の大学教員がペアレント・メンター養成などを行ったりするなど、保護者支援の内

容も充実していると感じた。発達障害児の親は、健常児の親よりも育児ストレスが高いこ

とや、発達障害児の場合、健常児よりも虐待を受けるリスクが高くなることが指摘されて

いるため、このような取り組みは、親の心理的サポートに貢献するだけでなく、虐待予防

にも寄与していると考えられる。さらに、虐待を受けた子供が非行に親和性を有すると言

われていることから、子どもの問題行動の予防にもつながっていることが推察される。 
また、利用者の就労に向けた支援では、感情認知のトレーニングを行ったり、新たな認

知行動療法である Acceptance and commitment therapy (ACT) を取り入れたトレーニ

ングを実施したりするなど、利用者の心理面へのサポートも充実していると感じた。 

 
実際に、見学当日実施されていた小学校低学年の高機能 ASD のグループ（5 人程度）

の運営についてお話を伺うことができた。当初、きちんと着席し続けることが難しかった

り、メンバー間で暴力などのトラブルが多かったりしたとのことであるが、当日がやりた

いことをやれるプログラムの日だったせいか、比較的おちついてプログラムの進行が行わ

れていた。同じ時間帯に、送迎のために付き添ってきた親によるグループが並行して行わ

れており、親同士の分かち合いの良い機会となっていた。子どもたちの様子を観察できる

ようになっており、最初の頃は親が子どもの様子をよく観察していたそうであるが、次第

に、親同士の話し合いの時間の方が増えるようになったという。見学の日はちょうど 2
学期が始まった日であり、夏休み中は親にとってタフな時期であったが、親の荷が少しや

っと軽くなったとのことであった。 

 
ハナミズキの相談件数は、平成 18 年から平成 22 年までは年間 500 件でほぼ横ばいで

あったが、平成 23 年では 961 件、平成 24 年には 2143 件と急激な伸び率が見られた。

その背景には、平成 24 年に障害児相談支援事業が開始されたことと同時に、同年に「発

達障がい者総合支援ゾーン」が開設されたこと、さらに、利用者のニーズに応えたきめ細

やかな支援が行われていることが影響しているように思われる。 

 
実際の業務において、例えば、家族相談の際の託児を、乳児院が行っていたり、ゾーン

内の職員同志が顔の見える関係となっている。日赤病院が近接しており、乳児院や療育セ

ンターの医療面でのバックアップがなされている。 

 
発達障害者総合支援ゾーンに設置された各施設が、それぞれの専門性を生かし、相互の



 
 

連携や外部機関と協力しながら、乳幼児期から成人期まで、各ライフステージに応じた総

合的な支援を行っているのが特長であると感じた。 

 
 
２か所の視察から 
 徳島県の特長としては、若者支援ジョブスタとくしま、徳島県発達障がい者総合支援セ

ンターハナミズキ並びにその関係機関において、現場のニーズを基に積極的に事業展開が

なされており、それぞれ、ワンストップサービスに近い形で利用者の利便性に優れたシス

テムが実現されていることがあげられます。また、関係機関の実際の物理的な近さもよい

効果を生み出しており、それぞれの専門性を生かしながら、他機関との顔の見える連携が

有効に行われていると感じました。 



 
 

平成 25 年度「精神保健福祉分野における予防と介入方法の検討」研究班 
先進地域視察報告２（札幌市） 

 
札幌市は発達障がい者支援のための広範囲な施策展開がされており、民間支援機関によ

る支援の取り組みや相互のネットワーク構築が効率的に機能していると思われます。ま

た、充実した児童精神科医療機関医療機関や、支援機関の豊富さ、アクティビティの高さ

が、市全体の積極的な発達障がい児（者）支援を可能にしているという印象を受けました。 

特に、対応が難しいと思われる事例に対しては、司法、医療、保健、福祉の領域の連携

が有効に機能しており、今回お話を伺ったトロイカ病院や親の会「スペース・からころ」、

社会福祉法人はるにれの里「相談室ぽらりす」「発達支援室なっつ」などを中心に、一貫

した治療・支援方針をもって取り組まれていること強く印象に残りました。 

 
スケジュール 
平成 25 年 10 月 13 日（日） 
9：30～10：00  
札幌トロイカ病院見学 

 
10：30～12:30  
札幌市における取り組みの紹介と意見交換（札幌トロイカ病院内にて） 
・札幌市における発達障がい支援施策の概要 
札幌市障がい福祉課発達障がい担当係長 加藤 久美子 様 

・触法行為（家庭内暴力）を含む発達障がい者への地域支援 
 社会福祉法人はるにれの里 山本 彩 
・触法行為（家庭内暴力を含む）をもつ発達障がい者への医療からのアプローチ 
 札幌トロイカ病院 阿部 一九夫 様 
・触法行為（家庭内暴力を含む）をもつ発達障がい者の家族支援 
 スペース・からころ 吉田 容子 様 

 
札幌トロイカ病院見学 
集団精神療法室、木工室、音楽室、閉鎖病棟見学。 

 阿部先生からは、発達障がいに特化した集団精神療法や作業を行っているということで

はなく、本人が興味を持って取り組めるようにメニューを多くすることが重要とのお話を

いただいた。実際に、「社会療法」プログラムとして、月曜日から土曜日までの 6 日間に

30 以上が準備されている。プログラムの中には、ＮＨＫなどで放送されている福祉関係

の番組での当事者の話なども観てもらっていると話されていた。 



 
資料２ 
 

 
札幌市における取り組みの紹介と意見交換 
札幌市障がい福祉課発達障がい担当 加藤 久美子係長から、札幌市におけ

る発達障がい支援施策の概要について、説明を受けた。ご提供いただいた「札

幌市発達障がい者支援施策体系」や、「発達障がいのある人たちへの八つの支援

ポイント」については、札幌市ＨＰよりダウンロード可能とのことである。 

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/hattatu/hattatu.html#sisakutaikei 
 札幌市では、平成 16 年 12 月の「発達障害者支援法」の成立を受けて、発達

障がい者支援体制整備事業に向けた支援が開始され、児童精神科医、臨床心理

士、保健センター・児童相談所・教育委員会、札幌市自閉症・発達障がい支援

センター、北海道自閉症協会、北海道警察、札幌保護観察所、北海少年院、精

神保健福祉センター、など、非常に広範な分野の委員からなる「札幌市発達障

がい者支援関係機関連絡会議」が組織されており，30 団体約 100 名が委員とし

て参加している 
また、「早期発見・早期支援」「地域生活・就労（就労支援プロジェクトを含む）

「ネットワーク」「社会適応」「人材育成（親支援プロジェクトを含む）」などの

部会が設置されており、それぞれの部会でまとめられた意見が、迅速に札幌市

の発達障害者支援策に反映されているようにみえる。実際に、乳幼児健診でグ

レーゾーンを含めて 2 割程度をスクリーニングしており、また、札幌市の児童

デイの数は 180 か所と全国有数であるなど、具体的な施策による実績も上がっ

ている。 
 札幌市のこれからの方向性としては、 
・地域における保護者支援システムの整備に必要な各職種間の相互理解、子

どもの成長状況を理解し保護者の様子に応じた育児支援ができる人材育成のシ

ステムづくり。 
・発達障がいの特徴と支援のコツが見て分かるように、イラストを使い視覚

化した小冊子等のソフトウエアの開発（一部は「虎の巻シリーズ」としてすで

に作成されている）。 
など、地域で個別支援が充実するための支援システムの整備と、すぐに使え

る支援の手法開発が、車の両輪の関係であり今後の大きな柱とされている。 

 
 

触法行為（家庭内暴力）を含む発達障がい者への地域支援 
本研究班の研究協力者でもある山本さんからは、「自閉症スペクトラム障害を

背景に持つ社会的ひきこもりおよび犯罪行動への CRAFT を参考にした介入」

として、現在進められている、CRAFT と自閉症支援を組み合わせたプログラム



 
資料２ 
 

の実施とその効果測定、また、危機介入（強制的な家族からの分離を含めた）、

CRAFT、自閉症支援を組み合わせたプログラムについての説明があった。 
実際に地域で行われている支援のエッセンスを簡潔にわかりやすく示したも

のとして「行動の問題を持ち・支援を拒否する本人への地域支援ガイドブック」

が作成され（別添資料○）、ひきこもり・家庭内暴力、触法行為など行動の問題

をもちながら、未だ支援を受けることを拒否している場合の、支援者の動き方

について、分かり易い解説を試みている。 
現在も、司法、医療、保健、福祉などの領域の関係機関で、課題の整理が行

われているとのことだが、親の会の協力や、本人の年齢による対応の変化、非

自発的入院時の主治医や家族の負担に対するバックアップ体制、日常的な関係

機関同士の相談の積み重ねによって、いざという時に迅速かつ効果的な連携が

取れるようにしておくことなどが、課題としてあるとのことであった。また、

発生予防、啓発活動、法律の解釈や法律の狭間の問題、協力体制の取れる病院

が少ないことなどが、より長期的な課題としてはあげられるとのことであった。 

 
触法行為（家庭内暴力を含む）をもつ発達障がい者への医療からのアプローチ 
 札幌トロイカ病院 阿部一九夫副院長からは、これまでの臨床実践のデータ

を基に、青年期以降の ASD（自閉症スペクトラム）者入院治療、特にひきこも

り例の非自発的入院治療について、お話を伺った。 
 2008 年 4 月から 2010 年 11 月 9 日の間に発達障がいの診断がされた方は、外

来、入院を合わせて 200 人に及び、そのうち約 6 割は、思春期以降に発達障が

いに気が付かれた事例で、残りの 4 割が、子ども時代から発達障がいの分かっ

ていた事例であった。ひきこもりの方々が医療に繋がった理由として、31 例に

ついて分析されたところ、35％が家族の説得、１６％が緊急的警察関与、３９％

が区の相談員・警察、１０％が相談員・支援者によるという結果であった。入

院中の治療としては、１．疾病教育、２．仲間がいるよという安心感を与える

ための集団療法、３．日記で書く内観療法（できる人のみ。親に対する間違っ

た陰性感情を修正できそうなときに実施）、４．孤立していないことの楽しさ、

重要性がわかるようにすること、などが実施されている。退院の目標としては、

１．自立（グループホームやケアホームに入る。適切なアパート暮らし）、２．

日中活動の場所の確保が必須、３．アウトリーチ受け入れの約束、4．通院の約

束などがたてられている。 
 ASD の支援が地域で順調に進むようになった要因として、阿部先生は、相談

支援事業所、自助グループ、病院、警察、保護観察所などの矯正機関、療育施

設など、各種の機関が協力するようになり、また、非自発的入院は、本人のそ

の場の意思には反するかもしれないが、「本人も辛いから治す」という視点や、
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「自立させることがその子にとって一番大切である」という認識を共有できる

ことが大切であること。一方で、これまでの精神科医療、さらに社会全体から

みると未だ理解を得にくい部分もあるので、各機関同士が、事例と家族を仲立

ちに励まし合って有効な支援が成り立っているという現状についても、お話し

いただいた。 
 阿部先生ご自身は、30 代前半ぐらいを境に支援や治療への反応が悪くなると

いう印象も持たれており、精神科医療や公的機関、支援者の理解が進むことや、

社会資源の拡充などが、今後のより良い支援に必要だと話されていた。また、

法人で生活訓練施設として援護寮を運営しており、退院後の自立に向けての支

援が継続しやすいことや、病院が開設された時からの「文化」として、基本的

にどんな事例も断らない、どんな事例にもコミュニティを作ることができると

いう考え方が職員全体に根付いているという印象を受けた。 

 
触法行為（家庭内暴力を含む）をもつ発達障がい者の家族支援 
 スペース・からころ 吉田容子代表から、触法行為（家庭内暴力を含む）を

持つ発達障がい者の家族支援～親の会としてできること～と題して、「スペー

ス・からころ」の、これまでの活動や、当事者が抱える生きづらさや家族の困

難、家族支援のための親の会、支援センター、医療機関の連携の重要性などを

中心にお話をいただいた。特に、これまでかかわりのあった具体的な事例につ

いてのお話は、当事者や家族のご苦労や率直な思いや、支援機関や医療機関の

関わりが、ご家族の思いにどのように影響を与えるかを丁寧にお話しいただい

た。 
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発達特性（ASD 特性や ADHD 特性）及び社会行動面の課題を有する方への 

地域精神保健福祉分野における支援に関する研究 

 

１．研究の目的について 

 この調査は、平成 25 年度厚生労働科学研究「青年期・成人期発達障がいの

対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究（主任研究者 福島大

学大学院 人間発達文化研究科 内山登紀夫）」の一環として実施いたします。 

 ASD（Autism Spectrum Disorder、自閉症スペクトラム障がい）特性や

ADHD（Attention Deficit/Hyperactivity Disorder、注意欠如・多動性障が

い）特性などの発達特性を持つ方で、社会行動面の課題を有する方の現状を調

査することにより、そのような特性と社会行動面の課題を持つ方へのよりよい

支援方法の開発や支援体制の更なる整備のための検討を行うことを、この調査

の目的としています。 

 

２．調査内容について 

 この調査では、地域において、発達特性を持ち、また、様々な社会行動面の

課題を持つ方が、実際にどのくらいいらっしゃるのか、どのような地域の関係

機関の連携が行われているかなどについて、調査いたします。 

 

３．調査方法について 

 札幌市、さいたま市、徳島県の３つの地域で、平成 2６年２月 1 日から平成

26 年７月 3１日までの 6 か月間に、精神保健福祉領域を中心とした支援機関

（精神保健福祉センター、発達障がい者支援センター、ひきこもり地域支援セ

ンター、保健所、障がい者相談支援事業所）における、①新規相談事例のうち、

②ASD 特性や ADHD 特性を持つ方で、③触法（性的逸脱行為含む）、他害行為、

家庭内暴力、ひきこもり、不登校、自傷、物質依存など（性同一性障がいは含

まない）の社会行動面での課題を持つ事例について調査いたします（いわゆる

「前向き調査」となります）。 

 対象年齢は、それぞれの機関で新規に相談となった時点での年齢が、1８歳以

上 40 歳未満とします。なお、以前に相談歴があっても、1 年以上継続した相

談・支援がされていなかった場合は、今回の調査の対象としてエントリーをお

願いします。また、新たな事例のうち、ひきこもり等で本人が相談場面に来所

されない場合も、ご家族等からの情報で ASD 特性や ADHD 特性を持つと考え

られる場合は、エントリーの対象とするようお願いいたします。 

 調査期間中に取り扱いが開始となった新規相談ケースについて（以下「エン

トリー事例」と称します）、「内山班調査回答シート」に沿って、今回調査をお

願いする支援機関の方がご記入いただきますようお願いいたします。また、他
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機関と支援が重なる場合がありますので、可能な範囲で他機関の関わりを記載

して下さい。 

 「エントリー事例」については、平成 26 年８月以降に、診断や、評価尺度

の情報などが追加される場合も考えられるため、平成 2６年１０月 31 日まで

に集約された情報をもとに、「内山班調査回答シート」を一旦集計させていただ

きます（地域の研究協力者まで匿名化の上送付していただきます）。  

平成 2６年２月 1 日から平成 26 年７月 3１日までの 6 か月間エントリーし

ていただいた事例について、約 1 年後の平成 2７年７月にフォローアップ調査

を実施し、その後の追加情報の有無等についてお尋ねします。 

＊調査地域によっては、6 か月間の調査期間終了後一旦結果を回収し、さらに 3

か月後、約１年後に追加情報の有無について確認させていただくこととします。 

 研究協力者の方で、各機関の重複事例等について整理、調整を行い、分担研

究者（黒田）に送付します。 

 すでに匿名化された情報について、研究班内で解析を行い、一旦結果をまと

めます。 

 追加情報を加えて再度解析を行い、研究班で結果をまとめます。 

 

調査にご協力いただく機関について 

 今回調査の対象とさせていただく地域（札幌市、さいたま市、徳島県）にお

ける、発達障がい者支援の関係機関に調査をお願いし、可能な限り、地域で対

象となる事例について検討できるように努めたいと考えています。実際には、

精神保健福祉センター、発達障がい者支援センター、ひきこもり地域支援セン

ター、保健所、障がい者相談支援事業所での取扱い事例について調査をお願い

する予定としております。 

 

調査用紙記載上の留意点について 

・ASD や ADHD の診断は、医師の診察の結果なされるものですが、地域では、

未受診で事例化し、その後に受診につながる場合もあります。そのため、今回

の調査では、発達障がい者支援センターや保健所、障がい者支援機関などの保

健福祉機関や病院・クリニックなどの医療機関などで、満 2 年以上の発達障が

い支援の経験のある専門職が、対象者に ASD 特性や ADHD 特性を持つと推定

された事例のエントリーをお願いいたします。 

 推定はＩＣＤ－１０（精神及び行動の障害）臨床記述と診断ガイドラインの

多動性障害（Ｆ９０）や、広汎性発達障害（Ｆ８４）の記載を参考にお願いい

たします。 

・その後の、医療機関での診察の結果や医師を交えた「診断会議」（下記参照）

の結果、判断された診断名については、平成 2６年１０月 31 日時点の情報を
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基にした集計、あるいは、平成 2７年７月 31 日までの情報を基にした最終集

計に間に合えば、診断名について記載をお願いいたします。 

＊調査地域によっては、それぞれの回収時に把握されている情報について、ご

記載ください。 

＊ASD、ADHD の診断については、 

①これまで、医療機関でＡＳＤあるいはＡＤＨＤの診断を受けている。 

②精神科医師を含めた「診断会議」によって、ＡＳＤあるいは、ＡＤＨＤと診

断されるもの（厚労科研齊藤万比古班ひきこもり研究で使用された方法）  

「各機関では、精神科医師 1～2 名を含む精神保健福祉専門職 3～4 名以上か

ら構成される診断会議を組織し、診断会議では、相談担当者（精神科医師、心

理・福祉職、保健師等）からの報告や知能・心理検査所見などをもとに、合議

によってＤＳＭ－ＩＶに基づいて多軸的に診断する」。 

上記①②のどちらかとします。 

・警察での処遇が含まれる場合、逮捕、保護に関わらず、社会行動面の問題が

ある場合は、エントリーをお願いいたします。 

・ひきこもりについては、「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン（厚

生労働省）」に準拠して、以下の定義を使用します 

 「様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含

む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には 6 か月以上にわたって概

ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形での外出をしていても

よい）」 

・不登校については、文部科学省の以下の定義を使用します。 

『何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校し

ない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間３０日以上欠席した者

のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの』 

 

調査結果の報告について 

 取りまとめられた報告は、印刷物あるいは Web 上などで公開される予定です。 

 

その他 

 有病率（prevalence rate）の調査は、主だった支援機関に寄せられる相談か

ら推計することは困難であるため、今回は、一定期間に支援機関が関わること

になった事例の発生率（incidence rate）を調査することといたします。 

 

倫理面への配慮 

本研究は、福島大学倫理委員会の承認を受けています（申請者 内山 登紀

夫 受付番号 25-17）。また、本研究に用いた内容は、通常の相談支援業務の
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範囲内で得られた情報であり、患者個人あるいは家族に研究協力上の負担を負

わせてはいません。全体の解析に関しては、氏名、相談記録番号、住所などの

個人情報は用いず、すべて研究用の ID に置き換えた上で行い、プライバシーは

保護されています。 

 

 

連絡先 

（以下省略） 

 



平成25年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）（精神障害分野） 

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

 分担研究報告書 
 

精神科臨床症例において、発達障害に併存する、精神障害の病態の解明と 

診断方法に関する精神病理学的研究に関する研究 

 

分担研究者  市川 宏伸 （東京都立小児総合医療センター） 

研究協力者  小野 和哉 （東京慈恵会医科大学精神医学講座） 

 

研究要旨 

 発達障害の臨床現場での現れた方の多様性の解析を、症例調査から浮かび上がる臨床症

例の病態の明確化と、臨床現場での行動上の問題に関する課題の抽出という、2つの側面か

ら探索を開始した。この結果、症例を検討すると、多様な行動上の問題を持つ事例があり、

発達的問題が前景でない症例の中においても、行動上の問題を機に発達的問題が顕在化す

る事例が有り、発達的課題を早期に抽出していく事の重要性が示唆された。次に臨床の現

場では、発達障害患者の極めて多様な行動上の問題が浮かび上がってきた。施設の専門性

に応じて症例の見立てや課題のあり方の相違がみられたが、全体としては、対応施設や対

応マニュアルの策定などが望まれていた。 

 

 

Ａ．研究目的 

発達障害の臨床現場での現れ方に多様性

が高いこと、また発達障害が児童期に急

増している現状を鑑みると、発達障害の

思春期以降の病態像を正確に把握し、そ

の診断方法を明らかにすることは、我が

国の医療福祉政策上の急務ではないかと

考えられる。 そこで精神科臨床症例にお

いて、発達障害に併存する、精神障害の

病態を解明し、適切な診断方法開発する。

また発達障害に関する精神科臨床上の課

題を明確化するため現場の診療所を対象

としたアンケート調査を施行する。 

 

Ｂ．研究方法 

１） 外来および入院の事例において、12

歳以上の発達障害で DSM5 の診断クライテ

リアにおいて、自閉症スペクトラム 障害

あるいは、ADHD と診断された事例において、

①併存する精神障害、②年齢、③性別、④

就学、就労状況、⑤知的障害の有無及び程

度、 ⑤併存精神障害の発病年齢、⑥問題

行動【ひきこもり、自傷他害、不登校、依

存（ネット、ギャンブル、薬物、アルコー

ル）性関連事象】の実態を調査する。 

倫理面の配慮 

各調査施設の倫理委員会に申請承認を得

て試行した。 

２） 発達障害事例の臨床上の課題がどこ

に多いのかと明らかにする目的で、主に成

人症例の実態を評価するために東京都精

神科診療所協会所属施設、児童思春期症例

の実態を評価するために全国児童青年精



神科医療施設協議会関連施設（所属施設お

よびオブザーバー施設）に対して発達障害

の診療に関する実態調査をアンケート方

式で施行する。 

倫理面の配慮 

調査対象施設の所属する、東京都精神科診

療所協会の承諾を得て施行した。 

Ｃ．研究結果 

１） 症例調査は開始し、進行中である。

事例を検討してみると、介入が必要な事

例は事例化した後に発達的な問題が明ら

かになる事例が少なくない。また、深刻

な行動障害事例に診断閾値下の発達的課

題が背景にみられる事例を認めることか

ら、発達的な課題の抽出は、現行の操作

的診断（ＤＳＭ５等）に部分的に適合す

る事例も含め、広義の発達関連事例とし

て治療的対応上の留意が必要な可能性が

考えられ、それらを適切に抽出可能な方

法が必要であると考えられた。 

 

２） a: 東京都精神科診療所協会所属施

設に対してアンケート調査を平成 25 年 1

月に施行した。対象施設は都内２５３施

設。回収は64施設で回収率は２５．２９％

であった。施設の内訳は平均月間患者数

は 657 人その内発達障害の患者割合では 

５％未満の施設は６２．７％であり３２．

７％の施設で５％以上を占めていた。発

達障害で内訳では。自閉症スペクトラム

障害（ＡＳＤ）が最も多く、次に自閉症

スペクトラム障害および注意欠陥多動性

障害の併存例であり、3番目がＡＤＨＤで

あった。また併存障害は気分障害が最も

多く、次に神経症性障害、ストレス関連

障害及び身体表現性障害であり、3番目が

成人の人格及び行動の障害発達障害であ

った。対応の困難は８７．１％の施設で

何らかに認められた。特に苦慮した症状

は、こだわり、巻き込み型の強迫、薬の

変更拒否であった。また行動上の問題で

暴力は、７６．４％の施設で、窃盗は６

１．１％の施設で、放火は１４．８％、

殺人なども３．８％の施設で発生してい

た。さらに交通事故も３３．９％ネット

ゲーム依存７６．８％の施設で認められ

た。 

これに対する対応としては、各都道県

に発達障害対応相談センターの設置とい

った簡易な相談窓口の要望がもっとも多

く、次に簡易対応マニュアルの策定、3番

目に緊急対応施設の整備充実などが要望

されていた。 

   ｂ：全国児童青年精神科医療施設協 

  議会関連施設（所属施設およびオブザー

バー施設）において児童精神科臨床に携

わる医師に対してのアンケート調査を、

平成 25 年 1月に施行した。対象は全国３

７施設の 184 名であった。aの施設との重

複はなく、回収率は 53.3％であった。

75.8％の医師が、総患者の 20％以上を発

達障害が占めると答えた。内訳として最

も多いとされたのは ASD であり、次いで

多いのは ADHD、MR の順とした医師が最も

多かった。また併存障害はストレス関連

障害が最も多く、次いで気分障害、神経

症性障害の順であった。対応の困難は

98.9％の医師が経験しており、特に苦慮

した症状は、暴言暴力、こだわり、巻き

込み型の強迫、自傷行為の順に多かった。 

行動上の問題を小学校入学前に認めるの

が27.5％、小学生時代が56.1％であった。

また行動上の問題として、暴力、窃盗、

自傷、摂食行動異常、気分変動、幻覚妄

想状態、巻き込み強迫、パニック、習癖

異常、ネット・ゲーム依存を 90％以上の



医師が経験していた。さらに、性行動異

常（ストーカー含む）、性同一性障害、放

火を経験したことのある医師も、それぞ

れ 76.3％、45.1％、41.8％を占めた。こ

れに対する対応としては、緊急対策施設

の整備充実の要望がもっとも多く、次に

発達障害対応相談センターの設置、3番目

に警察などにおける発達障害の特性理解

のための講習会の実施、e-learning の普

及、対応マニュアル動画作成などが要望

されていた。 

 

Ｄ．考察 

 今回の調査結果をみると、東京都精神科診

療所協会所属施設の結果では、発達障害の対

応は、外来診療の５％以上を占める施設が 3

割を超え、対応の困難は 8割の施設で感じて

いることから、その治療上の困難に対するニ

ーズは高い状況である。 

一方、児童精神科の現場では、発達障害の占

める割合、困難を感じた経験者の多さに加え、

対応方法として、緊急対策施設の整備充実や、

警察などへの啓発がより多く要望されてい

ることからも、成人施設以上に問題行動への

対応困難に対するニーズが高いことが示唆

された。 

実際にはＡＳＤ事例やＡＳＤとＡＤＨＤの

併存事例が多く、窃盗、放火、殺人など触法

に関わる事例も少なからず、クリニックレベ

ルで経験されている事実の積み重ねは重要

である。 

触法行為、犯罪行為は児童精神科の臨床で

も高い割合で経験されていたが、中学入学以

前に問題行動がはじまる場合がほとんどであ

り、幼少期から成人と同様に社会的な問題行

動にも注意していく必要がある。 

事例を検討してみると、事例化されてから

初めて発達障害が明らかになるものや、診断

閾値下の発達障害併存が認められるものがあ

り、診断クライテリアへの適合のみならず、

事例の発達障害的特性を抽出できる簡易なス

ケールや、それらの認知特性に留意したマネ

ージメントが求められると言えるだろう。こ

うした事例への感度を上げるにはどの様な方

略が必要かを検討する必要がある。また行政

施策としては、各都道府県に発達障害対応相

談センターの設置、簡易対応マニュアルの策

定・普及、緊急対応施設の整備充実も順にニ

ーズは高く状況に相応した対応システムの充

実が望まれている。 

 

Ｅ．結論 

 発達障害の行動上の問題は、発達障害の前

景となっている事例以外にも広汎に認められ、

感度の高い発達的課題の早期抽出が求められ

る。臨床現場で多様な形で経験される行動上

の問題は、臨床上の課題となっており、対応

の窓口やマニュアル化の必要性が明らかにな

った。 



 
 

平成25年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）（精神障害分野） 

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

分担研究報告書 

 

児童精神科医療における検討 

 

分担研究者  近藤 直司 （東京都立小児総合医療センター） 

研究協力者  三上 克央 （東海大学医学部）、宇佐美政英（国立国府台病院）、 

宮崎 健祐 （東京都立小児総合医療センター） 

渡邊 由香 （東京都立小児総合医療センター） 

  

研究要旨：入院治療をおこなった広汎性発達障害（Pervasive Developmental 

Disorder:PDD）の患者への治療や支援方法ついて明らかにすることを目的として,当科で入

院治療した広汎性発達障害の患者の臨床的特徴と入院治療の方法論と有効性について検討

した。その結果、高機能 PDD、低機能 PDD 患者ともに興奮・暴力を呈する患者が多く、不登

校を来たしている患者も多くみられた。これらのことから,興奮、暴力を呈する PDD 患者に

対する入院治療モデルの確立、学校のような地域関係機関との連携体制の構築、発達障害

患者の精神科救急的な事態に対応できるようシステム構築、特に既存の精神科救急システ

ムの有効活用と司法との連携などが必要となってくると考えられた。 

 

＜研究１＞ 

児童思春期精神科で入院治療した広汎性発

達障害患者の臨床的検討 

 

Ａ．研究目的 

入院を要した広汎性発達障害（Pervasive 

Developmental Disorder:PDD 以下 PDD と略）

の患者への治療や支援方法ついて明らかに

することを目的として,都立小児総合医療セ

ンター児童・思春期精神科（以下当科と略）

へ入院した広汎性発達障害の患者の臨床的

特徴と入院治療の方法論と有効性について

検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

対象は X 年 3 月から X＋1 年 2 月までの 1

年間に当科へ入院治療した PDD 患者

で,ICD-107）に基づき F84（PDD）と診断され

た患者について,性別や年齢,入院に至った

主訴,不登校の有無,入院期間,などについて

診療録に基づき後方視的に検討した。また,

自閉症は知的障害の有無によって予後が異

なることが指摘されていることから 1）,PDD

患者を知的障害（IQ70 未満）の合併の有無で

高機能 PDD群と知的障害合併 PDD群との 2群

にわけて,両群を比較した。 

 

（倫理面への配慮） 

本報告にあたりプライバシー保護の観点

から個人情報の匿名化に最大限配慮した。 

 

Ｃ．研究結果 

対象となった F84 患者は 190 名（男子 159

名,女子 31 名）であった。それらの F84 のう

ち高機能 PDD 群は 111 名（58％）,知的障害

合併 PDD 群は 79 名（41％）であった。入院

時の年齢分布は,高機能 PDD 群は 5 歳から 17



 
 

歳で平均 13歳で,知的障害合併 PDD群は 8歳

から 178 で平均 13 歳であった（Fig１、2）。 

入院に至った主訴としては,高機能 PDD 群

と知的障害合併PDD群ともに行動上の問題が

（高機能 PDD：66％、知的障害合併 PDD：68%）

と最も多く,次いで精神医学的問題が（高機

能 PDD：29％、知的障害合併 PDD：12%であっ

た(Fig3、Fig4)。 

行動上の問題の内訳をみてみると、高機能

PDD 群と知的障害合併 PDD 群ともに攻撃性や

自己破壊的行動が最も多く（高機能 PDD：66％、

知的障害合併 PDD：68%）、ついで睡眠障害、

遺尿などのような生活上の問題が多かった

（Fig 5、6） 

精神医学的問題についてみてみると、高機

能 PDD 群では抑うつ症状が最も多く（9%）、

次いで自殺企図・自殺年慮（6%）、不登校・

引きこもり（5%）、強迫症状（5%）、などの順

であった。知的障害合併 PDD 群では不登校や

引きこもり(5%)が最も多く、次いで抑うつ症

状（3%）、自殺企図・自殺年慮（3%）などの

順であった（Fig 7、8） 

不登校の有無については,高機能 PDD 群で

は 111 名中 69 名（62％）が不登校を呈して

おり,知的障害合併群では79名中 45名（57％）

であった。不登校になっている患者の割合を

みてみると、高機能 PDD 群では学童年齢の不

登校の割合が多くみられた（Fig9、10） 

 入院期間は,高機能群では 7 日から 293 日

（平均 96 日）で,知的障害合併 PDD 群では 1

日から 232 日（平均 71 日）であった。 

 

Ｄ．考察 

知的障害合併 PDD 患者では 12 歳以上の思

春期年齢以降の入院治療が多く、行動上の問

題、特に暴力や興奮などの問題を呈している

患者が多くみられ、不登校を呈している患者

が比較的少ないことが特徴的であった。これ

は,我が国では知的障害を伴う知的障害合併

PDD は幼少期の乳幼児健診等で診断されるこ

とが多く,幼少期から発達障害特性や知的水

準に応じた支援がなされており,入院治療が

必要な状態はある程度年齢が上昇してから

出現するものと考えられた。また,中根は自

閉症児の青年期について,定型発達児と同様

に,この年代で自己をめぐる様々な危機に直

面し,多少とも葛藤状況に追い込まれ,その

際大きく逸脱することがある,と指摘してい

る 4）。今回の我々の結果でも,知的障害を伴う

PDD 児が思春期年齢に精神科での入院治療を

要する背景には,中根の指摘するような思春

期心性が関連している可能性も考えられた。

知的障害を合併するPDD患者の不穏興奮では

家族や施設職員などのケアする者の休息の

ため一時的に代わりにケアをおこなういわ

ゆるレスパイトケアが必要となり、施設等の

福祉機関との連携が重要となると考えられ

た。 

高機能 PDD患者では知的障害合併PDD患者

と比較して学童期年齢から入院しているケ

ースがみられた。また,入院に至る理由とし

ては,興奮や暴力が 69.6%と最も多くみられ

た。十一や天野らは,PDD 患者にみられる暴力

について 2つの原因を指摘している。一つは

状況認知の困難さ,コミュニケーション障害,

感覚過敏などのPDDの障害特性に由来するも

ので,もうひとつは PDD が未診断であるため

に,周囲の大人から本人の障害特性に合わな

いしつけや体罰を繰り返されたことが外傷

体験となり,過去の記憶がよみがえることで

周囲から理解できないような突然の暴力行

為に及ぶ場合である 6）。今回の我々の結果で

も高機能PDD患者では生来の発達障害特性に

加えて適切に支援がなされてないことが一

因となって,入院治療が必要になった可能性

があると考えられた。従って高機能 PDD の患

者における入院治療では適切に診断するこ

と,発達特性を評価すること,病棟での他児

交流やSSTなどを通して適切なふるまいを学

ぶこと,学校と連携し就学環境を整えること



 
 

で再登校を図ることなどが必要となると考

えられた。また,興奮や暴力などを呈した場

合の危機介入の場として精神科救急システ

ムの利用が考えられるが、現在の都道府県が

主体となって設置している精神科救急シス

テムは主に成人の統合失調症圏の患者への

対応を中心に治療モデルが確立されており、

小児患者や成人患者の発達障害圏の患者へ

は対応については充分に検討がなされてい

ない。当科では開院以来小児精神科救急を運

用しており, 発達障害圏の患者も緊急入院

しており, その臨床的特徴として高機能 PDD

患者では未診断の患者や不登校を呈してい

る患者が多いことを報告した 3)。今後発達障

害患者が呈する精神科的な緊急事態に対応

できるような精神科救急システムの確立,関

連する司法や地域の福祉機関等との連携も

必要となると考えられた。また,PDD 患者は学

校生活においてからいかいやいじめの対象

になり易く,不登校を来たすことも多い 2)。今

回の結果からも,特に高機能 PDD 患者で不登

校の割合が高かった。そのような PDD 患者に

おける教育の支援として,特別支援教育の果

たす役割は極めて大きいが,実際には地域や

学校によっても差があるのが実情であると

思われる。また,高機能 PDD の患者が在籍す

ることが多いと思われる通常学級における

個別支援の未整備も指摘されている 5）。特別

支援教育制度や教育制度の更なる充実が求

められると考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 広汎性発達障害患者の入院治療では興奮

や暴力などの行動上のを呈する患者が多く、

興奮や暴力を呈するPDD患者に対する入院治

療モデルの確立、学校のような地域関係機関

との連携体制の構築、発達障害患者の精神科

救急的な事態に対応できるようシステム構

築、特に既存の精神科救急システムの有効活

用と司法との連携などが必要となってくる

と考えられた。 
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性発達障害患者に関する臨床的検討．精神医
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2.  学会発表 

Kensuke Miyazaki, Naoji Kondo, et al : 

Inpatient treatment program for Autism 

Spectrum Disorders in the Tokyo Metropolitan 
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＜研究２＞ 

児童・思春期の広汎性障害にみられる自殺関

連行動について 

 

Ａ研究目的 

 児童・思春期の広汎性発達障害ケースに生

じる自殺関連行動の背景要因を明らかにし、

予防的・治療的アプローチについて検討する

ことを目的とする。 

 

Ｂ研究方法 

平成 22 年 3月～平成 25 年 3月までに、自

殺関連行動を入院理由として当科に緊急入

院に至った112例について診療録から後方視

的に検討した。 

 

Ｃ結果・考察 

ICD-10 に基づく主診断の内訳をみると、広

汎性発達障害を主診断とする16例に加えて、

他診断に広汎性発達障害を併存するケース

も多く、Ｆ2が 3例/19 例（16%）、Ｆ3が 9例

/18 例（50%）、Ｆ4が 17 例/39 例（44%）、Ｆ

5が 2例/4 例(50％)であった。 

このうち、広汎性発達障害児の自殺関連行

動の特徴について、主診断ないし併存診断と

して広汎性発達障害を含む群 47 例（以下、

PDD 群）とその他の群 65 例（以下、非 PDD 群）

に対して比較検討を行った。 

過去の自殺関連行動歴は非 PDD 群 72%に比

してPDD群49% と有意に少なく（ｐ＝0.02）、

入院加療後の再企図も非 PDD 群 40%に比して

PDD 群 26%と少なかった。PDD 群では突然、一

回きりの企図であることが比較的多いと言

えそうである。臨床場面でも、援助希求が苦

手である広汎性発達障害の子どもが突然大

きな行動化に至り、入院翌日には何事もなか

ったかのように落ち着いているという場面

にたびたび遭遇する。 

自殺関連行動の手段に関しては、他の疾患

と比べて PDD 群では道具を使うもの（リスト

カットや刃物持ち出し）がPDD群 11％<非 PDD

群 29％と有意に少なく（ｐ<0.01）、道路など

への飛び出しが PDD 群 13％>非 PDD 群 2％と

有意に多かった。（ｐ＝0.04）今回は多動性

障害の併存については調査していないが、

PDD 群では衝動性が高いケースが多いことや、

先の見通しを持たずに短絡的に行動化して

しまうケースが多いと推測される。 

先行研究では広汎性発達障害の児は、想像

力の特性から自殺企図をしたらどうなるか

という葛藤が抑止力となりにくいことや、定

型発達群と比較して致死的な手段を取りや

すいこと、うつ病などの併存診断が自殺のリ

スクを高めるとともに、精神障害を合併して

いなくても自殺企図に及ぶ可能性が、定型発

達者に比べて高い可能性があることが報告

されている。1） 

さらに今回の研究からは、知能検査の結果

として、IQ の平均値が PDD 群＝87.4>非 PDD

群＝81.4 と、有意差はないものの PDD 群のほ

うが高いことが示された。高機能の広汎性発

達障害児の例では診断が遅れて支援が不十

分になりやすいと思われるが、本研究では通

院歴があって診断を受けていた例が多かっ

たことから、診断はされても支援が十分には

行きとどいていなかった可能性がある。 

 

Ｄ結論 

高機能例に対しては、早期診断だけでなく、



 
 

本人や家族に心理教育を徹底して特性の理

解を進めることや、学校での対応など生活面

全般への支援体制を整えることが重要であ

ることが示唆された。 

 

Ｅ．研究発表 

1.  論文発表 

なし 

 

2.  学会発表 

渡辺由香：子どもの自殺関連行動～小児総合

医療センターにおける入院症例を中心に～．

第 54 回日本児童青年精神医学会総会．シン

ポジウム 9． 

 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 なし 

 

引用文献： 

1）三上克央．発達障害の自殺，自殺‐精神

科医として何ができるか‐．精神科治療学 

2010；25：199‐205 
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平成25年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）（精神障害分野） 

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

分担研究報告書 

 

医療観察法対象者／裁判事例についての検討 

 

分担研究者  安藤 久美子（独立行政法人国立精神・神経医療研究センター） 

研究協力者  今井 淳司 （東京都立松沢病院精神科） 

       柴野 壮一 （独立行政法人国立精神・神経医療研究センター） 

       中澤 佳奈子（独立行政法人国立精神・神経医療研究センター） 

 

研究要旨 

近年、精神医療、司法、福祉のいずれの領域においても、青年期・成人期の発達障害者

による対応困難なケースが散見されており、社会的関心も高まっている。こうしたケース

を振り返ってみてみると、幼少時から診断が見逃され、長期間にわたって適切な支援もな

いまま経過した結果、引きこもりや触法行為のような深刻な問題に至っているケースも少

なくない。したがって、より早期の段階で福祉や専門的医療につなげられるようなシステ

ムを構築することは喫緊の課題のひとつといえる。 

このような背景を踏まえ、本研究では司法領域で遭遇する青年期・成人期の発達障害者

のなかから、とくに自閉症スペクトラムのケースに注目し、触法行為に至った背景等につ

いて明らかにするとともに、今後の触法行為を防止するための支援および介入手法のあり

方について検討することを目的としている。 

本年度の研究は、【研究 I】「医療観察法指定通院対象者における発達障害者の分析」と、

【研究 II】「発達障害者を対象とした問題行動への予防的介入のためのアセスメントツール

の開発」の 2部構成となっている。 

【研究 I】では、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す

る法律（以下、医療観察法とする）のもとで通院医療を受けている指定通院対象者に関す

る静態情報を収集し、そのうち発達障害圏の診断を受けている者についてその特徴につい

て分析した。その結果、通院処遇対象者のうち F8 発達障害圏の診断を有する者は 1190 名

中 39 名（3.3％）で、24 名は副診断として F8 発達障害圏の診断を受けていた。また、8割

以上が男性で、平均年齢は 32.79 歳±8.71 (s.d)であった。対象行為は全体の傾向に比較

して放火がやや多かった。また、通院処遇中の問題行動としては「日常生活上の規則、ル

ール違反など」が最も多い問題として報告されていた。これは直接、再他害行為につなが

るような重大な問題行動ではないものの、日常生活においてうまく適応できていないこと

をうかがわせる結果であった。今後、発達障害者を支援していくにあたっては、こうした

生活上の小さな躓きについても見過ごさず早期に介入していくことが、結果として後の重

大な問題行動を回避するひとつの要因となる可能性が示唆された。 

【研究 II】では、発達障害者を対象として、暴力等の問題行動への予防的介入を行うた



めのアセスメントツールを開発した。最終的なアセスメント項目としては、環境要因や個

人や障害による特性などの多角的側面からなる３１項目が選定された。本ツールの名称は

「＠PIP31－ASD version（アットピップ・サーティーワン－ASD 版）」とした。 

これらの研究成果を踏まえて、来年度は触法行為を行なった発達障害者に対して、本ア

セスメントツールの有用性を確認するとともに、適切な医療の提供と問題行動の防止にあ

たって有効な介入方法についても探っていく予定である。 

 

 



【研究 I】 

「医療観察法指定通院対象者における発達

障害者の分析」 

 

Ａ．研究目的 

近年、精神医療、司法、福祉のいずれの

領域においても、青年期・成人期の発達障

害者による対応困難なケースが散見されて

おり、社会的関心も高まっている。こうし

た背景を踏まえ、本研究では司法領域で遭

遇する青年期・成人期の発達障害者のなか

から、とくに自閉症スペクトラムのケース

に注目し、その特徴等について明らかにす

るとともに、触法行為を防止するための支

援および介入手法のあり方について検討す

ることを目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

 本研究では医療観察法下で処遇されてい

る者を対象として調査を行っている。その

ため、はじめに医療観察法の概要について

簡単に触れておく。 

１．医療観察法の概要について 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行

った者の医療及び観察等に関する法律（医

療観察法）は、心神喪失又は心神耗弱の状

態（精神障害のために善悪の区別がつかな

いなど、刑事責任を問えない状態）で、重

大な他害行為（殺人、放火、強盗、強姦、

強制わいせつ、傷害）を行った人に対して、

適切な医療と支援を提供することにより、

社会復帰を促進することを目的とした制度

である。  

裁判所での審判の結果、医療観察法の入

院による医療の決定を受けた人に対しては、

厚生労働大臣が指定した医療機関（指定入

院医療機関）において、専門的な医療の提

供が行われるとともに、この入院期間中か

ら、法務省所管の保護観察所に配置されて

いる社会復帰調整官などにより、退院後の

生活環境の調整が実施される。 

医療観察法の通院による医療の決定（入

院によらない医療を受けさせる旨の決定）

を受けた人及び退院を許可された人につい

ては、保護観察所の社会復帰調整官が中心

となって作成する処遇実施計画に基づいて、

原則として３年間、地域において厚生労働

大臣が指定した医療機関（指定通院医療機

関）に通院しながら継続的な医療を受ける

ことになる。また、この通院期間中は、保

護観察所が中心となって、地域処遇に携わ

る関係機関と連携しながら、本制度による

処遇の実施が進められる。 

 

２．調査対象 

調査対象は、医療観察法のもと、本調査

への協力の得られた全国の指定通院医療機

関で処遇を受けている指定通院対象者 1190

名（転院等によって重複しているケースに

ついては連結して算出した）のうち、ICD-10

を用いた診断分類によって F8 発達障害圏

の診断を受けている者 39 名である。 

 

３．調査対象期間及びデータ収集期間 

調査期間は、医療観察法制度が開始され

た H17 年 7月 15 日から起算して平成 25 年

7月 15 日までの 8年間とした。また、デー

タ収集期間は H26 年 1 月 17 日までとした。 

 

４．データ収集方法 

全国の指定通院医療機関 430 施設に対し

て調査票を郵送し、本研究への同意の得ら



れた医療機関に対して調査票の返送を依頼

した。調査票の記入にあたっては、各医療

機関に所属する対象者の担当チームスタッ

フ等に依頼した。 

 

５．解析方法 

本研究では、収集したデータによって明

らかになった対象者の静態情報等の集計値

を提示するとともに、全体の集計結果と F8

発達障害圏の診断を受けている者の結果と

を比較することにより、その特徴を明らか

にした。また、通院処遇中に発生した問題

行動等についても検討し、より実践的な介

入手法のあり方について検討した。 

 

６．倫理的配慮 

個人名･住所地の一部等の個人を特定す

ることができる部分については、情報の収

集範囲から削除した。 

研究遂行にあたっては、疫学研究指針を

遵守し、国立精神・神経医療研究センター

に設置されている倫理審査委員会の承認を

得たうえで実施した。 

 

Ｃ．研究結果 

本研究では、既存の研究結果のなかから、

ICD-10 によって F8 発達障害圏の診断分類

に該当する者のデータのみを抽出して解析

を行った。 

 

１．静態情報の集計結果 

収集したデータのうち、転院ケース（2

名）を連結させた 39 名の概要を表 1に示し

た。 

 

表１．結果の概要（N=39） 

性別 男 32 名（82.1%） 
女 7 名（17.9%） 

年齢 平均 32.79 歳±8.71( s.d.)  
範囲 20 歳～60歳 

通院形態 直接通院処遇 9名（23.1%）  
入院処遇より移行通院処遇 30 名
（76.9%） 

通院処遇継続中の 
者の平均通院期間 
（n=15） 

平均 405.1±323.54 日 s.d.  
範囲 39 日~958 日 

通院処遇終了者の 
平均通院期間 
（死亡 2 名、再鑑
定・再入院 2名を除
く n=20） 

平均 1023.3±143.10 日 s.d.  
範囲 662 日～1096 日 

診断名 
【Fコード】  

F1:1 名（2.6%）、F2:19 名（48.7%）、F3:2
（5.1%）、F4:1名（2.6%）、F7:1名（2.6%）、
F8:15 名（38.5%） 

対象行為名 
(択一式にて集計） 

殺人 10名（25.6%）、傷害 13名（33.3%）、
強盗 1名（2.6%）、強姦 1名 （2.6%）、
放火 14名（35.9%） 

被害者(物）  
(択一式にて集計） 

家族・親戚 22名（56.4%）、知人・友人
2（5.1%）、他人 14 名（35.9%）、公共物・
その他 1名（2.6%） 

対象行為時の 
治療状況 

通院治療中 15 名（38.5 %）、入院治療
中 1名（2.6%） 、治療中断・治療終了
16 名（41.0%）、未治療 7名 （17.9%） 

過去の入院 あり 20名（51.3%）、なし 19名（48.7%） 

教育歴  中卒 8名（20.5%）、高卒 25名（64.1%）、
短大・大卒以上 6名（15.4%） 

過去の矯正施設の 
入所経験  

未成年期および成年期にあり 1 名 
（2.6%）、なし 36 名 （92.3%）、不明 2
名 （5.1%） 

生活保護 あり 9名 （23.1%）、なし 30名 （76.9%） 

 

次に各項目について詳述する。 

 

１）性別と年齢 

本研究で対象とした 39 名の性別は、男性

32 名（82.1%）、女性 7 名（17.9%）であっ

た。また、平均年齢は、32.79 歳（SD 値＝

8.71 中央値=32 最小値=20 最大値=60 

最頻値=25）であった。 

30 代以下が 31 名（79.5%）、40 代以上が

8 名（20.5%）で、そのうち 50 代以上の者

は 2名（5.1%）であった。 



 

２）通院処遇に至るまでの形式

通院処遇に至るまでの形式には、当初審

判により入院によらない医療が決定され、

医療観察法による通院処遇が開始される形

式（以下、「直接通院」という）と審判によ

り入院による医療が決定され、指定入院医

療機関での入院処遇を経た後に通院処遇に

移行される形式（以下、「移行通院」という）

の二通りがある。

通院処遇に至るまでの形式、すなわち「直

接通院」「移行通院」の内訳を

接通院」となった者が

通院」となった者が

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）通院処遇の状況

 全

院処遇継続中の者は

２）通院処遇に至るまでの形式

通院処遇に至るまでの形式には、当初審

判により入院によらない医療が決定され、

医療観察法による通院処遇が開始される形

式（以下、「直接通院」という）と審判によ

り入院による医療が決定され、指定入院医

療機関での入院処遇を経た後に通院処遇に

移行される形式（以下、「移行通院」という）

の二通りがある。

通院処遇に至るまでの形式、すなわち「直

接通院」「移行通院」の内訳を

接通院」となった者が

通院」となった者が

 

３）通院処遇の状況

全 39 名中、H2

院処遇継続中の者は

２）通院処遇に至るまでの形式

通院処遇に至るまでの形式には、当初審

判により入院によらない医療が決定され、

医療観察法による通院処遇が開始される形

式（以下、「直接通院」という）と審判によ

り入院による医療が決定され、指定入院医

療機関での入院処遇を経た後に通院処遇に

移行される形式（以下、「移行通院」という）

の二通りがある。 

通院処遇に至るまでの形式、すなわち「直

接通院」「移行通院」の内訳を

接通院」となった者が 9名（

通院」となった者が 30 名（

３）通院処遇の状況 

H25 年 7 月 15

院処遇継続中の者は 15 名（38.5

２）通院処遇に至るまでの形式 

通院処遇に至るまでの形式には、当初審

判により入院によらない医療が決定され、

医療観察法による通院処遇が開始される形

式（以下、「直接通院」という）と審判によ

り入院による医療が決定され、指定入院医

療機関での入院処遇を経た後に通院処遇に

移行される形式（以下、「移行通院」という）

通院処遇に至るまでの形式、すなわち「直

接通院」「移行通院」の内訳をみると、「直

（23.1%）、「移行

（76.9%）であっ

15 日時点で、通

38.5%）であり、

 

通院処遇に至るまでの形式には、当初審

判により入院によらない医療が決定され、

医療観察法による通院処遇が開始される形

式（以下、「直接通院」という）と審判によ

り入院による医療が決定され、指定入院医

療機関での入院処遇を経た後に通院処遇に

移行される形式（以下、「移行通院」という）

通院処遇に至るまでの形式、すなわち「直

みると、「直

）、「移行

）であっ

日時点で、通

であり、

処遇が終了している者は

あった。

 

４）診断名〔

39

ード

F3：

名（

〔

名で約

合併診断として発達障害をもつ者で、その

多くは

いた

。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）対象行為

対象行為については、

傷害

姦・強制わいせつ

（35.9%

処遇が終了している者は

あった。 

４）診断名〔F

39 事例の診断名の内訳については、

ード F1：1名（

：2 名（5.1%

名（2.6%）、F8

〔F8〕発達障害圏を主診断とする者は

名で約 4 割を占めていた。残りの約

合併診断として発達障害をもつ者で、その

多くは〔F2〕統合失調症

いた 

。 

５）対象行為 

対象行為については、

傷害 13 名（33.3%

姦・強制わいせつ

35.9%）であった〈択一式にて集計〉。

処遇が終了している者は 24

F コード〕 

事例の診断名の内訳については、

名（2.6%）、F2：

5.1%）、F4：1 名（

F8：15 名（38.5%

〕発達障害圏を主診断とする者は

割を占めていた。残りの約

合併診断として発達障害をもつ者で、その

〕統合失調症圏を主診断として

 

対象行為については、殺人

33.3%）、強盗

姦・強制わいせつ 1 名（2.6%

であった〈択一式にて集計〉。

24 名（61.5

 

事例の診断名の内訳については、

：19 名（48.7%

名（2.6%）、

38.5%）であった。

〕発達障害圏を主診断とする者は

割を占めていた。残りの約 6

合併診断として発達障害をもつ者で、その

圏を主診断として

殺人 10 名（25.6%

）、強盗 1 名（2.6%

2.6%）、放火

であった〈択一式にて集計〉。

61.5%）で

事例の診断名の内訳については、F コ

48.7%）、

）、F7：1

であった。 

〕発達障害圏を主診断とする者は 15

6 割は

合併診断として発達障害をもつ者で、その

圏を主診断として

25.6%）、

2.6%）、強

）、放火 14 名

であった〈択一式にて集計〉。 



 

 

６）対象行為と被害者（物）の関係

対象行為の被害者

族・親戚

他人

であった〈択一式にて集計〉。対象行為と被

害者（物）との関係についてみてみると、

対象行為が殺人・殺人未遂および放火・放

火未遂の場合には、被害者が家族・親族で

ある割合が高く、殺人・殺人未遂では

放火・放火未遂では

傷害については、他人が被害者となってい

る割合

 

７）対象者の住居地

対象者の調査時現在の住居地

1 名（

東海北陸

６）対象行為と被害者（物）の関係

対象行為の被害者

族・親戚22名（56.4%

他人14名（35.9%

であった〈択一式にて集計〉。対象行為と被

害者（物）との関係についてみてみると、

対象行為が殺人・殺人未遂および放火・放

火未遂の場合には、被害者が家族・親族で

ある割合が高く、殺人・殺人未遂では

放火・放火未遂では

傷害については、他人が被害者となってい

る割合の方が高く、

７）対象者の住居地

対象者の調査時現在の住居地

名（2.6%）、関東甲信越

東海北陸 5名（12.8

６）対象行為と被害者（物）の関係

対象行為の被害者（物）については、

56.4%）、知人・友人

35.9%）、公共物・その他

であった〈択一式にて集計〉。対象行為と被

害者（物）との関係についてみてみると、

対象行為が殺人・殺人未遂および放火・放

火未遂の場合には、被害者が家族・親族で

ある割合が高く、殺人・殺人未遂では

放火・放火未遂では約 8 割を占めていた

傷害については、他人が被害者となってい

の方が高く、約 6割であった。

７）対象者の住居地 

対象者の調査時現在の住居地

）、関東甲信越 11

12.8%）、近畿

６）対象行為と被害者（物）の関係 

については、

）、知人・友人2名（5.1%

）、公共物・その他1名（2.6%

であった〈択一式にて集計〉。対象行為と被

害者（物）との関係についてみてみると、

対象行為が殺人・殺人未遂および放火・放

火未遂の場合には、被害者が家族・親族で

ある割合が高く、殺人・殺人未遂では 6割

割を占めていた

傷害については、他人が被害者となってい

であった。 

 

対象者の調査時現在の住居地域は、東北

11 名（28.2%

）、近畿 11 名（28.2%

 

については、家

5.1%）、

2.6%）

であった〈択一式にて集計〉。対象行為と被

害者（物）との関係についてみてみると、

対象行為が殺人・殺人未遂および放火・放

火未遂の場合には、被害者が家族・親族で

割、

割を占めていた。

傷害については、他人が被害者となってい

 

は、東北

%）、

%）、

中国

沖縄

 

８）対象者の住居形態

 対象者の住居形態は、家族等と同居して

いる者が

名（

（20.5

院中の者も

の他

となっていた。

９）被害者との同居率

家族・親族が被害者であった

（56.4%

る家族と同居している者が

中国 2名（5.1%

沖縄 3名（7.7

８）対象者の住居形態

対象者の住居形態は、家族等と同居して

いる者が 15 名（

（23.1%）、援護寮・福祉施設等が

20.5%）であった。また、精神科病院に入

院中の者も 6名

の他（パート先住み込み）

となっていた。

９）被害者との同居率

家族・親族が被害者であった

56.4%）であった。そのうち

る家族と同居している者が

%）、四国 6名（

7.7%）であった。

８）対象者の住居形態 

対象者の住居形態は、家族等と同居して

名（38.5%）であり、独居が

、援護寮・福祉施設等が

であった。また、精神科病院に入

名（15.4%）を占めており、そ

（パート先住み込み）の者が

となっていた。 

９）被害者との同居率 

家族・親族が被害者であった

）であった。そのうち

る家族と同居している者が

名（15.4%）、九州・

）であった。 

対象者の住居形態は、家族等と同居して

）であり、独居が

、援護寮・福祉施設等が

であった。また、精神科病院に入

を占めており、そ

の者が 1名（

家族・親族が被害者であった者は

）であった。そのうち、被害者であ

る家族と同居している者が 9名（40.9

）、九州・

 

対象者の住居形態は、家族等と同居して

）であり、独居が 9

、援護寮・福祉施設等が 8 名

であった。また、精神科病院に入

を占めており、そ

（2.6%）

 

22 名

、被害者であ

0.9%）で



あった。そのほかには、独居が

グループホーム・各種施設等が

（27.3

あった。

 

 

 

１０）生活保護の受給状況

生活保護の受給状況においては、受給し

ていない者が

者が

 

１１）対象行為時の治療状況および年齢・

疾患との関係

対象行為時の治療状況においては、治療

中だった者は

あった。そのほかには、独居が

グループホーム・各種施設等が

7.3％）、精神科病院が

あった。 

１０）生活保護の受給状況

生活保護の受給状況においては、受給し

ていない者が 30

者が 9名（23.1%

１１）対象行為時の治療状況および年齢・

疾患との関係 

対象行為時の治療状況においては、治療

中だった者は 16

あった。そのほかには、独居が

グループホーム・各種施設等が

％）、精神科病院が 2

１０）生活保護の受給状況 

生活保護の受給状況においては、受給し

30 名（76.9%）、受給している

%）であった。

１１）対象行為時の治療状況および年齢・

対象行為時の治療状況においては、治療

16 名（41.0%）であり、その

あった。そのほかには、独居が 5名（22.7

グループホーム・各種施設等が 6

2 名（9.1％）で

 

生活保護の受給状況においては、受給し

）、受給している

）であった。 

１１）対象行為時の治療状況および年齢・

対象行為時の治療状況においては、治療

）であり、その

7%）、

6 名

％）で

 

生活保護の受給状況においては、受給し

）、受給している

 

１１）対象行為時の治療状況および年齢・

対象行為時の治療状況においては、治療

）であり、その

内訳は通院治療中が

療中が

どの理由で、対象行為時に治療を行ってい

なかった者は

の未治療の者も

疾患名と年齢（年代）との関係をグラフ

で示した。

障害群も

に〔

では

 

内訳は通院治療中が

療中が 1 名（2.6

どの理由で、対象行為時に治療を行ってい

なかった者は 16

の未治療の者も

疾患名と年齢（年代）との関係をグラフ

で示した。平均年齢が低いため、いずれの

障害群も 20 代、

〔F8〕発達障害圏を主診断としている者

では 20 代の割合が高かった。

 

内訳は通院治療中が 15 名（

2.6%）であった。治療中断な

どの理由で、対象行為時に治療を行ってい

16 名（41.0

の未治療の者も 7名（17.9

疾患名と年齢（年代）との関係をグラフ

平均年齢が低いため、いずれの

代、30 代が多かったが、とく

発達障害圏を主診断としている者

代の割合が高かった。

名（38.5%）、入院治

）であった。治療中断な

どの理由で、対象行為時に治療を行ってい

1.0%）であり、全く

17.9%）いた。 

疾患名と年齢（年代）との関係をグラフ

平均年齢が低いため、いずれの

代が多かったが、とく

発達障害圏を主診断としている者

代の割合が高かった。 

）、入院治

）であった。治療中断な

どの理由で、対象行為時に治療を行ってい

）であり、全く

 

 

 

疾患名と年齢（年代）との関係をグラフ

平均年齢が低いため、いずれの

代が多かったが、とく

発達障害圏を主診断としている者



 

１２）精神科治療歴

対象行為以前の治療歴についてみると、

入院治療歴がある者が

治療歴がない者が

また、入院形態が明らかになった者のうち、

措置入院を経験している者が

医療保護入院を経験している者が

（45.0

 

通院治療歴については、通院治療歴があ

る者が

が 6名

１２）精神科治療歴

対象行為以前の治療歴についてみると、

入院治療歴がある者が

治療歴がない者が

また、入院形態が明らかになった者のうち、

措置入院を経験している者が

医療保護入院を経験している者が

45.0%）であった。

通院治療歴については、通院治療歴があ

る者が 33 名（84.6

名（15.4%）であった。

１２）精神科治療歴 

対象行為以前の治療歴についてみると、

入院治療歴がある者が 20 名

治療歴がない者が 19 名（48.7

また、入院形態が明らかになった者のうち、

措置入院を経験している者が

医療保護入院を経験している者が

であった。 

通院治療歴については、通院治療歴があ

84.6%）、通院治療歴がない者

）であった。

対象行為以前の治療歴についてみると、

名（51.3%）、入院

48.7%）であった。

また、入院形態が明らかになった者のうち、

措置入院を経験している者が 5名（25.0

医療保護入院を経験している者が 9

通院治療歴については、通院治療歴があ

）、通院治療歴がない者

）であった。 

 

対象行為以前の治療歴についてみると、

、入院

であった。

また、入院形態が明らかになった者のうち、

25.0%）、

9 名

 

通院治療歴については、通院治療歴があ

）、通院治療歴がない者

 

１３

最終学歴については、

（20.5

大学卒業以上が

１４）矯正施設の入所経験

対象行為以前の矯正施設の入所経験につ

いては、入所経験がない者

と殆どを占めていたが、未成年期および成

年期に入所経験がある者

り、不明が

１３）教育歴 

最終学歴については、

20.5%）、高校卒業が

大学卒業以上が

１４）矯正施設の入所経験

対象行為以前の矯正施設の入所経験につ

いては、入所経験がない者

と殆どを占めていたが、未成年期および成

年期に入所経験がある者

り、不明が 2名

 

最終学歴については、中学校卒業が

高校卒業が 25 名

大学卒業以上が 6名（15.4

１４）矯正施設の入所経験

対象行為以前の矯正施設の入所経験につ

いては、入所経験がない者

と殆どを占めていたが、未成年期および成

年期に入所経験がある者が

名（5.1%）であった。

中学校卒業が

名（64.1%）、短大・

15.4%）であった。

１４）矯正施設の入所経験 

対象行為以前の矯正施設の入所経験につ

いては、入所経験がない者 36 名（92.3

と殆どを占めていたが、未成年期および成

が 1 名（2.6

）であった。 

 

中学校卒業が 8 名

短大・

であった。 

 

対象行為以前の矯正施設の入所経験につ

92.3%）

と殆どを占めていたが、未成年期および成

2.6%）お

 



 

１５）就労状況

対象行為時と調査時現在の就労状況につ

いて比較すると、いずれの時点でも無職で

あった者が最も多

を占めていた。

また、

者は

少した。同様に、対象行為時に

であった

した。授産施設、就労訓練施設等に通って

いた者は、対象行為時には

在では

 

 

２．通院処遇中の問題行動に関する集計

収集したデータ

名）を連結させた

１５）就労状況 

対象行為時と調査時現在の就労状況につ

いて比較すると、いずれの時点でも無職で

あった者が最も多

を占めていた。 

また、対象行為時に

者は 2 名いたが、対象行為により

少した。同様に、対象行為時に

であった者は 3 名

した。授産施設、就労訓練施設等に通って

いた者は、対象行為時には

在では 5名であった。

２．通院処遇中の問題行動に関する集計

収集したデータ

名）を連結させた

 

対象行為時と調査時現在の就労状況につ

いて比較すると、いずれの時点でも無職で

あった者が最も多く、概ね全体の

 

対象行為時に常勤職に就いていた

いたが、対象行為により

少した。同様に、対象行為時に

名であったが

した。授産施設、就労訓練施設等に通って

いた者は、対象行為時には

名であった。 

２．通院処遇中の問題行動に関する集計

収集したデータのうち、転院ケース（

名）を連結させた 39 名について、通院処遇

対象行為時と調査時現在の就労状況につ

いて比較すると、いずれの時点でも無職で

く、概ね全体の 4 分の

常勤職に就いていた

いたが、対象行為により 1 名に減

少した。同様に、対象行為時にパート勤務

であったが 2 名へと減少

した。授産施設、就労訓練施設等に通って

2 名、調査時現

２．通院処遇中の問題行動に関する集計

のうち、転院ケース（

について、通院処遇

 

対象行為時と調査時現在の就労状況につ

いて比較すると、いずれの時点でも無職で

分の 3

常勤職に就いていた

に減

パート勤務

名へと減少

した。授産施設、就労訓練施設等に通って

名、調査時現

 

２．通院処遇中の問題行動に関する集計 

のうち、転院ケース（2

について、通院処遇

中に発生が報告された問題行動について分

析を行なった。

問題行動としては、以下の

あげ、

 
（１）
（２）

（３）

（４）
（５）

（６）
（７）
（８）
（９）
（１０）

（１１）
（１２）

（１３）
（１４）
（１５）
（１６）

（１７）
（１８）

次に

 

表２

行動別の集計

 

1 

2 

3 

中に発生が報告された問題行動について分

析を行なった。

問題行動としては、以下の

あげ、該当する項目について回答を求めた。

（１） 自殺・自殺企図・自傷など
（２） 他者への身体的暴力など

(性的な暴力を除く
（３） 他者への非身体的暴力など

(暴力的言動や態度
（４） 他者への性的な暴力など
（５） 上記 2~4

 (対人的なルール違反を含む
（６） 放火など
（７） 器物への暴力
（８） 怠学、怠職、ひきこもりなど
（９） 窃盗・万引きなど
（１０）アルコール乱用・依存など

(依存者の場合は再飲酒も含む）
（１１）違法薬物の使用・乱用・依存
（１２）ギャンブル、買い物などの薬物以

外の依存行動
（１３）通院・通所の不遵守・不遵守傾向
（１４）服薬の不遵守・不遵守傾向
（１５）訪問看護・訪問観察の拒否
（１６）その他の日常生活上の規則、

ルールの違反など
（１７）病状悪化に伴う問題行動
（１８）金銭管理上の問題

次に集計の詳細

 

２．通院処遇中に発生が報告された問題

行動別の集計 

 問題行動（内容）

 自殺・自殺企図・自傷など

 
他者への身体的暴力など

（性的な暴力を除く）

 

他者への非身体的暴力な

ど 

（暴力的言動や態度）

中に発生が報告された問題行動について分

析を行なった。 

問題行動としては、以下の

該当する項目について回答を求めた。

自殺・自殺企図・自傷など
他者への身体的暴力など
性的な暴力を除く
他者への非身体的暴力など
暴力的言動や態度
他者への性的な暴力など

2~4 以外の対人関係上の問題
対人的なルール違反を含む

放火など (未遂も含む
器物への暴力( 放火などをのぞく
怠学、怠職、ひきこもりなど
窃盗・万引きなど
アルコール乱用・依存など
依存者の場合は再飲酒も含む）
違法薬物の使用・乱用・依存
ギャンブル、買い物などの薬物以
外の依存行動 
通院・通所の不遵守・不遵守傾向
服薬の不遵守・不遵守傾向
訪問看護・訪問観察の拒否
その他の日常生活上の規則、
ルールの違反など
病状悪化に伴う問題行動
金銭管理上の問題

 
 

集計の詳細を表２に示した。

．通院処遇中に発生が報告された問題

 

問題行動（内容） 

自殺・自殺企図・自傷など

他者への身体的暴力など 

（性的な暴力を除く） 

他者への非身体的暴力な

（暴力的言動や態度） 

中に発生が報告された問題行動について分

問題行動としては、以下の 18 項目をとり

該当する項目について回答を求めた。

自殺・自殺企図・自傷など 
他者への身体的暴力など 
性的な暴力を除く) 
他者への非身体的暴力など 
暴力的言動や態度) 
他者への性的な暴力など 

以外の対人関係上の問題
対人的なルール違反を含む)

未遂も含む) 
放火などをのぞく

怠学、怠職、ひきこもりなど
窃盗・万引きなど 
アルコール乱用・依存など 
依存者の場合は再飲酒も含む）
違法薬物の使用・乱用・依存
ギャンブル、買い物などの薬物以

通院・通所の不遵守・不遵守傾向
服薬の不遵守・不遵守傾向 
訪問看護・訪問観察の拒否 
その他の日常生活上の規則、
ルールの違反など 
病状悪化に伴う問題行動 
金銭管理上の問題 

表２に示した。 

．通院処遇中に発生が報告された問題

直

接 

移

行 
計

自殺・自殺企図・自傷など 1 6 7

 
2 4 6

他者への非身体的暴力な

1 4 5

中に発生が報告された問題行動について分

項目をとり

該当する項目について回答を求めた。 

 

 

以外の対人関係上の問題 
) 

放火などをのぞく) 
怠学、怠職、ひきこもりなど 

 
依存者の場合は再飲酒も含む） 
違法薬物の使用・乱用・依存 
ギャンブル、買い物などの薬物以

通院・通所の不遵守・不遵守傾向 
 
 

その他の日常生活上の規則、 

 

．通院処遇中に発生が報告された問題

計 ％ 

7 11.1 

6 9.5 

5 7.9 



4 他者への性的な暴力など 1 1 2 3.2 

（i） 
2+3+4 対人暴力行動 

（重複を考慮） 
3 7 10 15.9 

5 

上記以外の対人関係の問

題（対人的なルール違反を

含む） 

1 3 4 6.3 

6 
放火など 

（未遂も含む） 
0 0 0 0.0 

7 
器物への暴力 

（放火などをのぞく） 
1 1 2 3.2 

（ii） 

6+7 

対物的暴力行動 

（重複を考慮） 

1 1 2 3.2 

（iii）

2+3+4+6+7 

暴力的行動等 

（重複を考慮） 

3 8 11 17.5 

8 
怠学、怠職、ひきこもりな

ど 
1 0 1 1.6 

9 窃盗・万引きなど 0 2 2 3.2 

10 

アルコール乱用・依存など 

（依存者の場合は再飲酒

も含む） 

0 2 2 3.2 

11 
違法薬物の使用・乱用・依

存 
0 0 0 0.0 

（iv） 

10+11 

アルコール・違法薬物関連

の問題 

0 2 2 3.2 

12 
ギャンブル、買い物などの 

薬物以外の依存行動 
0 2 2 3.2 

13 
通院・通所の 

不遵守・不遵守傾向 
3 4 7 11.1 

14 服薬の不遵守・不遵守傾向 1 2 3 4.8 

15 訪問看護・訪問観察の拒否 1 1 2 3.2 

（v）

13+14+15 

医療への不遵守 

（重複を考慮） 

3 6 9 14.3 

16 
その他の日常生活上の規

則、ルールの違反など 
3 5 8 12.7 

17 病状悪化に伴う問題行動 1 3 4 6.3 

18 金銭管理上の問題 1 5 6 9.5 

  18 45 63 100 

 

問題行動なし 4 11 15 38.5 

 

 

 通院処遇中に何らかの問題行動が報告さ

れた者は、39 名中 24 名（61.5%）であった。

また、18 項目の問題行動のうち、最も多く

見られた問題行動は「16．日常生活上の規

則、ルール違反など」で 8例（12.7％）、次

に、「1．自殺・自殺企図・自傷など」、「13.

通院・通所の不遵守・不遵守傾向」がそれ

ぞれ 7例（11.1%）と続いていた。 

 

 

Ｄ．考察 

本研究では、医療観察法の通院対象者の

うち、ICD-10 の診断基準で、F8 発達障害圏

の診断を受けた者 39 名について分析した。

F8発達障害圏の診断をもつ者の割合は全対

象者の 3.3％であった。性別では 8 割を男

性が占めていた。年齢をみてみると 20 代～

30代の比較的年齢が若い世代が多いことが

特徴的であったが、50 代、60 代の者もそれ

ぞれ 1 名ずついた。これらのケースのなか

には、医療観察法による処遇が行われてか

ら、はじめて発達障害圏の診断を受けたと

いう者もおり、長期間にわたって必要な支

援が提供されていなかった可能性が推測さ

れた。 

対象行為では、多いものから順に、放火、

傷害、殺人と続いており、その割合は全体



のデータと比較しても明らかな違いはなか

ったが、放火がやや多い傾向が認められた。

放火のなかには自殺を目的とした者もおり、

一部の対象者には、攻撃性が自身に向かい

やすい者も含まれていることが示唆された。  

対象行為以前の治療歴については、約半

数に入院歴があり、通院に関しては 85％の

者に通院治療の既往があった。そのような

状況のなかで対象行為に至った背景を想像

すると、たとえば、対象者が治療の必要性

を理解していなかったために治療が中断し

てしまった可能性や、治療中であっても医

療者との関係が安定していなかった可能性

が考えられる。今後はケースの詳細につい

ても分析し、発達障害をもつ者にとってど

のような介入方法がもっとも受け入れやす

いのかについても検討していく必要がある

と思われた。 

通院処遇中に生じた問題行動の分類をみ

てみると、最も多く見られた問題行動は「16．

日常生活上の規則、ルール違反など」とな

っていたことから、再他害行為につながる

ような重大な問題行動ではないものの、日

常生活においてうまく適応できていない可

能性が推測された。また、「１．自殺・自殺

企図・自傷など」の問題が高い割合で認め

られたことも特筆すべきであろう。発達障

害をもつ者のなかには、ヘルプサインをう

まく出せないまま経過し、結果的には自傷

などの方法で、攻撃性が自分自身に攻撃性

が向いてしまうタイプの者も存在する。日

頃から困難に直面したときには、自分ひと

りで抱え込まず、周囲に相談するなどの社

会スキルをもてるよう支援することと同時

に、一見、安定した状態で医療を継続して

いる者に対しても、医療者および支援者ら

は、注意深く観察していく必要があると思

われた。 

今後はこうした問題行動別にも分析を進

めていき、各問題行動に適した介入方法に

ついても検討を重ねていきたい。 

 

 

【研究 II】 

「発達障害者を対象とした問題行動への予

防的介入のためのアセスメントツールの開

発」 

 

Ａ．研究目的 

青年期・成人期の発達障害者による対応

困難なケースのなかには、暴力に関する問

題を抱えているものも少なからず存在する

ことが知られており、学会報告等を通して

情報が共有されてきた。しかし、その発表

の多くはケース報告にとどまっており、発

達障害をもつ者のなかでも、暴力等の問題

行動に至りやすい者の特徴については、ま

とめられてこなかった。 

本研究では、より早い段階で適切な介入

を行うことにより暴力等の問題行動を未然

に防止することを目的として、発達障害を

もつ者に特化した予防的介入のためのアセ

スメントツールの開発に取り組んだ。 

 

Ｂ．研究方法 

 アセスメントツールの開発にあたっては

デルファイ法を採用し、それに準じた方法

で、児童精神医学、司法精神医学、矯正医

学のエキスパートらによる評定を繰り返し

ながら、有用と思われる項目を選定した。 

第一段階では海外ですでに開発され、信

頼性、妥当性等も検証されている暴力や非



行に関するアセスメントツールについて文

献検索し、全ツールの項目を精査した後に、

カテゴリー別に分けて網羅的に抽出した。    

第２段階ではエキスパートらの評価にし

たがって項目の選定を行った。 

第３段階も同様の手法で項目の選定を行

った。 

 

Ｃ．研究結果 

本アセスメントツールの開発にあたって、

採用した海外におけるアセスメントツール

の概要を以下に示す。 

 

１．海外におけるアセスメントツールの紹

介 

（１）Firesetting Risk Interview（FRI） 

Kolko & Kazdin（1989） 

児童や青年の放火に特化したリスクアセ

スメントツールである。回答は養育者が行

う。全 86項目からなり、5件法で評価する。

15の下位尺度があり、火に特化した項目（49

項目）と火に特化していない項目（37項目）

から構成されている。予測的妥当性が検証

されている点も特徴的なツールである。 

 

（２） Psychopathy Checklist- Revised

（PCL-R） 

Hare（1991） 

半構造化面接などから得られる情報に基

づき、精神病質特性や反社会性、行動傾向

を調べるための、成年用のツールである。

全 20 項目からなり、3件法で評価する。暴

力行為を伴う犯罪、一般的犯罪の再犯性、

司法精神科患者の入院の必要性および治療

可能性、治療効果の適切性判定、退院時期

などの評価に有効とされている。 

 

（３）Psychopathy Checklist, Revised- 

Youth Version（PCL-R:YV） 

Forth, Kosson, & Hare（2003） 

上述の PCL-R の青年版である。適用年齢

は 12 歳から 21 歳とされている。全 20 項目

からなり、3件法で評価する。 

 

（４）Wisconsin Juvenile Probation and 

Aftercare Assessment Form 

Baird（1981,1985） 

いくつかの検査をもとにアメリカで開発

された少年用のリスク・ニーズアセスメン

トの中で代表的なツールである。少年の再

犯リスクの評価や、地域処遇に関する決定

にも有用であるとされている。全 8 項目か

らなり、3 件法で評価する。ただし評価の

各項目の得点には重みづけがされている。 

 

（ ５ ） Youth Level of Service/Care 

Management Inventory（YLS/CMI） 

Hoge & Andrews (1994) 

成人犯罪者用に開発された Level of 

Service Inventory の青少年版であり、面

接のほか、過去の記録や検査結果などの情

報も含めて、被検者の再犯などについて分

析する構造になっている。8領域 42 項目か

らなり、2件法で評価する。 

 

（ ６ ） Historical, Clinical, Risk 

Management-20（HCR-20） 

C.D.WeBster ら(1997) 

暴力や攻撃性のリスク包括的に評価する

ことを目的として作成された尺度であり、

問題行動に関与する要因を組み合わせて評

価することができる。ヒストリカル（10 項



目）、クリニカル（5 項目）、リスク・マネ

ージメント（5 項目）の３つのスケールか

ら構成されている。全 20 項目からなり、3

件法で評価する。 

 

（７）Structured Assessment of Violence 

Risk for Youth（SAVRY） 

Borum, Bartel, & Forth, 2002 

適用年齢は 12 歳から 18 歳であり、青年

の暴力や攻撃的行動を評価するために用い

られている。ヒストリカル（10 項目）、ソ

ーシャル（6 項目）、クリニカル（8 項目）、

防御因子（6 項目）の 4 つのスケールから

構成されており、全 30 項目からなる。防御

因子は「あり・なし」でチェックし、その

ほかは 3件法で評価する。 

 

（８）Early Assessment Risk List for 

Boys (EARL-20B, Version 2) 

Early Assessment Risk List for Girls 

(EARL-21G, Version 1) 

Augimeri, Koegl, Webster, & Levene, 

(2001) 

将来の反社会的行動に影響するリスクフ

ァクターを評価するためのツールであり、

臨床家が評価する。男子用は 20 項目、女子

用は 21 項目、3件法。サマリーシートを作

成する差には、包括的臨床判断としてリス

クレベルを低中高の 3 段階で評価し、介入

のプランニングや必要なプログラムなどに

ついても言及している点で臨床的な有用性

が高いとされている。 

 

２．発達障害者を対象とした問題行動への

予防的介入のためのアセスメントツール 

  

デルファイ法に準拠した方法で、最終的

に８つのカテゴリーに分類される全３１項

目の設問が選定された。 

各カテゴリーの名称を以下に示す。 

（１） 反社会性 

（２） 家庭・養育 

（３） 学校適応 

（４） 生活環境 

（５） 精神疾患 

（６） 個人特性 

（７） 障害特性：ADHD 

（８） 障害特性：ASD 

 

具体的な項目内容については表３の通り

である。 

本ツールの名称は「Assessment Tool 

for Preventive Intervention for 

Problem Behaviors 31items ― ASD 

version：＠PIP31－ver.ASD（アットピッ

プ・サーティーワン－ASD 版）」とした。 

これらの研究成果を踏まえて、来年度は

触法行為を行なった発達障害者に対して、

本アセスメントツールの有用性を確認する

とともに、適切な医療の提供と問題行動の

防止にあたって有効な介入方法についても

探っていく予定である。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、医療観察法の指定通院対象

者 1190 名のうち、F8 発達障害圏の診断を

受けていた 39 名のデータを収集し、分析を

行った。これまでにも重大な他害行為を行

った発達障害者に関する報告はいくつかあ

るが、多くはケース報告にとどまっており、

そうした知見を汎化することには制限があ

った。その点において本調査の結果は非常



に有用であると思われる。 

また、発達障害者を対象とした、暴力等

の問題行動への予防的介入を行うためのア

セスメントツール「＠PIP31－ASD version

（アットピップ・サーティーワン－ASD）」

の開発はこれまでにない試みであり、問題

行動への早期介入にもつながるものと期待

される。 

来年度は、これらの研究成果を踏まえて、

触法行為を行なった発達障害者に対して、

本アセスメントツールの有用性を確認する

とともに、適切な医療の提供と問題行動の

防止に向けた有効な介入方法について探っ

ていく予定である。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

該当なし 

 

2.  学会発表 

該当なし 

 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 
 
 1. 特許取得 
 なし 
 
 2. 実用新案登録 
 なし 
 
 3.その他 

 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＠PIP31－ver.ASD  氏名：（         ） 記載日：（    年  月  日）  ID：（        ） 

 項目名 
評価  チェック式評価基準／特記事項 

0 1 2  （各評価項目の具体的な内容をチェックする） 

反 
社 
会 
性 

1.身体的暴力歴 □ 過去に 
暴力なし 

□ 中程度の暴力／ 
2 回以下の暴力 

□ 深刻な暴力／ 
3 回以上の暴力 

 □他者への脅迫 
□反抗的で横柄な態度 
□言語的な攻撃 
（他者を罵倒する，いじめを含む） 

□嘘をつく 
□対物暴力 
□対人暴力の未遂 
□学校の物品に対する破壊的行動 
□その他
（                  ） 

2.初回の 
暴力年齢 

□ 20 歳以上 □ 10 歳から 
20 歳まで 

□ 10 歳未満  

3.非身体的 
暴力歴 

□ なし □ 1～2 回 □ 3 回以上  

4.犯罪・非行歴/ 
施設収容歴 

□ なし □ 1 回 □ 2 回以上  □犯罪・非行歴 
(児童自立支援施設/矯正施設/執行猶予) （ ）回 

□逮捕・補導・拘留・保護観察歴 （ ）回 

5.違法薬物の使用 
（未成年は飲酒， 
喫煙を含む） 

□ 使用なし 
（明らかでは 
ない） 

□ 機会的な使用 
あり 

□ 慢性的な使用 
あり 

 使用歴のある薬物名を以下にあげる． 

薬物名 1：  使用期間：  

薬物名 2：  使用期間：  

家 
庭 

6.不適切な養育 □ なし □ いくらか □ 明らかな／深刻な  □過保護 
□ネグレクト（その他の虐待は 12 でチェック） 
□不適切なしつけ 
□一貫性のない養育 
□親子関係（主に心理的愛着）の希薄さ 
□その他（              ） 

7.幼少期の 
養育者の変更 

□ 養育者の変
更がない 

□ 短期的な養育者
の変更 

□ 長期的な養育者
の変更 
（離婚による片
親も含む） 

 

8.両親/養育者の 
犯罪や暴力傾向 

□ 暴力的傾向
がない 

□ 反社会的思考・ 
行動，暴力（DV

の目撃等）に関与
している 

□ 家族に犯罪者が
いる，犯罪や暴
力に関わるライ
フスタイルを持
っている 

  

学
校 

9.学校や職場等 
での不適応 

□ なし □ いくらか 
（短期または1～2
回） 

□ 明らか／深刻 
（長期または 3 回
以上） 

 □引きこもり 
□怠学・怠職 
□学校・職場での孤立 
□無断欠席・欠勤 
□失業中でも仕事を探さない 
□その他（              ） 

10.学業成績不振 □ なし □ いくらか 
（    年生頃 

から） 

□ 明らか／深刻 
（    年生頃 

から） 

 

11.いじめの被害 □ なし □ いくらか 
（短期または1～2
回） 

□ 明らか／深刻 
（長期または 3回
以上） 

  

環
境 

12.虐待歴 □ なし □ いくらか □ 明らか／深刻  □身体的虐待 
□心理的虐待（家族への暴力（DV）の目撃を含
む） 
□性的虐待 

13.過去の監督・ 
保護/介入の失敗 

□ なし □ いくらか □ 明らか／深刻   

14.対人/社会的 
サポート 

□ サポートが 
十分にある 

□ サポートはある
が，その有効性
は疑わしい 

□ サポートが全く
ない／有害であ
る 

 □（学校や職場以外の環境でも）孤立している 
□犯罪/非行仲間，知り合いがいる 
□良い友人，知人がいない/少ない 
□援助者がいない/少ない 
□社会からサポートがない/少ない 

15.経済状況/ 
生活環境・ 
地域の安全性 

□ 経済的問題
はほとんど
なく，安全で
犯罪の少な
い地域に住
んでいる 

□ 
 
経済的問題を抱
えていても，生
活環境はある程
度整っている 

□ 家庭に大きな経
済的問題があ
り，安全性の低
い地域に住んで
いる 

 □貧困状態にある 
□同居者の数が住居の限界を超えている 
□老朽化して不衛生な住居にすんでいる 
□政府の経済的支援を受けている 
□安全性が低い地域に住んでいる 
□地域の犯罪率が高い 
□地域の人々の結びつきが弱い 
□社会資源に乏しい地域に住んでいる 



 項目名 
評価  チェック式評価基準／特記事項 

（右記評価の具体的な内容にチェックする） 0 1 2 

精 
神 
疾 
患 

16.自殺関連行動 □ なし □ １回 □ ２回以上   

17.障害の理解度 
/受容度 

□ 理解あり □ 少し理解あり □ 理解なし  □障害受容できている 
□自分の問題行動が他者に与える影響を 
理解している 

□障害による暴力リスクや，爆発しやすさ， 
イライラしやすさについて理解している 

18.精神病症状 □ なし □ 少し/深刻でな
い 

□ 明らか／深刻  
□妄想（サディステックな空想，被害妄想などを含む） 
□幻覚 
□精神運動興奮 
□明らかな思考障害 
□不適切な感情（病的嫉妬，猜疑心などを含む） 
□感情の不安定さ（急激な変化を含む） 
□TCO 症状（脅威／制御・蹂躙症状） 
□マイクロサイコーシス 
□その他
（                  ） 

19.併存する 
主要な 
精神疾患 

□ なし   □ あり 
具体的に 

 

 

20.治療・支援に対
するコンプライ
アンスを求める
姿勢（援助希求） 

□ 動機づけが高
い／ 
協力的 

□ 動機づけが一貫し
ていない／部分的
に治療や支援に非
協力的／必要性を
理解していない 

□ 動機づけが低い／
治療や支援に 
対して非協力的／
必要性を理解して
いない 

 □治療の中断歴がある 
□治療や支援に非協力的な態度や思考 
□治療への動機づけが低い 
□薬物療法･支援プログラムの拒否，拒否的態度 
□通院や支援上の規則に従わない 

個 
人 
特 
性 

21.権威への 
反抗的態度／ 
反社会的態度 

□ なし □ いくらか □ 明らか／深刻 
 □誇大した自尊心 

□自己中心的 
□不適切な罪悪感（罪悪感の欠如も含む） 
□冷淡 
□他者の感情や幸せを考えない 
□他者への関心が全くない 
□自分の行動の責任を受け入れない 
□謝らない 
□その他（               ） 

22.欲求不満耐性 
の低さ 

（かんしゃく， 
怒りの制御不能） 

□ なし／稀で
ある 

□ 時々見られる □ 頻繁にみられる  

23.共感性の低さ □ 問題なし □ いくらか 
認められる 

□ 明らかに低い  

障 
害 
A 
D 
H 
D 

24.衝動性の高さ □ 低い／ 
行動はない 

□ 中等度／ 
時々見られる 

□ 高い／ 
頻繁にみられる 

  

25.注意欠陥・ 
多動性の高さ 

□ なし □ いくらか □ 明らか／深刻  具体的なエピソード 

（        ） 

障 
害 
P 
D 
D 

26.ルール/規則の 
理解不足や 
誤解の大きさ 

□ なし □ いくらか □ 明らか／深刻  具体的なエピソード 

（        ） 

27.思考の柔軟性 
の欠如の程度 

□ なし □ いくらか □ 明らか／深刻  具体的なエピソード 

（        ） 

28.日常生活に 
おけるこだわり 
/儀式的行動・ 
ルーチンの程度 

□ なし □ いくらか □ 明らか／深刻  具体的なエピソード 

（        ） 

29.感覚過敏の 
有無/程度・内容 

□ なし □ いくらか □ 明らか／深刻  具体的なエピソード 

（        ） 

30.感覚刺激での 
不安定さ 
パニック 

□ なし □ いくらか □ 明らか／深刻  具体的なエピソード 

（        ） 

31.被暗示性の 
強さ 

□ なし □ いくらか 
（年齢相応） 

□ 明らか／深刻  具体的なエピソード 

（        ） 

 



平成25年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）（精神障害分野） 

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

分担研究報告書 

 
児童・思春期における発達障がいを抱えた触法ケースに対する 

矯正医療の在り方についての研究 
 

分担研究者  桝屋 二郎 1)  （法務省関東医療少年院） 

研究協力者   飯森 眞喜雄 2)（東京医科大学） 

安藤 久美子 3)（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所） 

Ａ．研究目的 

発達障害の中でも自閉症スペクトラム障害を

抱えた者による触法ケースについての報告の端

緒となったのは Wing(1981)による薬物への執着

を呈したアスペルガー症候群の少年が実験的に

友人に薬物を投与したケース１）や Mawson ら

(1985)による強迫的観念を背景にしたアスペル

ガー症候群の男性による赤子への暴力ケース２）

と思われる。これらの報告以降も自閉症スペクト

ラム障害者による犯罪や反社会的行動について

の報告は散見されるが、自閉症スペクトラムと犯

罪や反社会的行動との関係性について着目した

大規模な疫学的調査は現在までに行われていな

い。Scragg ら(1994)は英国の高度保安病院であ

るブロードモア病院での調査において男性の全

患者392名中 9名(約 2.3％)がアスペルガー症候

群およびその可能性が高いとし、この確率が一般

人口におけるアスペルガー症候群の発生率より

も高率であることから、アスペルガー症候群は暴

力行為を伴うことがあると考察した３）。わが国で

も近藤ら(2005)が自閉症スペクトラム指数日本

版(AQ-J)の修正版を用いて少年鑑別所に入所し

た非行少年、計 1574 名を調査したところアスペ

ルガー障害である可能性が高いとされるカット

オフ値を越えた少年が 3.1％であったと報告し

ている４）。また藤川(2005)は家庭裁判所に送致さ

れた計 862 名の非行少年を独自のスクリーニン

グカードを用いて調査したところ、広汎性発達障

害が疑われる者の割合が 2.8％であったと報告

している５）。近藤や藤川の調査はあくまでもスク

リーニングツールを用いた検査であり、確定診断

でないことに注意を要するものの、英国だけでな

く、我がわが国の司法の現場にも一般の発生率を

上回る率で自閉症スペクトラム障害者が出現し

ている可能性は否めない。 

我が国のそこで青年期・成人期発達障がいの対

研究要旨：青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの標準的な危機介入と治療・支援を検

討する上で参考となる矯正施設、特に少年院・少年鑑別所において児童・思春期の被収容少年に

対してどのような介入が行われているか調査した。具体的には法務省矯正局が平成 22 年から平

成 24 年にかけて作成した、注意欠如多動性障害と広汎性発達障害を中心に抱えた被収容少年へ

の処遇に関する執務参考資料(非公開)「処遇上特別の配慮を必要とする少年に対する効果的な処

遇の在り方について」、「特殊教育課程 処遇プログラム」を参考とした。なお、執務参考資料は

一般公開されていないため、本稿では日本矯正教育学会等で発表された内容を中心に紹介を行っ

た。少年院・少年鑑別所などの矯正施設においても対応困難な発達障がいケースへの支援で必要

と認識されているスタンスは社会内で必要とされているスタンスと共通しており、矯正施設内で

実施されている有効な介入方法は社会内支援に応用できる可能性が高いことが示唆された。 



応困難ケースへの標準的な危機介入と治療・支援

を検討する上で参考となる、矯正施設、特に少年

院および少年鑑別所において発達障がいを抱え

る児童・思春期の被収容少年に対してどのような

矯正教育・矯正医療が行われているのかを調査し

た。 

 

Ｂ．研究方法 

 法務省矯正局が平成22年と平成23年にそれぞ

れ注意欠如多動性障害と広汎性発達障害を抱え

た被収容少年への処遇に関する執務参考資料(非

公開)として作成し、全国の少年院へ配布した「処

遇上特別の配慮を必要とする少年に対する効果

的な処遇の在り方について」、そして平成 24 年度

に執務参考資料(非公開)として作成された「特殊

教育課程 処遇プログラム」を参考とし、日本矯

正教育学会において発表された内容を中心に、少

年院・少年鑑別所において発達障がいを抱える被

収容者にどのような処遇が行われているか調査

した。そして、一般社会内での発達障害者の触法

ケースへの支援に汎化できるような介入があり

えないか検討を行った。 

 

Ｃ．研究結果および考察 

 我が国の少年院においては、少年鑑別所におけ

る鑑別結果から処遇上特別の配慮を必要とする

と判断された少年に対して、その鑑別結果を基に

個別に処遇上の配慮を行ってきた。このことは、

我が国で発達障がいが注目される契機となった

平成16年の発達障害者支援法の成立より遥か以

前より少年院の処遇課程の一つに特殊教育課程

が設置され、「H₁課程：知的障がい者あるいはそ

れに準ずる者」と共に「H₂課程：情緒的未成熟等

により非社会的な形の社会的不適応が著しいた

め専門的な治療教育を必要とする者」が設置され

ていたことからも見てとれる。実際に現在、自閉

症スペクトラムと診断された少年がこのH₂課程

の少年院に多く送致されている。法務省矯正局は

このような発達障がい者が多く含まれる「処遇上

特別の配慮を必要とする少年」に対して、より効

果的な処遇を継続的に展開し、その社会復帰を支

援するべく、平成20年度に処遇プログラム充実化

検討会を立ち上げ、外部アドバイザーの専門的助

言も受けながら効果的な処遇の在り方について

検討を行ってきている。その成果として、平成22

年と平成23年には、それぞれ注意欠如多動性障害

と広汎性発達障害を中心に抱えた被収容少年へ

の処遇に関する執務参考資料として「処遇上特別

の配慮を必要とする少年に対する効果的な処遇

の在り方について」を作成し、全国の少年院・少

年鑑別所に配布した。その中で検討あるいは指摘

されている項目を要約すると「障害について」、

「基本的に必要なスタンス」「特性を的確に把握

するための留意事項」、「鑑別結果作成上の留意事

項」、「少年鑑別所から少年院への効果的な情報伝

達」、「有効と考えられる処遇について」等である。

これらの項目の内、特に介入・治療・支援に関係

が深い項目や矯正施設独自の取り組みと言える

項目についてを検討していきたい。 

１）基本的に必要なスタンス 

「処遇上特別の配慮を必要とする少年に対す

る効果的な処遇の在り方について」において、発

達障がいに精通した法務技官(心理技官)として

鑑別所長や少年院長を歴任した小栗による軽度

発達障がいの鑑別において必要な心構えが挙げ

られている(以下の4点。要約)６）。 

①対象者に発達障がい者が含まれている可能性

が有り、鑑別や識別の必要に迫られている。 

②少年鑑別所が発達障がいの第一発見者になる

可能性は高く、見落としは許されない。 

③特定の障害名を付けることが目的ではなく、有

効な教育、指導、治療に結び付いてこそ意味があ

る。 

④発達障がい者を「環境への望ましい操作と必要

な指導を待っている存在」と捉え、分析すべきで

ある。 

これらの心構えは我々が社会内において対応困

難ケースに対峙した際にも必要な心構えと言え

よう。特に対応困難ケースではその激しい問題行

動(外在化症状)ゆえに基盤となる発達障がいが



見落とされているケースが多く、先入観を排しな

がらも、その存在を念頭に置いたケース分析が求

められる。 

次に矯正教育に必要とされる基本的スタンスは

としては以下のようなものが挙げられている(要

約)。「特別の配慮を必要とする少年なのかもしれ

ないという視点」、「対応に困っている少年は、そ

の少年自身も実は困っているのではという視点」、

「個々の少年のニーズに即した対応」、「対応は職

員で足並みをそろえる」、「引継ぎの重要性に立ち

返る」これらを挙げた上で、少年院での処遇にお

いて従前より重視されてきた、処遇の根幹とも言

える「処遇の個別化」が発達障がいを抱える少年

への処遇でも同様に大切であることを指摘して

いる。つまり正しく少年や少年の抱える障がいを

理解して、その上で真の意味で少年の利益となる

処遇を個別に追及していくことが大切であると

指摘している。この指摘も我々が社会内において

対応困難ケースに対峙した際にも必要な態度に

通じていると言えよう。 

これらの指摘から言えることは、対応困難ケー

スへの介入における必要な基本的スタンスは社

会内であっても、矯正施設内であっても変わらな

いということであろう。従って、少年院などの矯

正施設で効果が認められる処遇は社会内支援に

おけるヒントとなりうる。 

２）特性を的確に把握するための留意事項 

特に非行に関連する事柄としては、発達障がい

特性が非行の原因であるというような短絡的分

析を慎むべきと指摘している。発達障がい特性が

社会不適応を招き、そこから非行につながってい

ることが多いことを指摘した上で、社会不適応に

至った経緯や背景を詳細に調べ、少年の障がい特

性の関連を丁寧に分析することが肝要であると

指摘している。また、発達障がいのいわゆる二次

障害の一種とされる内在化症状(自尊感情の低下

から生ずる抑うつ気分や劣等感、怒り、無気力等)

の存在や程度にも目を向ける重要性も指摘され

ている。このことは同じく二次障害の一種である

外在化症状に非行が含まれること、内在化症状と

外在化症状は単独で出現するよりも両者が混合

して生じることが多いこと等を考えると極めて

妥当な指摘と言えよう。 

他に、関連要因としての虐待への視点の重要性

も指摘されている。発達障がいの存在が虐待を生

む可能性と共に、虐待を受けることで発達障がい

類似の症状を生んでいくという杉山の指摘７）を

紹介している。 

３）有効と考えられる処遇について(少年院にお

ける新しい取り組み) 

①SGW(Skill Group Work;スキル・グループ・ワ

ーク) 

 前述した特殊教育課程少年院である神奈川医

療少年院において平成18年度から実施されてい

るグループワーク。医師から発達障がいや発達障

がいの疑いといった診断を受けた少年の中から、

少年が持つ特性や院生活での様子に着目しつつ、

グループ指導になじむかどうかを発達障がい処

遇担当スタッフが検討して選出し、1グループ6

人前後としてグループを編成している。 

 このような編成のグループで対人場面や社会

生活に必要とされる基本的な「スキル」を少人数

のグループによる指導を通じて身につけさせる

ことを一つの目的としているが、その目的を達成

する中で、「障がい」であることを自覚させると

いうより、障がいによる症状が「特性」や「くせ」

として受け止められるよう方向付け、出院後に必

要に応じて社会資源を利用し、周囲から援助を受

けながら安定した社会生活を送ることができる

よう心構えを持たせることをより重要な目的と

して位置付けている。プログラム内で使用される

技法は各グループの各達成目標によって選択さ

れ、使用技法は多岐にわたっている。例を挙げる

とグループディスカッション、ディベート、SST、

アサーショントレーニング、アンガーコントロー

ルトレーニング等である。達成目標はスタッフが

少年に身につけさせる必要性を感じているスキ

ルが重視されるが少年自身が関心を示したこと

についても積極的に取り入れられている。ファシ

リテーターは各少年の特性を踏まえ、少年の注意



が散漫にならぬよう、そして少年が理解しやすい

ように表現方法や教材に工夫をしていく。 

 約3か月をかけて1回あたり40分、全10回(単元)

程度のプログラムを行うが、各単元のテーマ例と

しては「発達障がいを理解する」、「特性について

理解する」、「障がい受容について考える」、「自分

自身がどう他者から見られているかを理解する」、

「自分の考えの癖に気付く」、「時運と違う考えを

受け入れる」、「適切な問題解決を学ぶ」、「社会資

源・制度を理解する」等である。 

②『心の扉』プログラム 

 同じく特殊教育課程少年院である中津少年学

院で行われている感情理解・感情コントロールを

目的としたプログラム。同院にて従前より実施し

ていた自己理解のための交流分析にアンガーマ

ネージメントを組み合わせて開発された。 

 対象としては「情緒の未成熟さから対人場面で

の刺激に柔軟に対応できず、些細なことで粗暴で

攻撃的な態度をとりやすい」タイプの少年を少年

鑑別所の鑑別結果と少年院での生活観察から選

定する。約2か月をかけて1回あたり50分、全8回

(単元)程度のプログラムを行う。技法としては毎

回のワークシートを中心に討論、発表、アイスブ

レーキング、ロールプレイ等を用いている。 

指導内容としては最初にプログラムを少年に円

滑に導入させる意図も込めて、「エゴグラムチェ

ックシート」を少年に作成させ、自身がどういう

タイプの人間なのか知るとともに、どういう部分

を修正していけば良いのかを共に検討していく。

その後、アンガーマネージメント用ワークシート

を用い、怒りの仕組みやコントロールの仕方を学

ばせる。ワークシートについては低位な言葉や表

現を工夫しており、少年自身が考えを導き出し、

それに基づいて討議やロールプレイを行ってい

く。また、「言葉のお守り」と名付けたセルフト

ークを見つけ出させ自身の心の拠り所を再確認

させたり、自身で怒りを鎮めるセルフマネージメ

ントについてトレーニングも行う。 

③認知作業トレーニング(COT；Cognitive 

Occupational Training)８） 

 本プログラムは宮川医療少年院の法務技官(精

神科医師)宮口幸治が中心となって、宮川医療少

年院、広島大学、大阪保健医療大学、大阪府立大

学で共同開発された独自のプログラムであり、身

体的に不器用な少年に対する治療的アプローチ

を主眼とする。少年自身の気づきを重視し認知機

能へ働きかけることによってボディイメージや

身体機能の向上を図る。つまり、身体機能と認知

機能の向上を組み合わせたトレーニングを行う

ことで、退院後に就労等を含めた社会生活を円滑

に送れるための基礎作りを行う。 

 対象少年の選定についてはオリジナルの「行動

観察によるチェックリスト」を用い、手先だけで

なく身体的に不器用な少年を選定する。身体的な

不器用さとは例えば体全体の動きのぎこちなさ

やコントロールの悪さを含んだものである。選定

された少年には「IQが低い」、「スポーツ経験が少

ない」、「立位や坐位の自画像にてボディイメージ

の悪さが露わになる」といった特徴の少年が多い

傾向にある。実施期間は約3か月をかけて1回あた

り50分、全10回(単元)程度のプログラムを行う。 

 ファシリテーターおよびコ・ファシリテーター

は役割分担を綿密に決め、指導中には少年に「楽

しい」、「面白い」といった正の強化を与える感情

を持たせるために、結果に対する承認を随時与え

ることが必要とされる。またプログラムを通じて

出来れば複数回の作業療法士の参加が推奨され

ている。作業療法士は認知神経リハビリテーショ

ンや感覚統合療法等に精通している者が望まし

い。作業療法士は各少年の目標課題の再設定等を

担当する。 

 プログラム全体の目的や毎回のセッションの

トレーニングの目的を少年に分かりやすく伝え、

そのトレーニングが例えば就労にどう直結する

のかを伝えることでモチベーションの維持・向上

を目指す。各単元の主題としては自己の目標設定

や自己理解を行ったのち、注意機能や言語的記憶

能力、筋力の調節、動作の予測能力等を高めるた

めに様々な認知作業トレーニングを実施する。例

としては模倣動作、棒体操、ブロック積み、毛布



引き、正しい姿位トレーニング、つまようじ積み、

ひも結び等々である。 

 本プリグラムは複数の機関で現在も改良を重

ねている段階であり、実施には本プログラムに精

通した専門家によるスーパーバイズが必須とさ

れている。 

 

これらの発達障がいや類似した障がい特性を持

った少年に対する少年院での新しい取り組みに

ついては十分にエビデンスが揃っていないもの

も有るし、そもそも複数の指導が常に並行して実

施されている少年院においてはプログラムの効

果判定が困難な場合が多い。しかし、これらの新

しいプログラムを実施している施設においては

様々な方法で効果検証を試みており、実施前後の

変化をとらえる試み(質問紙、チェックリスト、

作文、行動観察等)を行っているが、今回取り上

げた3つの新たなプログラムに関しては少年本人

からも実施担当スタッフからも肯定的なデータ

が多く出ており、一定の効果が有る可能性は高い

と考えられる。今回取り上げたプログラムは非行

を直接的に取り扱っているものではなく、そうい

った意味では社会内の対応困難ケースへの導入

も抵抗が少ないと言えよう。発達障がいの障がい

受容、さまざまなソーシャルスキルの向上、アン

ガーコントロール、認知機能の向上等は社会内ケ

ースでも対応が必要な項目であり、社会内支援へ

の汎化も十分に考えられる。今後、法務省矯正局

にも連携を働きかけ、矯正施設内での試行と社会

内での試行を行い、効果の差異や実施条件の調整

等を行い、双方の利益、ひいては対象者の利益と

なるようなプログラムの開発を模索すべきと考

える。 

 

Ｄ．結論 

 青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへ

の標準的な危機介入と治療・支援を検討する上で

参考となる矯正施設、特に少年院において児童・

思春期の被収容少年に対してどのような矯正教

育・矯正医療が行われているのかを調査した。 

少年院・少年鑑別所などの矯正施設においても

対応困難な発達障がいケースへの支援で必要と

認識されているスタンスは社会内で必要とされ

ているスタンスと共通しており、矯正施設内で実

施されている有効な介入方法は社会内支援に応

用できる可能性が高いことが示唆された。また、

一部の少年院においては発達障がい者や発達障

がい類似の特性を持つ者に対して、社会内では実

施されていない新たな取り組みがいくつか実践

されていることが分かった。それらの新しい試み

の内、学術的なエビデンスも得られているものも

有り、確固としたエビデンスが確立していないま

でも様々な効果判定の試みからは有効である可

能性が示唆されていた。これらの取り組みは非行

や犯罪を直接的に取り扱うものではなく、社会内

の枠組みの中でも十分に実施できるプログラム

であるため、一般社会への汎化が可能である可能

性が示唆された。今後は法務省矯正局にも連携を

働きかけ、矯正施設内での試行と社会内での試行

を行い、効果の差異や実施条件の調整等を行い、

双方の利益、ひいては対象者の利益となるような

プログラムの開発を模索すべきと考える。 
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Ａ．研究目的  

自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum 

Disorders: 以下 ASD）は，（1）対人的相互作用の

質的障害，（2）コミュニケーションの質的障害，

（3）行動・興味・活動の限局された反復的・常

同的な様式，の 3 領域の主兆候によって特徴づけ

られる障害であり，その診断においては，操作的

診断基準である DSM-IV-TR1) (精神疾患の診断・

統計マニュアル第４版- Text Revision)(American 

Psychiatric Association, 2000）および ICD-102)(国際

研究要旨 : 自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum Disorders: 以下 ASD）診断を行う上での
根拠は，発達歴や日常生活の様子及び実際に観察可能な行動に求められる。発達歴や日常生活
の様子は養育者からの聞き取りによらなければならないが， ASD 児・者本人の行動観察には，
Autism Diagnostic Observation Schedule-Genetic)（以下 ADOS-G）がゴールド・スタンダードと
して欧米で用いられている。ADOS-G は，年齢と言語水準によって 4 つの Module に分けられ，
標準化された検査用具や質問項目を用いて，対人コミュニケーションスキルを最大限に引き出
すように意図されている。ADOS-G の各 Module の対象は，Module１は Pre-Verbal/ Single Words,  
Module 2 は Phrase Speech, Module3 は Fluent Speech (Child /Adolescent), Module4 は Fluent 
Speech(Adolescent/Adult)であり，無言語の幼児から言語の流暢な高機能 ASD の成人にまで使用
できる。ADOS-G は，「観察（Observation）」「評定（coding)」「アルゴリズム」から成り，
「観察」の部分で引き出された対人コミュニケーション行動を，「評定」し, その後「アルゴ
リズ」にそって ASD かどうか判定するようになっている。ADOS-G による診断分類は，自閉
症と ASD それぞれに対してカットオフポイントが示されている。 
 本研究では，ADOS-G 日本語版を作成し，その妥当性と評価者間信頼性を検討した。その結
果，日本語版の全 Module について，ADOS のアルゴリズム得点（「意思伝達領域得点」と「相
互的対人関係領域得点」の合計点）によって，ASD 群と非 ASD 群を判別できるという妥当性
が確認された。また，すでに日本での妥当性が確認されている他尺度との関係から併存的妥当
性も確認された。評価者間信頼性については，高い一致率が認められた。また，各 Module に
ついて，自閉症スペクトラム障害のカットオフポイントを求めたが，原版のカットオフポイン
トと同じ値であることが示された。以上から，ADOS-G 日本語版は，信頼性・妥当性共に高く，
日本での使用に問題がないこと，また，日本語版のカットオフポイントが求められたことによ
り，臨床で使用できると考えられる。 



 

疾病分類第 10 版)(World Health Organization, 1992 )

がグローバル・スタンダートとして使われている。

90 年代に入って，これらの自閉症の診断基準が整

備され世界的規模で使用されるに伴い，標準化さ

れた診断のためのアセスメントが相次いで開発さ

れてきている。こうしたアセスメントも，また，

地域や文化の差を超えグローバル化を目指してい

る。 

現在，診断のための ASD の生物学的指標は確

立しておらず，ASD 診断を行う上での根拠は，発

達歴や日常生活の様子及び実際に観察可能な行動

に求められる。発達歴や日常生活の様子について

は養育者からの聞き取りによらなければならない

が，このための面接ツールとして，The Autism 

Diagnostic Interview-Revised3)（以下 ADI-R）

（Lord et al.,1994）や The Diagnostic Interview 

for Social and Communication Disorders（以下

DISCO）4)（Wing et al.,2002）がある。一方，ASD

児・者本人の行動観察もまた不可欠であるが，こ

のために開発されたのが Autism Diagnostic 

Observation Schedule-Genetic5)（以下 ADOS-G）

（Lord et al., 2000）である。 

ADOS-G は Lord,C.や Rutter,M.らによって開発

された ASD の診断・評価に特化した検査で，診断

におけるゴールド・スタンダードとして使用され

ている。ADOS-G は，年齢と言語水準によって 4つ

の Module に分けられ，標準化された検査用具や

質問項目を用いて，対人コミュニケーションスキ

ルを最大限に引き出すように意図されている。

ADOS-G の各 Module の対象は，Module１は

Pre-Verbal/ Single Words,  Module 2 は Phrase 

Speech, Module3 は Fluent Speech (Child / 

Adolescent), Module4 は Fluent Speech 

(Adolescent/Adult)であり，無言語の幼児から言

語の流暢な高機能 ASD の成人にまで使用できる。

ADOS-G は，「観察（Observation）」「評価（Coding）」

「アルゴリズム」から成り，「観察」の部分で引

き出された対人コミュニケーション行動を，「評

定」し, その後「アルゴリズ」にそって ASD かど

うか判定するようになっている。ADOS-G による診

断分類は，自閉症と ASD それぞれに対してカット

オフポイントが示されている。現在，DSM-IV-TR

の診断基準と対応している直接観察検査は，

ADOS-G のみである。ADOS-G の各 Module の対象は

言語水準にわけられ，Module１は無言語/1 語文程

度, Module 2 は 2～3語文程度, Module3 は言語

流暢な子ども/青年, Module4 は言語流暢な青年/

成人であり，無言語の幼児から言語の流暢な高機

能 ASD の成人にまで使用できる。 

 本研究では，各 Module この信頼性と妥当性を

検討し，カットオフポイントを求める。 

 

B.方法 

B-1. 被験者 

Module1:自治体の乳幼児健診で 2 歳までに M- 

CHAT 陽性となり，フォローの結果，3 歳時に専

門医による確定診断を受けた自閉症スペクトラム

幼児（臨床群）18 名（男性：女性＝14：4；ADOS

施行時平均月齢＝27.1 ± 4.3，発達指数（DQ）＝

83.2 ± 9.4）と，ASD の診断を除外された非 ASD

の臨床ケース 10 名，およびボランティアで参加

した定型発達児（統制群）8 名の計 18 名（男性：

女性＝8；10 ADOS 施行時平均月齢＝26.6 ± 6.5，

発達指数（DQ）＝88.3 ± 12.4）とした。診断は，

第 7 筆者の精神科医により行われた。 

Module2: 小平市・西東京市の保育所・幼稚園に在

籍する幼児でSRS陽性となり診断面接を受けた児，

発達の問題を主訴にクリニックを受診し診断面接

を受けた児のうち自閉症スペクトラム障害と診断

された幼児（臨床群）24 名（男性：女性＝17：7；

ADOS 施行時平均月齢＝59.8±10.4 ヵ月； ADOS

施行時平均発達指数（DQ）=52.7±6.5）と SRS 陽

性あるいはクリニック受診をし診断面接を受けた

が ASD の診断を除外された非 ASD の臨床ケース

21 名，および診断ニーズのないボランティアの定

型発達児（統制群）の 3 名の計 24 名 (男性：女性

＝16：18)の計 48 名とした。診断は，第 5 及び 7

の筆者児童精神科医により行われた。 



 

Module3: 小平の通常学級に在籍する児童のうち，

SRS が陽性となり診断面接を受けた児，クリニッ

クなどを受診して診断面接を受けた児のうち自閉

症スペクトラム障害と診断された 25 名（男性：

女性＝18：7；ADOS 施行時平均年齢＝10.1±3.3

歳；ADOS 施行時平均 FIQ=100.1±17.2）と SRS

陽性あるいはクリニック受診をして診断面接をう

けたが，ASD の診断を除外された非 ASD の臨床

ケース 19 名，および定型発達児（統制群）の 5

名の計 24 名（男性：女性＝15：9；ADOS 施行時

平均年齢＝8.9±1.7 歳； ADOS 施行時平均

FIQ=98.9±17.7）である。診断は，第 7 の筆者の

児童精神科医により行われた。  

Module4: ASD 群 19 名（男性：女性＝14：5，平均

年齢 24.5±12.6歳），統制群（非 ASD 群）19 名（男

性：女性＝9：10，平均年齢 33.6±9.9歳， 統合失

調症 6 名，気分障害 6 名，境界性パーソナリティ

障害 2 名，強迫性障害 1 名，定型発達 4 名）であ

る。IQ の有意差はないが，男女比，年齢には有意

差がみられる。診断は，第１,5,6,7 筆者の児童精

神科によって行われた。 

被験者の年齢及び発達指数あるいは IQ は表１に

示す。 

表１：被験者の年齢及び発達指数・IQ 
  ASD Non-ASD T P 

Module1 Number(boy) 18(14) 18(8) － .09 
 Age month 27.11

±4.34 
26.61±

6.47 
.27 .79 

 DQ 83.17
±9.41 

88.33±
12.37 

1.41 .17 

Module2 Number(boy) 24（17） 24(16) － 1.00 
 Age month 59.79

±
10.41 

65.13±
8.64 

1.93 .06 

 DQ 96.81
±

13.66 

102.88±
14.21 

1.46 .15 

Module3 Number(boy) 25(18) 24(15) － .55 
 Age year 10.08

±3.32 
8.88 ±
1.73 

1.59 .12 

 IQ 100.12
±

17.20 

98.92 ±
17.65 

.24 .81 

Module4 Number(boy) 19(14) 19(9) － .18 
 Age year 28.58

±7.43 
33.58±

9.89 
1.76 .09 

 IQ 97.63
±

17.78 

101.79±
22.03 

.64 .53 

 

B-2. もちいた検査 

 ADOS 日本語版（ADOS-JV）の各 Module につ

いて，信頼性及び妥当性を検討した。併存的妥当

性には，日本での妥当性が検証されている以下の

検査を用いた。 

・ADOS-JV Module１: 対象は Pre-Verbal/ Single 

Words の子どもであり，10 の観察項目と,29 の

coding 項目とアルゴリズムからなる。アルゴリズ

ムは communication 領域で 2 点以上，reciprocal 

social interaction 領域で 4 点以上，その両領域の合

計得点が 7 点以上の場合，ASD と判断される。 

 Module 2: 対象は Phrase Speech の子どもであり，

10 の観察項目と, 24 の coding 項目とアルゴリズム

からなる。アルゴリズムは communication 領域で 3

点以上，reciprocal social interaction領域で 4点以上，

その両領域の合計得点が 8 点以上の場合，ASD と

判断される。 

Module3: 対象は Fluent Speech(Child/Adolescent), 

10 の観察項目と, 28 の coding 項目とアルゴリズム

からなる。アルゴリズムは communication 領域で 2

点以上，reciprocal social interaction領域で 4点以上，

その両領域の合計得点が 7 点以上の場合，ASD と

判断される。 

Module4 : 対象は Fluent Speech(Adolescent/Adult)で

あり 10の観察項目と, 31の coding項目とアルゴリ

ズムからなる。アルゴリズムは communication 領

域で 2 点以上，reciprocal social interaction 領域で 4

点以上，その両領域の合計得点が 7 点以上の場合，

ASD と判断される。 

・CARS-TV: 専門家が本人の行動観察と母親の聞

き取り内容から，自閉症に関連する 15 項目の症

状について得点をつけていき，最終的に合計点で

自閉症かどうかとその重症度を測定できる検査で

ある。得点が 30 点をこえると自閉症とされ，

30 ～ 36.5 点であると軽中度自閉症，37 ～ 60 

点であると重度自閉症となる。 

・SRS-JV : 親記入式の質問紙で，子どもの対人相

互性や社会性について評価する。対人相互性や社



 

会性は，自閉症の症状の中でも中核的な症状であ

り，ASD では，定型発達よりも SRS が高得点にな

ることが示されている。 

・AQ-TV : 50 問からなる自記式の質問紙で自閉症

スペクトラムの傾向を調べることができる。カッ

トオフポイントは，30 点である。 

 

【手続】  

Module1, 3，4 は，ADOS の研究者資格保持者の第

2，3 筆者によって全ケースが実施された。Module2

は，第 2，3 筆者及び研究者資格保持者の第 5 筆者 

によって実施された。 

評定者間信頼性： 

Module1:臨床群のうち 15 名について，第 2, 3 筆者

2 名が独立して ADOS を評定した。各 29 項目の単

純一致率とカッパ係数（κ）を調べた。Module４：

臨床群のうち 8 名について，第 2，3 筆者 2 名が独

立して ADOS を評定した。各 29 項目の単純一致

率とカッパ係数（κ）を調べた。 

 

ADOS アルゴリズム得点の併存的妥当性： 

ADOS アルゴリズム得点の妥当性については，臨

床群と統制群の ADOS のアルゴリズム「意思伝達

領域得点」「相互的対人関係領域得点」及び両領

域の合計得点を比較することで検討する。また，

併存的妥当性については，Module1 は CARS の得

点，Module2, Module3 は SRS の得点との相関を

求める。Module4 については，AQ-TV の得点との

相関を求める。 

 

ASD のカットオフ値：各 Module について，感度

と特異度を計算する。 

ROC(receiver operating characteristic analysis)曲線に

よって，各 Module の各得点（あるいは「意思伝

達領域得点」「相互的対人関係領域得点」，合計

得点）について，カットオフ値を変化させた時の

感度と特異度を求め，適切なカットオフ値を決定

した。 

 

【結果】 

評定者間信頼性： 

Module１:臨床群 15 名について，各 29 項目の単純

一致率は，72.7％～100.0％の範囲であった。κ係

数は，得点分布が偏っていたために算出できなか

った 1 項目を除き，0.42 から 1.00 の範囲で，平均

κ＝0.84であり，良好な評定者間信頼性を示した。 

Module4: 臨床群 8 名について，評価者間信頼性に

ついては，各31項目の単純一致率において，88.97％

～100.0％の範囲であった。κ係数は，得点分布が

偏っていたために算出できなかった6項目を除き，

0.70 から 1.00 の範囲で，平均κ＝0.96 であり，良

好な評定者間信頼性を得られた。 

 

ADOS アルゴリズム得点の併存的妥当性 

併存的妥当性については，Module1 は CARS の得

点，Module2, Module3 は SRS の得点, Module4 に

ついては，AQ-TVの得点との相関を求めたところ，

いずれも高い相関が認められた。 

 

 表 2：各 Module のアルゴリズム得点と他の検査

値との相関 
 Scale number r 

Module1 CARS 36 .789** 
Module2 CARS 17 .722** 
Module3 SRS 41 .645** 
Module4 AQ 38 .648** 

 

診断的妥当性： 

【Module1】: 

ADOS アルゴリズム得点の妥当性については，ア

ルゴリズム「意思伝達領域得点」(t(43)=7.47, p<.001)

「相互的対人関係領域得点」(t(43)=8.07, p<.001), 

及び両領域の合計得点において有意差がみられた。 

 

【Module2】 

診断的妥当性については，アルゴリズム「意思伝

達領域得点」(t(41)=5.6, p<.001)「相互的対人関係

領域得点」(t(41)=4.9, p<.001),及び両領域の合計得

点において有意差がみられた(t(41)=5.2 (p<.001）。 

 



 

【Module3】 

診断的妥当性については，アルゴリズム「意思伝

達領域得点」(t(34)=5.0, p<.001)「相互的対人関係

領域得点」(t( 34)=5.9, p<.001),及び両領域の合計得

点において有意差がみられた(t (34)=5.4 (p<.001）。 

 

【Module4】 

診断的妥当性については，アルゴリズム「意思伝

達領域得点」(t(36)=4.7, p<.001)「相互的対人関係

領域得点」(t(36)=10.7, p<.001),及び両領域の合計

得点において有意差がみられた(t(36)=8.7 (p<.001）。 

 

ASD のカットオフ値： 

【Module1】: 

アルゴリズムの「意思伝達領域得点」「相互的対

人関係領域得点」及び両領域の合計得点について，

ROC 曲線を求めると以下のようになる。AUC(area 

under  curve)は，言語と意思決定で .908，95% CI 

[.802, 1.000]，相互的対人関係で .921，95% CI [.837, 

1.000]，合計得点で .948，95% CI [.881, 1.000]であ

った。３つの得点の AUC の差は有意ではなかっ

た(χ2(2)=4.88, p=.087)。 

 

 図：Module1 のアルゴリズム値の ROC 曲線 

 

それぞれの領域の感度と特異度を求めると，「意

思伝達領域」は以下のようになる。 

 

カットオフ 感度 特異度 
  

1  .955 0.217  
2  .955 0.609  
3  .864 0.957  
4  .727 0.957  
5  .545 1.000  

 

「相互的対人関係領域」は以下のようになる。 

カットオフ 感度 特異度 
3  1.000 0.565  
4  1.000 0.783  
5  .955 0.826  
6  .818 0.870  
7  .727 0.870  

 

両領域の合計は以下のようになる。 
カットオフ 感度 特異度 

5  1.000 0.696  
6  .955 0.826  
7  .955 0.870  
8  .955 0.870  
9  .864 0.913  

10  .773 0.957  
11  .636 0.957  

 

他の Module についても，同様にカットオフを求

めたところ，以下の表のような結果が得られた。 

 

表 3. Module 2,3,4 のカットオフ値と感度・特異

度 
  Cutoff sensitivity specificity 

Module2 A 2 .84 .68 
B 4 1.00 .84 

A＋B 7 .95 .79 
Module3 A 2 1.00 .63 

B 4 0.93 .79 
A+B 7 0.93 .83 

Module
４ 

A 2 .84 .68 
B 4 1.00 .84 

A+B 7 .95 .79 

 

 

【考察】 

Module1 と Module4 について検討した評定者間

信頼性については，高い信頼性が認められた。研

究者資格のある評定者が行っていることを考える

と，他の Module においても高い評定者間信頼性

が認められると考えられる。 



 

また，Module1~4 のすべての Module で

ADOS-G-JVアルゴリズム得点の妥当性については，

臨床群と統制群のADOS-G-JVのアルゴリズム「意

思伝達領域得点」「相互的対人関係領域得点」及

び両領域の合計得点のすべてにおいて妥当性が認

められた。また，併存的妥当性については，CARS

の得点と高い相関認められ，ADOS-G-JV の妥当

性が認められた。 

 また，それぞれの感度と特異度をみると，オリ

ジナルと同じカットオフの基準で問題がないと考

えられる。従って，ADOS-G-JV の Module１のカ

ットオフ値は，「意思伝達領域」が 2 点，「相互

的対人関係領域」が 4 点，両領域が 7 点と考えら

れる。Module2 のカットオフ値は，「意思伝達領

域」が 2 点，「相互的対人関係領域」が 4 点，両

領域が 7 点と考えられる。 Module3 のカットオフ

値は，「意思伝達領域」が 2 点，「相互的対人関

係領域」が 4 点，両領域が 7 点と考えられる。 

Module4 のカットオフ値は，「意思伝達領域」が

2 点，「相互的対人関係領域」が 4 点，両領域が 7

点と考えられる。 

 

（倫理面の配慮）本研究は，福島大学倫理委員会

及び国立精神神経医療研究センター倫理委員会の

承認を得たものであり，本研究の意義・目的・方

法・被験者が被りうる不利益や危険性について被

験者に対して説明を行い，文書で同意を得た。 
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Ａ．研究目的  

自閉症スペクトラム（Autism Spectrum  

Disorders: 以下 ASD）の臨床場面において、

診断に至るまでにいくつかの段階がある。まず、

一般集団から ASD の疑いのある者を的確に同

定し（1 次スクリーニング）、そこから 2 次ス

クリーニングを経て最終診断に進むことが一般

的であり、欧米では、１次スクリーニング・2

次スクリーニング、診断に用いる検査ツールが

それぞれの段階に合わせて開発・使用されてい

る。日本においては、スクリーニングや診断に

用いられる評価用検査も少ないのが現状である。 

本研究では、アメリカで開発され、多くの国

で標準的に用いられている検査の日本語版の作

成及びその妥当性と信頼性を検討し、日本の医

療臨床や教育臨床で役立つことを最終目的とす

る。本研究では、ASD の二次スクリーニングと

して欧米で広く使われている質問紙である対人

コミュニケーション質問紙（Social 

Communication Questionnaire ：SCQ）の信頼

性と妥当性を検証する。 

研究要旨 : 自閉症スペクトラム（Autism Spectrum  Disorders: 以下 ASD）の 2 次スクリーニ
ングツールとして、対人コミュニケーション質問紙（Social Communication Questionnaire ：
SCQ）は欧米で広く使用されている。本研究では、日本語版 SCQ の信頼性と妥当性の検証を
目的として行った。 

SCQ は、「誕生から今まで｣バージョンと「現在」バージョンの 2 種類があるが、いずれの
バージョンも再検査信頼性、評定者間信頼性、内部一貫信頼性ともに十分な信頼性が確認され
た。また、妥当性検討に関しては、両バージョンにおいて、すでに ASD の症状評価に信頼性・
妥当性が確認されているADI-R合計得点とSCQ合計得点との間に有意な正の中程度の相関関
係が認められ、併存的妥当性を有することも明らかとなった。また、「誕生から今まで」バー
ジョンおよび「現在」バージョンについて、ASD 群は一般群と比べて有意に高い SCQ 合計得
点を示し、SCQ は ASD 群と一般群を区別することが明らかとなった。本研究では、「誕生か
ら今まで」バージョンおよび「現在」バージョンについて、ASD 群と非 ASD の臨床群の SCQ
合計得点を比較した。その結果、「誕生から今まで」バージョンでは、ASD 群は非 ASD 群と
比べて有意に高い SCQ 合計得点を示したが、「現在」バージョンでは、両群間に有意な差は
認められなかった。ASD のスクリーニング目的には、「誕生から今まで」バージョンを用い
るため、SCQ は ASD のスクリーニングツールとしての一定の有用性が示された。今後はケー
ス数を蓄積し、両群を区別するカットオフ値を検討する必要がある。 



 

Ｂ．方法 

対象  

信頼性検討 

ASDの診断を受けた児童・青年 23名とした（男：

女＝18：5，平均年齢（標準偏差）範囲＝16.17

（1.9）11-18，平均 IQ（標準偏差）範囲＝87.9

（25.0）49-153）。 

 

妥当性検討 

併存的妥当性 

ASDの診断を受けた青年・成人 28名とした（男：

女＝18：10、平均年齢（標準偏差）範囲＝30.3

（6.83）20－48、平均 IQ（標準偏差）範囲＝104.3

（14.0）85-138）。 

 

判別的妥当性 

ASD 群：ASD の診断を受けた 51 名とした（男：

女＝36：15，平均年齢（標準偏差）範囲＝23.24

（4.64）11－48、平均 IQ（標準偏差）範囲＝96.1

（19.5）49-138）。 

一般群：ASD の診断を受けていない 10 名の一

般の児童・青年を一般群とした（男：女＝7：3， 

平均年齢（標準偏差）範囲＝22.7（8.90）11－

48）。 

非 ASD 群：医療機関等の臨床機関に継続的に通

院している ASD 以外の臨床群 21 名とした（男：

女＝14：7，平均年齢（標準偏差）範囲＝9.19

（5.56）4-29、平均 IQ（標準偏差）範囲＝85.54

（22.33）65-141）。 

 

尺度 

対人コミュニケーション質問紙（Social 

Communication Questionnaire：SCQ） 

SCQ は、Rutter, M., Bailey, A., Lord, C.によ

って開発され、自閉症スペクトラムの可能性の

ある対象に関して、コミュニケーションスキル

と対人機能を評価することができる 2 次スクリ

ーニング用質問紙である。症状が最も顕著な過

去の時期の状態について尋ねる「誕生から今ま

で」バージョンと 現在の状態について尋ねる「現

在」バージョンとの 2 つのバージョンに分かれ

ているが、いずれも 2 択（はい・いいえ）40 問

の質問紙で、親または養育者によって 10 分弱で

記入が可能である。得点は、項目 1 を除いて、0

～39 点で算出される。 

「誕生から今まで」バージョンは、主に 4,5

歳を中心として、対象の発達早期からの発達に

ついて焦点をあてており、合計得点で自閉症の

カットオフ（15 点）が設けられており、カット

オフを超える場合は、診断面接を受けることが

強く推奨される。 

「現在」バージョンは、過去 3 ヵ月の対象の

状態を評価するものである。結果は治療計画や

教育計画に役立ち、また、経年的変化を測定で

きる。SCQ は簡便でありながら、臨床家や教育

者にとって有用な 2 次スクリーニングツールで

ある。 

 

自閉症診断面接修正版（Autism Diagnostic 

Interview- Revised ：ADI-R） 

ADI-R は、自閉症の診断を目的とした、親（親）

に行う半構造化面接法である（Lord, Rutter, Le 

Couteur, et al.,1994）。ADI-R の日本語版の信

頼性と妥当性は、Tsuchiya, Matsumoto, Yagi

ら（online）によって報告されている。本研究

では、診断アルゴリズムに関する下位項目を用

いて、3 領域（相互的対人関係の質的異常、意

志伝達の質的異常、限定的・反復的・常同的行

動パターン）の得点を算出した。いずれも得点

が高いほど、異常であることを表す。 

 

手続き 

対象の母親に対し、SCQ の「誕生から今まで」

バージョンと「現在」バージョンに回答を求め

た。一部の母親には、2 週間間隔（回答日間隔

平均（SD）範囲＝13.23（3.5）7-18）で 2 回回

答を求め、一部の父親にも回答を求めた。 

 



 

分析 

信頼性検討 

再検査信頼性：「誕生から今まで」バージョン

と「現在」バージョンそれぞれについて、1 回

目回答と2回目回答のSCQ合計得点の級内相関

係数を求めた。 

 

評定者間信頼性：「誕生から今まで」バージョ

ンと「現在」バージョンそれぞれについて、母

親回答と父親回答の SCQ 合計得点の級内相関

係数を求めた。 

 

妥当性検討 

併存的妥当性：「誕生から今まで」バージョン

と「現在」バージョンそれぞれについて、SCQ

合計得点と ADI-R 合計得点との相関係数

（Pearson 積率相関係数）を求めた。 

 

判別的妥当性①：「誕生から今まで」バージョ

ンと「現在」バージョンそれぞれの SCQ 合計得

点について、ASD 群と一般群の 2 群間で差があ

るかどうかを t 検定により検討した。 

 

判別的妥当性②：「誕生から今まで」バージョ

ンと「現在」バージョンそれぞれの SCQ 合計得

点について、ASD 群と非 ASD の臨床群 2 群間で

差があるかどうかを t 検定により検討した。 

 

内部一貫信頼性 

ASD 群および一般群の母親の一回目の SCQ の

回答について、「誕生から今まで」バージョン

と「現在」バージョンの全 40 項目のアルファ係

数（α）を求めた。 

 

Ｃ．結果 

信頼性検討 

再検査信頼性： 

「誕生から今まで」バージョンについて、1 回

目平均得点 23.4 点、2 回目平均得点 25.1 点であ

った。また「現在」バージョンについて、1 回

目平均得点 15.0 点、2 回目平均得点 17.9 点であ

った。級内相関係数（Intraclass correlation: 

ICC）を求めて再検査信頼性を確認したところ、

それぞれ ICC=0.961, 0.965 (いずれも p<.001)）

と良好な再検査信頼性が確認された。 

 

評定者間信頼性： 

「誕生から今まで」バージョンについて、母親

回答平均得点 23.4 点、父親回答平均得点 22.3

点であった。また「現在」バージョンについて、

母親回答平均得点 15.0 点、父親回答平均得点

16.2 点であった。級内相関係数（Intraclass 

correlation: ICC）を求めて再検査信頼性を確認

したところ、それぞれ ICC=0.778, 0.783 (いず

れも p<.01)）と良好な評定者間信頼性が確認さ

れた。 

 

妥当性検討 

併存的妥当性： 

併存的妥当性検討のために、SCQ 合計得点に

ついて、すでに ASD の症状評価尺として、信頼

性・妥当性が示されている自閉症診断面接修正

版（Autism Diagnostic Interview: ADI-R）日

本語版（Tsuchiya et al., online）との関連を調

べた。「誕生から今まで」および「現在」質問

紙の SCQ 合計得点について、ADI-R の合計得

点との正の相関関係が認められ（それぞれr=.772

（p<.001）, r=.489（p<.05））、十分な併存的

妥当性が示された。 

 

内部一貫信頼性： 

「誕生から今まで」バージョンのα係数は、.926

であり、「現在」バージョンのα係数は、.910

であった。 

 

判別的妥当性①： 

  ASD 群と一般群の「誕生から今まで」および

「現在」バージョンの SCQ 合計得点について、



 

ASD 群と一般群で比較した結果を表 1 に示す。

いずれも ASD 群の SCQ 合計得点が有意に高か

った。 

 

表１：ASD 群と一般群の SCQ 得点の比較 

 ASD 群
（n=51） 
平均（範
囲） 

一般群 
（n=10） 
平均（範
囲） 

 
 
t 

 
 

P 

誕生から
今まで 

17.3（10.6） 0.6（0.8） 11.30 <.001 

現在 13.3（8.3） 0.1（0.3） 11.54 <.001 

 

判別的妥当性②： 

次に、年齢と IQ/DQ をマッチさせた ASD 群

と非 ASD 群について「誕生から今まで」および

「現在」バージョンの SCQ 合計得点を比較した

結果を表 2、表 3 に示す。「誕生から今まで」

バージョンでは ASD 群の方が非 ASD 群よりも

有意に高い SCQ 合計得点を示したが、「現在」

バージョンでは両群に有意な差は認められなか

った。 

 

表 2：ASD 群と非 ASD 群の「誕生から今まで」

SCQ 得点の比較 

 ASD 群
（n=24） 
平均（範囲） 

非 ASD 群 
（n=21） 
平均（範囲） 

 
 
t 

 
 

P 

誕生から
今まで 

14.33
（9.64） 8.00（7.09） 2.48 .017 

 

表 3：ASD 群と非 ASD 群の「現在」SCQ 得点

の比較 

 ASD 群
（n=21） 
平均（範囲） 

非 ASD 群 
（n=9） 

平均（範囲） 

 
 
t 

 
 

P 

現在 9.81（7.39） 8.67（5.72） .41 .683 

 

 

Ｄ．考察 

 本研究では、SCQ 日本語版の「誕生から今ま

で」バージョンと「現在」バージョンについて、

信頼性と妥当性の検討を行った。いずれのバー

ジョンも再検査信頼性、評定者間信頼性、内部

一貫信頼性ともに十分な信頼性が確認された。   

また、妥当性検討に関しては、両バージョン

において、すでに ASD の症状評価に信頼性・妥

当性が確認されている ADI-R 合計得点と SCQ

合計得点との間に有意な正の中程度の相関関係

が認められ、併存的妥当性を有することも明ら

かとなった。また、「誕生から今まで」バージ

ョンおよび「現在」バージョンについて、ASD

群は一般群と比べて有意に高いSCQ合計得点を

示し、SCQ は ASD 群と一般群を区別すること

が明らかとなった。 

一方、SCQ は二次スクリーニングツールであ

るため、非 ASD の臨床群と鑑別できることが求

められる。「誕生から今まで」バージョンおよ

び「現在」バージョンについて、ASD 群と非

ASD の臨床群の SCQ 得点を比較したところ、

「誕生から今まで」バージョンの SCQ 得点は

ASD 群が一般群と比べて有意に高かった。しか

しながら、「現在」バージョンの SCQ 得点は両

群に有意な差が認められなかった。ASD のスク

リーニングに使用する「誕生から今まで」バー

ジョンの SCQ 得点は ASD 群と非 ASD 群を区

別することが明らかとなった。ASD のスクリー

ニングには、「誕生から今まで」バージョンを

使用するため、ASD のスクリーニングツールと

して一定の妥当性が示されたと考えられる。今

後は、ケース数を蓄積し両群を区別するカット

オフ値を検討する必要がある。また、ASD 児者

の現在の症状程度を測定すると考えられる「現

在」バージョンで両群に差が認められなかった

点については、今後ケース数を蓄積して再検討

する必要がある。 
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研究要旨 

犯罪又は触法行為を行った発達障害者に対する刑事処分や刑事施設における処遇の在り方を

模索することを目的とし，韓国における矯正施設（刑務所，少年院，治療監護所）に関する基

礎調査の上，現地での訪問・聞き取り調査を行った。 

その結果，韓国における発達障害の理解が我が国と異なり，知的障害を中心に捉える傾向が

あるため，成人の矯正施設では自閉症やアスペルガーといった発達障害と診断されている者が

いないことが明らかとなった。従って，韓国の矯正施設では，発達障害の収容者に対する特別

な処遇プログラムといったものは未だ策定されていないが，近年における性犯罪者対策の一環

として，小児性愛や性的倒錯障害など精神性的障害(PsychoSexual Disorder)のある一部の性犯

罪者に対する認知行動療法や知的障害を有する性犯罪者に対する心理治療プログラムが開発・

実施されている。 

 一方，韓国では，管区毎に一か所の刑務所を定めて精神保健センターを設置し，管区内の刑

務所から特別な処遇を要する精神障害受刑者を集めて１年間に亘る認知行動療法を中心とした

処遇を行っている。発達障害に特化したプログラムではないものの，こうした重点施設やプロ

グラムをもたない我が国の刑事施設にとっても参考になる。 

 さらに，保安処分施設たる治療監護所での対応であるものの，精神障害がある収容者が退所

（仮終了等）した後も，保護観察を行いながら，治療監護所がフォローアップ的な継続指導を

行っており，触法性精神障害者に対する施設内処遇と社会内処遇の連携として注目される。さ

らに，治療監護所から退所する精神障害者のうち帰住先がないものを，更生保護施設で受け入

れる体制が構築されている。 

 今後の課題は，公判前の段階で触法性発達障害者を刑事手続から外し，社会での治療・処遇

機関につなぐことのできる法制度の有無や問題点について調査することであり，特に韓国の条

件付起訴猶予制度について重点的に調査する予定である。 

 

 

 

 



Ａ．研究目的 

 犯罪行為を行った者に発達障害がある場合で

も，責任能力が認定され，刑罰が科せられるのが

一般的であり，自由刑に処されれば，刑事施設（刑

務所）に収監され，刑の執行が行われる。 

2012年 7月 30日の大阪地裁殺人被告事件判決

では，被告人のアスペルガー症候群の影響を量刑

上大きく考慮することは相当でないとし，通常人

と同様の倫理的批判を加えることはできないと

しながらも，「いかに精神障害の影響があるとは

いえ，十分な反省のないまま被告人が社会に復帰

すれば」，「アスペルガー症候群という精神障害

に対応できる受け皿が何ら用意されていないし，

その見込みもない」ことから再犯のおそれが懸念

され，「許される限り長期間刑務所に収容すること

で内省を深めさせる必要があり，そうすることが，

社会秩序の維持にも資する」として，検察官の求刑

16 年を上回る懲役 20 年を言い渡している（判例集

未登載。LLI/DB）。 

大阪地裁の判断が発達障害と社会資源に関する

正しい理解と知識に裏付けられたものでないにし

ても，もし発達障害に対する適切な対応と帰住環境

の調整が行われなければ，更生や社会復帰に支障が

生じる可能性は否定できない。 

従来，少年院においては，発達障害を有する非

行少年の処遇の在り方について検討が行われて

きているが，刑事施設においては，統合失調症等

の精神疾患や薬物依存性の精神障害のある者に

ついては一定の治療や処遇が行われているもの

の，発達障害を対象とした特別な処遇は行われて

いない。そもそも，受刑者における発達障害の状

況についての調査も行われておらず，近年，知的

障害についての調査がようやく行われたに過ぎ

ない。 

刑事施設から釈放においても，発達障害を念頭

においた対応ではなく，一般的な許可基準である

悔悟の情や改善更生の意欲，再犯のおそれ等を基

準とした仮釈放審査が行われていることは想像

に難くなく，そうであるとすれば，中には発達障

害特有の傾向から仮釈放が認められず，満期釈放

となって釈放後に何等の対応も取られていない

可能性が高い。また，仮釈放となったからといっ

て，現在の残刑期間主義（仮釈放後，残った刑期

の間だけ保護観察を行う制度）の下では，極めて

限られた期間しか保護観察を行い得ない。 

2009 年からは，精神障害や高齢の受刑者で福

祉的支援を要する者を刑事施設収容中から帰住

先の福祉施設を調整する特別調整と地域生活定

着支援事業が実施されている。しかし，この制度

の対象は知的障害者や高齢者が中心となってお

り，知的障害のない発達障害者が対象となること

は少ないと考えられる。 

医療観察法にしても，心神喪失または心神耗弱

により不起訴や無罪，執行猶予となったことが要

件であるため，刑事責任が認められることが多い

発達障害だけの者が対象となることは極めて少

ない。 

 このように，我が国の刑事司法制度においては，

未だ，犯罪行為を行った発達障害者に対する適切

な対応が確立されておらず，今後，刑事手続にお

いてどのような刑事処分を行うことが，刑事責任

の追及という点においても，また本人の社会復帰

にとっても望ましいのかが検討されなければな

らず，自由刑を科す場合においても，刑事施設に

おいてどのような処遇を行うべきであり，また釈

放時にどのような形で社会生活に結びつけてい

くかを検討する必要がある。 

本研究は，そうした問題意識の下，海外におけ

る触法性発達障害者の刑事処分や刑事施設での

処遇を比較法的見地から調査することにより，我

が国における制度の在り方を模索することを目

的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

1. 調査対象と方法 

平成 25 年度は，韓国の矯正施設における処遇

制度の概要と精神障害収容者に対する処遇につ

いての一般的な情報収集を行った後，同国におい



て発達障害を含む精神障害者を収容している可

能性の高い刑務所，少年院，治療監護所を訪問し，

施設の見学を行うとともに，処遇担当の職員や医

師等から聞き取り調査を実施した。 

調査対象とした施設と調査実施日は，以下の通

りである。なお，韓国では，刑務所を「矯導所」

と称するが，便宜上，以下では，刑務所という用

語を用いることとする。 

 

①ソウル南部刑務所 (ソウル特別市) 

2013 年 8 月 19 日 

②大田少年院（大田広域市） 

2013 年 8月 20 日 

③治療監護所（公州市） 

2013 年 8月 20 日 

④群山刑務所（群山市） 

2013 年 8月 21 日 

 

①ソウル南部刑務所は，ソウル特別市郊外に所在

する緩和警備等級(S2)の刑務所である。同刑務所

は 2011 年に韓国で初めて性犯罪者矯正心理治療

センターを設置し，性犯罪受刑者に対し認知行動

療法等の処遇を行っている。同刑務所を調査対象

とした理由は，性犯罪者の中には知的障害や発達

障害を有する者が少なからず含まれることが知

られており，発達障害者に対する一定の処遇が行

われている可能性があるからである。 

 

②少年院は，日本の少年院同様，家庭裁判所（及

び地方裁判所少年部。以下，同じ）により保護処

分たる少年院送致決定等を受けた者を収容して

矯正教育を実施する施設である。大田広域市に所

在する大田少年院は，少年院送致少年のうち特に

医療処遇を必要とする少年や家庭裁判所の保護

処分である医療処分を受けた少年を収容し，医療

的な処遇を行う少年院であり，日本の医療少年院

に相当する韓国唯一の少年である。発達障害を有

する非行少年に対してどのような矯正教育が行

われているかを調査するため，調査対象とした。 

 

③治療監護所は，裁判所の判決により保安処分と

しての治療監護処分を受けた精神疾患や物質依

存のある触法行為者等を収容して，治療及び処遇

を行う保安処分施設である。心神喪失の場合だけ

でなく，心神耗弱として刑事責任が認められ，刑

と併科することができ，実際にそうしたケースが

大半を占めることから，重複障害として発達障害

を有する者が治療監護処分を受ける可能性があ

り，調査対象とした。また，2008 年の法改正によ

り，小児性愛者など特定の反社会的性行動のある

者についても「精神性的障害者」として治療監護

処分の対象となったため，こうした性犯罪者の中

に発達障害者が含まれているかどうかも調査項

目とした。 

 

④群山刑務所は，全羅北道群山市に所在する緩和

警備等級(S2)の刑務所である。同刑務所は，2012

年に韓国で初の精神保健センターを設置し，精神

障害のある受刑者に対する治療とリハビリ教育

を行っている。韓国法務省は，４つある矯正管区

（地方矯正庁）毎に１箇所ずつ精神保健センター

を設置していく方針であることから，今後，精神

保健センターは精神障害受刑者に対する処遇の

拠点となっていくものと推測されるため，調査対

象として重要である。 

 

2. 倫理面への配慮 

 各施設への訪問と聞き取り調査については，事

前に韓国法務省から許可を得た。実際の調査に際

しては，受刑者や収容少年の氏名・住所など個人

を特定することができる情報には関わらない形

で質問するなど配慮を徹底した（そもそも，施設

側としても，そうした個人情報については，一切

開示をしない）。 

 

Ｃ．研究結果 

1. 韓国の刑事司法制度 

(1)刑罰と保安処分 



 韓国の刑罰制度については，我が国同様，単独

で科すことのできる主刑としては，死刑，懲役，

禁錮，罰金，拘留，科料である。死刑は残虐な刑

罰に当たらず合憲というのが同国憲法裁判所の

判例であり，実際の裁判でも年に一桁台の死刑判

決が出されているが（第１審），1997 年末に最後

の執行が行われて以来，一件も死刑の執行が行わ

れておらず，韓国は事実上の死刑執行停止国とな

っている。死刑確定者が精神障害により心神喪失

の状態にあるとき死刑の執行を停止するのは日

本と同様である。 

 自由刑には懲役と禁錮の２種類があり，それぞ

れ無期と有期があるのは日本と同様であるが，有

期刑が１月以上 30 年以下で，50 年まで加重する

ことができ，日本に比べ有期刑の上限が高い。こ

れは性犯罪に対する対策の一環として 2010 年の

法改正で改められたものであり，それまでは１月

以上 15 年以下，加重して 25 年までであった。 

 無期刑については仮釈放が可能であるが，仮釈

放の形式的要件たる法定期間は 20 年と，10 年の

日本より長い（有期刑の場合の３分の１は同じ）。

これも，2010 年の法改正によるものである。 

 また，自由刑の執行猶予があるのも日本と同様

であるが，保護観察のほか，社会奉仕命令や受講

命令を裁判所が直接付することができる。さらに，

韓国には，刑の量定のみ行い，その宣告を猶予す

る宣告猶予の制度がある。 

 なお，韓国は，刑事制裁について二元主義を採

用しており，過去に犯した犯罪に対する刑事制裁

としての刑罰と，将来再び犯罪を犯すおそれがあ

る者に対し，それを解消するために科される保安

処分の両方を有している。韓国で導入されている

保安処分には，精神障害や物質依存等がある状態

で触法行為（犯罪行為を含む）を行った者等に対

する治療監護処分と治療監護処分の仮終了後に

付される保護観察があるが，近年，性犯罪者に対

する電子監視（200 年導入）や性衝動抑制治療

（2010 年導入）が新たな保安処分として導入され

ている。 

かつて，社会保護法（1980 年制定）という法

律が，治療監護処分とともに，累犯で，再犯のお

それがあり，特別な処遇が必要な者に対する保安

処分である保護監護処分を規定していたが，同処

分が人権侵害に当たるおそれがあるとの理由か

ら社会保護法が 2005 年 8 月に廃止され，治療監

護処分のみを定めた治療監護法が制定された。 

 

(2)矯正制度 

 自由刑（懲役，禁錮，拘留）の執行は，全国 36

箇所の刑務所，11 箇所の拘置所，3箇所の支所で

行われている。これらの施設を所管するのは法務

省矯正本部であり，全国がソウル，大田，光州，

大邱の４つの矯正管区（地方矯正庁）に分けられ，

施設の管理・運営が行われている。 

さらに，韓国では，民営刑務所として所望（ソ

マン）刑務所が 2010 年に開所しており，キリス

ト教団体を母体とする民間団体が宗教的理念の

下に運営を行っている。 

 受刑者は，犯罪傾向や矯正成績に応じて，開放

処遇級(S1)，緩和警備処遇級(S2)，一般警備処遇

級(S3)，重警備処遇級(S4)に分類され，各等級に

応じた刑務所に収容される。但し，全受刑者の半

数強が S3 級，3 割強が S2 級に区分されており，

S1 級，S4 級はそれぞれ 6％程度しかいない。 

 刑務所での処遇内容は，刑務作業（韓国では矯

導作業と呼ばれる）・職業訓練，教育活動（生活

指導教育，人性教育，学校教育）等から成る。 

 日本の医療刑務所のような医療を主として行

う刑務所は韓国にはないが，以前から，肺結核と

精神疾患受刑者の一部は大邱矯正管区の晋州刑

務所に収容されており，医療刑務所的な役割を果

たしている。 

韓国では刑務所における精神障害受刑者の公

式統計が公刊されていないため，その収容状況は

明らかでないが，2009 年の国政監査資料（国会法

政司法委員会）によれば，全国の刑務所に収容さ

れている精神障害受刑者は僅かに 261 名である。

日本の精神障害受刑者が，約 6万人の受刑者に対



し約 9,000 人であるから，韓国の１日平均受刑者

数の約 3万人に比べ，その数はかなり少ない。 

その原因の一つとして，韓国には精神障害者を

対象者とした治療処分という保安処分があり，触

法性の精神障害者は，刑罰を併科されている者も

含め，同処分を執行する治療監護所にまず収容さ

れ，治療と処遇が行われることが考えられる。 

それにしても，保安処分を執行した後は，残刑

期間，刑務所に収監され，刑の執行が行われるの

であるから，やはり 1％以下という精神障害者の

割合は少な過ぎる。日本のＭ指標受刑者（精神上

の疾病又は障害を有するため医療を主として行

う刑事施設等に収容する必要があると認められ

る者）が全受刑者の 0.5％程度であるから，韓国

の精神障害受刑者の数字も，日本のＭ指標受刑者

に相当するようなものだけを集計し，軽度の精神

疾患や知的障害者等は計上されていないことが

推測される。 

 さらに，先の国政監査資料によると，精神障害

者は晋州刑務所だけに集禁されているのではな

く全国の刑務所に収容されている。韓国法務省は，

４つある矯正管区毎に１箇所ずつ精神保健セン

ターを刑務所内に設置し，管内の刑務所に収容さ

れている精神障害受刑者のうち特別な処遇を必

要とする者を移送して，治療や処遇を行う方針を

打ち出し，2012 年の群山刑務所を皮切りに，晋州

刑務所と議政府刑務所に設置されている。従来，

精神障害受刑者を集禁して体系的な処遇や治療

を行う施設がなかっため，管区毎に精神障害受刑

者の処遇重点施設を置く政策であると考えられ

る。 

 

(3)少年保護手続と保護処分 

 韓国の少年法制は，戦前・戦中の日本の少年法

制の影響から，犯罪少年，触法少年，虞犯少年と

いった少年審判の対象少年の範囲など日本の少

年法制と多くの共通点が見られる。 

しかし，異なる点もあり，2007 年の韓国少年

法改正により，少年の年齢が 20 歳未満から 19 歳

未満へと引き下げられている。 

しかし，最大の相違点は，日本が少年事件を全

て家庭裁判所の送致しなければならない全件送

致主義を採用しており，検察官に処分の選択権が

ないのに対し（裁判所先議主義），韓国は，日本

の旧少年法と同様，まず検察官が少年の起訴・不

起訴を決め，刑罰ではなく，保護処分が相当とい

う場合には，家庭裁判所に送致することができる

検察官先議主義を採っている点である。 

従って，韓国には少年の起訴猶予処分が存在し

（日本では家裁送致か，逆送後の起訴しかない），

さらに，古くから実務慣行として行われてきた条

件付起訴猶予が，2007 年に法律上の制度として導

入されている。 

保護処分も，基本的には日本のものと似ている

ものの，日本では処遇勧告で行われる少年院の処

遇期間が保護処分の種類となるなど，やや処分が

細分化されているほか，社会奉仕命令や受講命令

など我が国にはない独立の保護処分がある。 

 

非行少年に対する保護処分 

1 監護委託 

2 受講命令 

3 社会奉仕命令 

4 短期保護観察 

5 長期保護観察 

6 児童福祉施設その他の少年保護施設に監護

委託 

7 病院，療養所又は少年医療保護施設に委託 

8 1 箇月以内の少年院送致 

9 短期少年院送致 

10 長期少年院送致 

 

調査時点で，全国に 10 箇所の少年院が設置さ

れており，日本と異なり，法務省犯罪予防政策局

（旧・保護局）が所管している。 

 

(4)治療監護処分と治療監護施設 

韓国には，精神障害や物質依存等がある状態で



触法行為（犯罪行為を含む）をした者で再犯のお

それがり，特別な処遇と治療を行う必要があると

認められる者に対する保安処分としての治療監

護処分があり，被処分者に対する適切な保護と治

療を行うことで，再犯を防止し，社会復帰を促進

することを目的とした治療監護所が全国に１か

所公州市に設置されている。 

治療監護処分の手続と執行方法については，治

療監護法（2005 年 8 月 4 日法律第 7655 号，最終

改正 2014 年 1月 7日法律第 12196 号）が定める。 

 治療監護所への収容と処遇・治療は，裁判所の

判決に拠らなければならず，触法行為又は犯罪行

為を行った者が治療監護が必要と思料される場

合，検察官が裁判所に対し，治療監護請求を行う

ことができる。対象となるのは，以下の者である。 

 

1 心神喪失により罰することができず，又は心

神耗弱により刑が減軽される心身障害者で禁錮

以上の刑にあたる罪を犯した者（1号対象者） 

2 麻薬·向精神薬·大麻その他を乱用し，又は害

毒を及ぼすおそれがある物質又はアルコールを

施用·摂取·吸入·喫煙又は注入する習癖があり，

若しくはそれに常用している者で禁錮以上の刑

に当たる罪を犯した者 

3 小児性嗜好症（小児性愛），性的加虐症等の

性癖がある精神性的障害として禁錮以上の刑に

当たる性暴力犯罪を犯した者（3号対象者） 

 

このうち 3 号対象者の性暴力犯罪者について

は，2008 年 6 月 13 日の法改正により，「精神性

的障害者」（PsychoSexual Disorder）として，

治療監護処分の対象に付け加えられることとな

ったものである。 

治療監護処分は保安処分であるため，起訴前鑑

定などに基づき，被疑者が心神喪失であり責任無

能力であるとして不起訴処分とする場合にも検

察官は処分の請求を行うことができるが（独立請

求），限定責任能力として被疑者を刑事訴追する

場合にも，併せて治療監護請求を行うことができ

る（起訴併行請求）。後者の場合，裁判所は，刑

事被告事件の判決と同時に言い渡さなければな

らない。従って，刑事被告人について有罪として

刑を言い渡し，治療監護請求についても検察官の

請求に理由があると認めるときは，治療監護処分

を併せて宣告することになる（併科主義）。 

治療監護処分の期間は， 1 号と 3 号対象者に

ついては 15 年以下，2号対象者は 2年以下とされ

るが，2013 年 7 月 30 日の改正により，殺人を犯

した者については，１回２年以内計３回まで延長

が認められることとなっている。 

刑と治療監護処分が併科されている場合は，治

療監護処分が先に執行され（処分先執行主義），

治療監護処分の執行期間は刑の執行期間に含ま

れるため，その分だけ刑の執行期間が短縮される。 

治療監護所からの退所には，仮終了と終了，治

療委託があり，いずれも裁判官，検察官，弁護士，

医師等から成る治療監護審議委員会が決定を行

う。委員会は，治療監護処分の執行後６箇月毎に

仮終了又は終了の可否を審査・決定しなければな

らない。治療監護処分対象者とその法定代理人に

も治療監護終了の審査請求権がある。 

仮終了又は治療委託となった場合，社会におい

て３年間，保安処分としての保護観察が行われる。

仮終了又は治療委託となった後６箇月毎に終了

の可否を審査・決定しなければならない。 

なお，仮終了又は終了となった場合で，懲役又

は禁錮が併科されている者については，刑務所に

移送され，残刑期間，刑の執行が行われる。 

さらに，従来，治療監護処分は，韓国で唯一，

公州に置かれている治療監護所でのみ執行され

てきたが，2013 年 7 月 30 日の法改正により，国

が設立·運営する国立精神医療機関で法務部長官

が指定する機関においても実施が可能となった

（2015 年 1月末施行予定）。 

 

 

 

 



2. 訪問及び聞き取り調査結果 

各施設への訪問と聞き取り調査の結果は，以下

の通りである。 

 

①ソウル南部刑務所 

 

1  施設の概要 

ソウル矯正管区（地方矯正庁）内に所在する緩

和警備等級(S2)の刑務所である。以前は永登浦刑

務所という名称で知られた刑務所であったが，

2011 年，現在の名称に改められ，同年，現在地に

移転した。収容対象は以下の通りである。 

 

・緩和警備等級(S2)対象受刑者 

・職業訓練対象者 

・無期受刑者中 15 年以上刑の執行を受けた者 

・刑期 10 年以上の受刑者で残刑期間が 7 年以下

の者 

・労役場留置者 

 

２ 職員 

職員定員 405 名であるが，現員は 403 名である

（欠員 2名）。医師は 5名で，全て常勤であるが，

１名は兵役の者である。精神科医は非常勤であり，

週２回診察に来ている。 

民間ボランティアとして，教化委員 37 名，宗

教委員 67 名，就業委員 22 名が登録されている。 

３ 収容状況 

 収容定員は 1,100 名で，訪問調査時の収容人員

は 1,132 名（収容率 102.9％）である。うち，既

決（受刑者）は 975 名で，未決が 157 名である。 

 無期受刑者 26 名，刑期 10 年以上の長期受刑者

54 名，強行犯（暴力事犯）受刑者 355 名，薬物関

連受刑者 267 名を収容している。 

 舎房は，共同室が221室，単独室が327室ある。

保護室は 6室ある。 

 刑務作業の工場が 10 工場あり，計 363 名が就

業している。 

 

４ 処遇 

(1)職業訓練 

 建築施工，プラスティック窓戸，応用旋盤，点

訳，広告デザイン，建築塗装，食品調理，縫製（洋

服）など 8種類の職業訓練（定員計 170 名）を実

施している。 

 

(2)賭博依存治療プログラム 

 賭博依存（好癖）のある受刑者に対し，職員及

び外部講師による賭博依存治療プログラムを実

施している。 

 

(3)薬物依存リハビリ教育プログラム 

 薬物受刑者で初犯と２犯目の者に対し，韓国麻

薬撲滅運動本部の講師等による１回７名を対象

としたリハビリ教育を実施している。 

 

(4)回復的プログラム 

 家族面会や家族出会いの家（刑務所に設置され

ている家族面会用の施設）での特別面会，帰休制

などを通じて家族との関係維持・回復に努めてい

る。2013 年の家族出会いの家での面会対象者は

14 名，帰休対象者 25 名，社会奉仕活動 56 名であ

った。 

 また，人間としての資質や態度等を回復させる

ための人性教育として，感受性訓練，心理治療，

集団相談，道徳性回復等の教育を行っている。

2013 年の対象者は 71 名。 

 

５ 性犯罪者矯正心理治療センター 

(1)開設の経緯 

韓国法務省は，性犯罪者の処遇拠点として矯正



心理センターを全国５箇所に設置することを計

画しており，現在までに，ソウル南部，浦項（2013

年 1月開設），清州（2013 年 5月開設），群山（2013

年 11 月開設）の４箇所のセンターが開設されて

いる。 

ソウル南部刑務所のセンターは，国内初の矯正

心理治療センターとして2011年)10月に開設され

ている。 

 

(2)目的 

 センターは，性犯罪受刑者のうち再犯のハイリ

スク群に対し再犯防止教育を実施するとともに，

治療プログラムの開発や性犯罪の特性に関する

研究を行うことを目的としている。 

 

(3)職員体制 

 13 名の職員のうち 5名が臨床心理士，6名が相

談心理士，1名が社会福祉士の資格を有している。

また，諮問委員として，大学教授 5名，相談心理

や臨床心理の専門家 5名，宗教関係者 4名，芸術

家 1名を委嘱している。 

 

(4)対象 

処遇対象は，以下の受刑者である 

 

・13 歳未満の児童又は障害者を対象とした性犯罪

を犯した受刑者で，再犯の危険性が高い者 

・100 時間以上の性暴力治療命令（児童・青少年

の性保護に関する法律又は性暴力犯罪の処罰

等に関する法律に基づき裁判所が命ずるもの）

を受けた者 

 

処遇に受刑者の同意は必要ない。 

 

(5)処遇プログラムの内容 

性犯罪者に対する処遇プログラムは，基本教育，

集中教育，深化教育の３段階がある。 

 

 

基本教育（100 時間） 

全ての性犯罪受刑者と100時間未満の性暴力治療

命令を受けた者を対象に，全国の刑務所において，

女性家族部指定機関である性暴力教育専門職員

が実施する。 

 

集中教育（100 時間） 

児童や障害者を対象とした性犯罪を犯した者を

対象に，全国 11 箇所の刑務所（安養，議政府，

麗州，大邱，安東，昌原，公州，全州，順天，木

浦の刑務所及び忠州拘置所）でセンターの専門職

員が実施する。 

 

深化教育（６箇月。300 時間以上） 

再犯のハイリスク群と100時間以上の性暴力治療

命令を受けた者を対象に，全国４箇所の刑務所

（ソウル南部，浦項，清州，群山）の性犯罪者矯

正心理治療センターで専門職員が実施する。近い

将来，実施施設をあと１箇所増える予定。 

 

基本教育は各施設に入所直後の時点で行うの

に対し，集中教育と深化教育は釈放前の 1年以内

に行う。プログラム終了後，残刑期間が３箇月以

上ある場合には，元の施設に戻してから釈放する

が，３箇月未満の場合は当施設から直接釈放する。 

プログラムのアプローチは，Good Lives Model

と認知行動療法を基盤としている。投薬治療は行

っていない。 

１班 10 名，４班以内で班編成を行っている。

各班に担当職員が２名（男女１名ずつ）付いてい

る。 

日課的には，週５日，１日５時間以内，課題実

施は１日２時間以内で行っている。なお，矯正心

理治療センターでのプログラム実施中は刑務作

業を行わない。 

 

 

 

 



プログラムの内容 

科 
 

目 

内
容
・
目
的 

週
の
時
間
数 

全
体
の
時
間
数 

心理治療 再犯防止 5 100 

特性化 

自己コントロール，他人関

係，性の理解 

2.5 20 

共同体活動 自主的会議，講義等 4 87 

霊性訓練 各宗教的教育 2 40 

特別活動 合唱，文芸創作，演劇，瞑想 1.5 33 

心理検査 事前・事後心理検査 8 

個別面談 個人相談 4 

個別課題 自叙伝，他人関係等 28 

計 15 320 

心理検査 

集中教育を行う刑務所で 100 時間の教育を履

修した受刑者と，矯正心理治療センターの児童に

対する性犯罪やハイリスク群の受刑者に対して

心理検査と行い，再犯の危険性に関する評価を行

う。 

また，個人経歴，犯罪歴，心理評価等について

深層面接を行い，必要に応じて臨床心理的な検査

を行う。 

さらに，処遇プログラムの効果を測定するため

に，プログラム前後で検査を行う。 

 

(6)実施状況 

2013 年は 70 名（概数）に対しプログラムを実

施している。 

なお，性犯罪受刑者は電子監視装置装着命令が

言い渡されている者が多い。 

 

 

(7)発達障害者への対応 

基本的に障害者は矯正心理治療センターでの

処遇対象外とされている。 

そもそも，重い精神障害がある者は，治療監護

所での治療監護処分の対象となることが多く，ソ

ウル南部刑務所には治療監護処分が併科されて

いる者もいない。せいぜい，軽い統合失調症の者

がいる程度であり，自閉症の者もいない。 

しかし，センターでの処遇対象者に，軽度の知

的障害者や統合失調症，うつ病の者は含まれてい

るということである。但し，自閉症や ADHD の者

が含まれているかどうかは不明とされる。 

施設での説明によると，韓国では，未だ知的障

害のない高機能広汎性発達障害（高機能 PDD）に

対する理解が浸透しておらず，発達障害とは知的

障害として理解されている。その知的障害のある

受刑者も，当施設のような緩和警備等級（S2）の

施設ではなく，一般警備等級（S3）の刑務所に多

いのではないかということである。発達障害者に

ついては，刑務所ではなく，治療監護処分の対象

になっているのではないかということであった

が，後述するように，治療監護所にも発達障害者

（と診断されている）収容者はいない。 

なお，センターでは，知的障害のある受刑者に

ついては，個別面接でプログラムを補っていると

のことであった。 

 

６ 釈放 

ソウル南部刑務所全体の仮釈放率は 30％から

35％程度と，韓国の平均値であるが，日本の 50％

強よりはかなり低い。 

 また，現在，韓国の性犯罪者受刑者に対しては

仮釈放が制限されているので，矯正心理治療セン

ターでの処遇プログラムを受講しても，仮釈放と

なることはないとのことである。 

釈放後の就労支援として，労働省の職員が指導

を行っている。帰住先がない者は，本人が希望す

る場合，韓国法務保護福祉公団（旧・韓国更生保

護公団の施設。日本の更生保護施設に相当）に入

所することができる。 

 



②大田少年院 

 

１ 施設の概要 

 大田少年院は，1998 年にソウル少年院の大徳支

部として設立されたが，2000 年に大徳少年院に

昇格している。2002 年にはスポーツ少年院とし

て体育専門中・高等学校を開校し，2007 年には

清州少年院等との機関統合が行われ，2011 年に

現在の大田少年院に名称が改められている。 

 現在は，医療的な処遇を必要とする少年を収容

する医療少年院としては韓国唯一の施設である。 

 

２ 職員 

職員定員 78 名に対し，現員 76 名（2名欠員）

である。うち，54 名が保護職員，医務職員 9 名，

食品衛生担当 1 名，機能職 12 名である。但し，

医師のうち精神科医は非常勤で，週２回の勤務で

ある。 

  

３ 収容対象と収容状況 

 大田少年院は，以下の少年を収容対象としてい

る。 

 

・家庭裁判所により少年法上の保護処分たる医療

処分（7号処分。病院，療養所又は少年医療保

護施設に委託）を受けた少年並びに短期（9号

処分）及び長期少年院送致の処分（10 号処分）

を受けた少年のうち医療処遇が必要とされた

者。 

・家庭裁判所により少年法上の 1箇月以内の少年

院送致を受けた者（8号処分）（以下，特別短

期少年院送致少年と呼ぶ）。 

・少年鑑別(分類審査)，相談調査，代案教育等，

非行予防教育及び非行現員の診断を行う少年 

 

 収容定員は 200 名で，訪問調査時の現員は 189

名（うち女子少年 5 名）であった。うち 50 名が

医療的処遇の対象少年（7 号，9 号，10 号）であ

り，特別短期少年院送致少年（8 号）が 117 名で

ある。従って，少年の数から言えば，医療少年院

というより，むしろ特別短期少年院としての性格

の方が強いとも言える。 

 非行の内容では，窃盗，強盗，暴力事犯，性暴

力が多く，片親家庭の少年が半数を占めている。 

 

４ 医療的処遇（治療・リハビリ教育） 

(1)対象少年 

 医療的処遇の対象となるのは，7 号，9 号，10

号の各保護処分少年である。障害や疾患の内容は，

以下の通りである。 

 

・精神障害者（てんかんを含む） 

・薬物依存の程度が深刻であり，薬物関連の非行

により起訴猶予又は少年院送致等の処分歴が

３回以上ある少年 

・発達障害が深刻であり，又は精神科医により知

的障害（精神遅滞）の診断を受けた少年 

・通常の教育活動が困難な身体障害者及び定期的

治療が必要な身体疾患のある少年 

  

(2)処遇内容 

 教育機関は，医療処分（７号処分）と短期少年

送致（9 号処分）で６箇月，長期少年院送致（10

号処分）で１年 4箇月となる。10 日間の準備教育

の後，処分に応じて，5箇月から 12 箇月の集中治

療とリハビリ教育を行い，退院前に 10 日間の社

会復帰教育を行う。 

 集中治療としては，支持的精神治療，集団治療，

投薬治療等を行っている。 

リハビリ教育では，医師の判定と，国語・算数



等の学力テストによる機能評価により，身体・薬

物班，精神発達軽症班など 10～15 名から成る３

（ないし４）グループに分けて行う。内容は，以

下の通りである。 

 

医療的処遇内容 

医療・保健 回診，投薬，保健教育，薬物教育 

心理治療・人性教

育 

集団相談，健康舞踊，音楽治療，美術治

療，作業療法，陶芸，パズル学習，視聴

覚教育 

特性化教育 
学力検定試験，コンピュータ，漢字，読

み書き，四則演算 

その他 体育，学級活動等 

 

５ 特別短期少年院送致少年の処遇 

 8 号処分の少年に対する処遇は，開放的な短期

集中の人性教育課程を行うことを目的とする。 

 教育は，４週間に亘り，週単位でテーマ別に行

っている。１日７時限，１人当たり 140 時間以上

となる。 

 内容は，以下の通りである。 

 

特別短期少年院送致少年の処遇内容 

専門教育 26 時間 
強盗・窃盗予防，暴力予防，性非

行予防，交通安全等 

体験活動 55 時間 
社会奉仕活動，登山，性教育，想

像の時間 

集団相談 36 時間 
進路相談，美術治療，人間関係訓

練等 

教養教育 41 時間 
保護観察案内，礼儀作法，4 字熟

語等 

 

６ 発達障害者への対応 

医療的処遇の対象少年の障害・疾患について見

ると，右表の通り，精神障害のある少年は全体の

約半数であり，発達障害は 25％程度を占めている。

しかし，少年院の統計では，知的障害が発達障害

に分類され，ADHD や行為障害が，うつ病や統合失

調症と同じ精神障害に分類されており，これが韓

国（の矯正施設）における発達障害の捉え方を反

映しているように思われる。 

但し，精神障害の中のうつ病や統合失調症の少

年は少数で，大半が行為障害又は行為障害＋ADHD

であり，てんかん，チック症，表出性言語障害，

選択性緘黙症，気分障害の者もいるとされる。調

査時に自閉症やアスペルガーの少年はいないと

のことであったが，高機能自閉症(HFASD)に対す

る認識が十分でないようにも思われる。 

処遇との関係では，知的障害のある少年の場合，

認知行動療法が理解不足で上手くいかない場合

があるとのことであった。  

 

７ 仮退院・退院 

 少年院から仮退院（韓国では一時退院と呼ばれ

る）ないし退院した後の帰住先の確保に苦労する

ことは余りないとされる。家族が引受を拒否する

といったような日本の少年院で見られる問題は

韓国には見られず，むしろ監護能力のない親が強

引に引き取ろうとする例が見られるとのことで

あった。 

保護者がいない場合は，福祉施設等に帰住させ

ている。韓国には，財団法人韓国少年保護協会と

いう行き場のない少年を在会させ，教育や支援を

行う民間団体があり，自立生活館という宿舎も全

国に８箇所あるため，こうした施設に送ることも

できる。以前は，日本の更生保護施設に当たる，

韓国法務保護福祉公団が運営する施設に送るこ

ともあったが，当該施設は一般に成人が在会する

ことが多いため，今はそうしたケースはないとい

う。 

 

 

 

 

 

 

 



医療的処遇対象少年の障害・疾患 

障
害
・
疾
患 

身体 

疾患 

薬物 

依存 

精神 

障害 

発達 

障害 
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Ｂ
型
肝
炎
，
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結
核
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機
溶
剤
・
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行
為
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つ
病
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Ａ

Ｄ
Ｈ
Ｄ
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統
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失
調
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知
的
障
害
１
～
３
級 

2007 15 3 25 18 61 

2008 13 10 36 17 76 

2009 8 9 59 28 104 

2010 6 21 63 27 117 

2011 3 28 68 34 133 

2012 7 30 81 43 161 

2013 0 15 38 17 70 

総数 52 116 370 184 722 

注   2013 年は同年 7月 31 日までの数。 

 

③治療監護所 

 

1. 施設の概要 

 治療監護処分を執行する保安処分施設として

韓国に唯一設置されている施設である。忠清南道

の広州市に所在する。 

所長の下に，医務部，監護部，庶務課，診療審

議委員会（施設の医師から構成され，監護処分の

終了，仮終了決定の基礎となる医学的審査を定期

的に行う），薬物中毒リハビリセンターが置かれ，

医療部の下に，一般精神科，社会精神科（リハビ

リ，ソーシャルワーカーによるフォローアップ，

更生保護施設などに訪問），特殊治療科，鑑定課，

神経科，一般診療科（外来），看護課，薬剤課，

それに 2008 年に設置された性犯罪者治療リハビ

リセンターがある。 

 病床数は1,200床であり，うち検査病棟50床，

女子病棟 100 床（精神鑑定対象者用を含む），一

般病棟 50 床（アルコール依存病棟を含む），薬

物依存リハビリ病棟 100 床，性犯罪者治療リハビ

リ病棟 300 床となっている。 

 

2. 職員 

 定員は 359 名である。2013 年 7 月現在，医師

20 名（うち精神科医 17 名，神経科医 1 名，泌尿

器科医師 1 名，歯科 1 名），看護士 86 名，心理

士 10 名，社会事業家 4名である。 

 

3. 収容状況 

 収容定員は 1,000 名で，訪問調査時の現員は

1,177 名（うち女性 142 名）とやや過剰収容の状

態である。 

 治療監護所全体の障害・疾患別の収容状況につ

いては，施設で提供を受けることができなかった

ため，公式統計によると，以下の通りとなってい

る。 

障害・疾患別の収容人員 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

統
合 

失
調
症 

394 395 428 355 382 450 

知
的

障
害 

51 56 72 100 82 86 

躁
鬱病 60 67 58 64 42 54 

人
格
障

害 13 14 17 52 33 38 

て
ん

か
ん 

8 14 17 52 33 38 

薬
物

依
存 

47 51 56 68 50 71 

そ
の
他 

113 126 181 223 334 294 

計 686 723 824 887 948 1,021 

資料 法務省『法務年鑑 2013』 



4. 分類審査 

入所後１か月間，検査病棟に収容し，神経機能，

放射線，脳波，臨床心理，臨床病理等各種の検査

を行ったうえで精神科的状態，薬物依存の有無等

に分類し，主治医と収容病棟を指定のうえ，治療

方針と個別処遇計画を策定する。 

 

5. 治療・処遇内容 

 治療及び処遇は，精神科的治療，特殊治療活動，

リハビリ治療活動，施設連携活動から成る。 

 

精神科的治療 

精神分析的治療，支持的精神治療，認知行動療

法，集団精神治療，家族精神治療，薬物療法のほ

か，対象者の症状が病的な人間関係による葛藤や

環境に対する不適切な適応に由来する場合，対象

を隔離のうえ，環境を再構成し，社会適用を促す

環境療法を行う。 

 

特殊治療活動 

小集団(15 名程度)に編成し，音楽療法（ボー

カル，楽器），粘土細工，籐工芸，合唱，手織染

色，陶磁器，日常生活療法，サイコドラマ，美術，

舞踊，体育，レクリエーション，銀行遊びを，ま

た大集団治療(50 名以上)として，治療的舞踊発表

会，合唱大会，体育大会，写生大会，歌謡祭，演

劇祭，映画上映，放送等を通じた音楽療法を行っ

ている。 

 

リハビリ治療 

 病識を高め，自らの症状を管理するための教育，

AA による断酒教育，社会適用訓練（SST）を行う

ほか，症状が良好で，職業訓練が必要な者につい

ては，退所後の自立生活能力と就業能力養成のた

め，製菓製パン，洗濯，建築塗装，左官，PC 整備，

ワープロ等の職業訓練を実施している。 

 

施設連携活動 

引受人がいない退所者（仮終了又は終了等）を

精神病院や社会復帰施設等に委託している。 

さらに，韓国法務保護福祉公団や公団に属さな

い独立系の更生保護施設（タマン宣教会等）に帰

住した退所者を訪問し，服薬指導等，事後的なフ

ォローアップも行っている。 

 

外来診療 

このほか，退所者の中で希望者に対し，出所後

５年間（10 年まで延長可），精神疾患の病状改善

及び再犯防止を目的として，無料で外来診療を行

っている。 

 

6. 精神鑑定 

 治療監護所は，警察，検察官，裁判所からの要

請を受け，精神鑑定を実施している。精神鑑定の

期間は平均１箇月で，鑑定病棟に留置して行う。 

 現在，治療監護所では，韓国国内の刑事事件の

精神鑑定の約 85％を担当している。 

 

7. 薬物依存リハビリセンター 

(1)施設の概要  

治療監護処分対象者のうち物質依存のある者

に対し，治療とリハビリ教育を行うセンターとし

て，前身の薬物依存治療室に代わって，2004 年 1

月に開設された組織である。韓国語の名称は，薬

物中毒リハビリセンター。 

 センター長(医師)を含め 35 名の職員によって

運営されており，センター長以外の医師 1名，看

護士 8 名，看護助手 16 名，心理士 2 名等が配置

されている。 

 

(2)対象者と処遇内容 

 アルコール依存者に対する断酒教育と薬物依

存者に対する断薬教育がある。断薬教育は，診断

と薬物弊害教育等からなる１週間以内の新入時

教育に続いて，自己の反社会的行動パターンを気

づかせ，自己の生活を変化させるための認知行動

療法（マトリックス-K プログラム），12 ステッ

プ NA のプログラム，アンガー・マネージメント



等から成る。さらに，その後は，断薬のための具

体的行動計画の作成と各種の社会適応訓練を併

行して行うリハビリ教育を 12 週間に亘って実施

する。 

 

8. 性犯罪者治療リハビリセンター 

(1)施設の概要 

2008年 12月に設置された性犯罪者治療リハビ

リセンター（韓国語の名称は「人性治療リハビリ

センター」）は，精神性的障害者（PsychoSexual 

Disorder）(*)とされる性犯罪者に対する治療を

行う国内唯一の治療機関である。 

職員は 42 名で，精神科医 2 名，臨床心理士 2

名，看護士 12 名，看護助手 21 名，社会事業家 1

名が配置されている。 

３つの病棟があり，計 300 床（名定員）である。 

 

(2)対象者 

センターの処遇対象は，性暴力犯罪による治療

監護処分対象者のうち心神喪失により罰するこ

とができず，又は心神耗弱により刑が減軽された

心身障害者で禁錮以上の刑にあたる罪を犯した

者（1号対象者）と，2008 年 6月の治療監護法改

正により治療監護処分の対象に付け加えられた，

小児性嗜好症（小児性愛）や性的加虐症等の性癖

がある精神性的障害として禁錮以上の刑に当た

る性暴力犯罪を犯した者（3 号対象者）のうち，

治療監護施設で治療を受ける必要があり，再犯の

危険性がある者である。対象となる性暴力犯罪は，

強姦，準強姦，強制わいせつ，準強制わいせつ，

強姦致死傷，強盗強姦等で，その範囲は治療監護

法第 2条の 2に規定がある。 

訪問調査時のセンター収容人員は 190 名で，う

ち 113 名が 1 号対象者であり，残り 77 名が 3 号

対象者であった。 

 収容期間は，190 名中，1 年未満 88 名，2 年未

満 37 名，3 年未満 24 名，4 年未満 22 名，5 年未

満 3名，10 年未満 15 名，10 年以上 1名となって

いる。3 号対象者は，全員が 4 年未満となってお

り，4年以上の者は全て 1号対象者である。 

190 名中，刑が併科されている者は 173 名で

91.1％を占める。 

 

(*)性的倒錯障害(Paraphilia Disorder)を指すとされる。 

 

(3)処遇内容 

センターでは認知行動療法や薬物治療を行っ

ている。 

 治療監護所処分の対象となる性犯罪者の大半

は他者への共感性が弱く，内省の深まりが難しい

ため，一般的な処遇アプローチに効果が期待でき

ない。そこで，対象者の危険性に応じた治療範囲

を決定し(Risk)，犯罪誘発的欲求や動機と関連し

た要因に目標を設定し(Needs)，対象者の一般的

な 特 性 及 び 特 殊 な 特 性 を 考 慮 し て い る

(Responsivity) 。 治 療 プ ロ グ ラ ム で は ，

Positive/Motivating Approach を基本とし，Good 

Lives Model による自発的選択と変化のための動

機を認識することを重要な目標としている。 

 プログラムは，コア・プログラムと応用プログ

ラムから成る。コア・プログラムは 8 名から 10

名のグループで実施し，応用プログラムは 3名か

ら 5 名で行っている。嫌悪療法，masturbatory 

reconditioning，アンガー・マネージメント，リ

ラプス・プリベンションン，サイコドラマ，シネ

マセラピー等を行っている。 

また，リハビリ治療として，美術治療，断酒教

育，瞑想，日常生活訓練，基礎学習能力訓練，衛

生教育，精神保健教育，集団活動のほか，製菓製

パン，洗濯等の職業訓練を実施している。 

 

(4)性衝動抑制薬物治療 

韓国では，2010 年 7月（施行 2011 年 7月）に

制定された性暴力犯罪者の性衝動薬物治療に関

する法律に基づき，裁判所の判決又は治療監護審

議委員会の決定によって性衝動を抑制する薬物

治療を科すことができるが（2013 年末までに裁判

所判決 3名，治療監護審議委員会決定 3名），こ

れとは別に，治療監護所に収容されている性犯罪



者のうち本人が性衝動を抑える薬物治療を希望

した者に対し，黄体形成ホルモン放出ホルモン誘

導体リュープリン(Leuprolide Acetate) を投与

する治療を行っている（月１回，3 箇月又は 6 箇

月）。 

2011 年 4 月 25 日から訪問調査時点までに 38

人に投与を実施した。うち小児性愛者が 40％，性

的倒錯障害者が 42％で，平均年齢は 33 歳（17 歳

～57 歳）である。 

効果としては，男性ホルモンであるテストステ

ロンの著しい低下が見られたという。しかし，近

時公表された治療監護所における任意の治療対

象者 9 名と非治療群 13 名の比較効果研究によれ

ば，未だ結論を一般化することはできないとしな

がらも，対象者の改善のためには，薬物治療だけ

ではなく，認知行動療法等の精神医学的介入を並

行して行う必要があるとしている。 

 

(5)発達障害者への対応 

治療監護所全体での発達障害の有無について

は回答が得られず，性犯罪者の性犯罪者治療リハ

ビリセンターにおける障害や疾患についての内

訳のみ示すと，以下のようになる。 

性犯罪者の障害内容 

 1 号  

対象者 

3 号  

対象者 
計 

小児性愛 3 36 39 

窃視症 0 2 2 

露出症 0 4 4 

性的倒錯障害 4 16 20 

精神性的障害(*) 4 10 14 

衝動制御障害 3 2 5 

人格障害 5 1 6 

統合失調症 10 2 12 

アルコール依存 10 2 12 

知的障害 20 3 23 

情動障害 10 0 10 

その他(+) 8 0 8 

計 113 77 190 

(*)サディズム，性的嗜好障害等 

(+)器質性・非器質性精神障害，てんかん 

 

性犯罪者を対象とする 3 号対象者に性関連の

障害が多いのは当然として， 1 号対象者は，統合

失調症のほか，知的障害や情動障害がかなり含ま

れている。 

また，センターでの処遇対象者の中に発達障害

のある者はいるかとの問いに対しては，知的障害

が 23 名（1 号対象者 20 名，3 号対象者 3 名）と

いう回答であった。その内訳は，知的障害（の

み？）10 名，小児性愛 4 名，精神性的障害 3 名，

非器質性精神障害 1名，双極性情動障害 3名，人

格障害 2名であるという。自閉症やアスペルガー

等の発達障害と診断されている者はおらず，当施

設においても知的障害を発達障害と捉える傾向

が看取される。 

従って，発達障害のある対象者に対する特別な

処遇も，基本的には知的障害のある対象者への対

応ということになる。知的障害のある対象者が心

理治療プログラムを消化することが難しい場合，

知的障害班に編成し，個別に心理治療を行ってい

るという。なお，韓国法務省では，2012 年に，知

的障害のある性犯罪者に対する心理治療マニュ

アルを作成している。 

 

(6)退所 

一般に，対象者と家族との関係は良好であるも

のの，家族から本人への支援が弱い傾向がある。

家族と連絡ができない対象者も，３つある病棟

（各 60 名から 70 名前後）に 1～2 名程度見られ

る。さらに，経済的な理由のほか，対象者の暴力

や度重なる犯罪により家族が負担に感じ，引受を

拒否するケースが時々見られる。 

また，対象者が犯した犯罪の被害者が親族であ

るケースは，現員 190 名中 14 名であり，被害者

の内訳は娘 11 名，姪 1 名，義妹 1 名，母 1 名と

なっている。こうした被害者との関係が引受の可

否に影響を与えている可能性がある。 

退所後の帰住先については，センター開設以来，

訪問調査時までに 8名が退所しているが，このう



ち家族の元に帰住した者が 6名，一般病院への入

院が 2名となっている。 

治療監護審議委員会に治療監護の（仮）終了等

の審議を行った者は 190 名中 43 名であるとされ

るが，これが対象者からの申請によるものかどう

かは確認することができなかった。 

 なお，現在の対象者中，仮終了となって一旦退

所したものの，仮終了が取り消され，再収容され

た者が6名おり，取消事由としては，再犯が4名，

電子監視装置毀損（電子監視装置装着命令を裁判

所から受けた者）が 1名，状態不安定が 1名とな

っている。 

 

(7)処遇の効果 

 現在まで，センター心理治療プログラムを受講

した後，退所し（刑の執行も終え）た者がいない

ため，処遇の効果を客観的に評価するには時期尚

早ということであった。 

但し，処遇や治療に対する効果検証として，性

犯罪誘発動的要因に関する評価を，W.L. Marshall

等が開発したTherapist Rating Scale-II: TRS-II

を用いて年２回実施しているほか，自己報告検査

を並行して実施している。それによると，TRS-II

の点数が僅かずつ改善している傾向が見られる

という。 

 

9. その他 

治療監護所の被収容者が施設での処遇や治療

の内容に不服がある場合，処遇規則に従い，所長

又は法務大臣に対し請願することができるほか，

国家人権委員会又は関係機関に対し陳情を行う

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

④群山刑務所 

 

 

１ 施設の概要 

 群山刑務所は，光州矯正管区に所在する緩和警

備等級(S2)の刑務所であり，収容対象は以下の通

りである。 

・緩和警備等級(S2)受刑者 

・全州地方裁判所群山支部管内被疑者及び第１審

被告人（拘置所） 

・最高裁判所（大法院）上告被告人 

・韓米行政協定(SOFA)関連受刑者 

・身体障害職業訓練対象受刑者 

 

２ 職員 

職員定員 273 名に対し，現員 271 名（2名欠員）

である。 

 また，民間ボランティアとして，教化委員 59

名，宗教委員 28 名，就業委員 14 名，教育委員 6

名，医療委員 5名が登録されている。 

 

３ 収容状況 

 収容定員は 790 名で，訪問調査時の収容人員は

698 名（収容率 88.4％）である。男子刑務所であ

るが，女性も 25 名収容されている。うち，既決

（受刑者）は 541 名で，未決が 157 名である。 

 また，無期受刑者 66 名，組織的暴力犯罪受刑

者 27 名，薬物受刑者 28 名，外国人受刑者 12 名，

公安関係受刑者 3名を収容している。 

 舎房は，共同室が 130 室，単独室が 70 室ある。 

 



４ 性犯罪者に対する処遇 

訪問調査時は，  

・性暴力治療プログラム履修命令を併科された者 

・性暴力犯罪の一般受刑者 

を対象に 20 日間で 100 時間の性犯罪者処遇プロ

グラム（基本教育）を実施するに止まっていた。

訪問調査時，13 名が受講中であった。 

しかし，韓国法務省の発表によると，その後の

2013 年 11 月，ソウル南部刑務所，浦項刑務所，

清州刑務所に続き，韓国４番目の性犯罪者矯正心

理治療センターが群山刑務所にも開設されたた

め，現在は，基本教育のみならず，矯正管区内の

刑務所から対象者を集め性犯罪者を対象とした

深化教育を実施しているものと思われる。 

 

５ 精神保健センター 

(1)概要 

精神疾患を有する受刑者のうち特別な処遇が

必要な者を管区内の各施設から集めて治療及び

処遇を行う施設として2012年 11月に開設したも

ので，韓国法務省が設置を進める精神保健センタ

ー第１号として設置された。 

なお，その後，2013 年 11 月に大邱矯正管区の

晋州刑務所，12 月にソウル矯正管区の議政府刑務

所にも，それぞれ精神保健センターが設置されて

いる。 

 

(2)職員 

職員構成は，センター長（医師）1名（非常勤），

看護士 1 名（常勤），臨床心理士１名（常勤），

社会福祉士１名（常勤）である。 

(3)対象者 

光州矯正管区に所在する８か所の刑務所に収

容されている精神障害受刑者のうち精神障害が

あり，特別な処遇が必要な者を，各施設が選定し

た候補者の中から当センターの職員（臨床心理士

及びソーシャルワーカー）が面接のうえ対象者を

決定している。もっとも，これはセンター発足当

初の運用であり，次年度以降，各刑務所で対象者

の調査・選定が行われる予定であるという。１期

の定員は 30 名である 

触法性の精神障害者に対する刑事関連施設と

して治療監護所があるが，これは裁判所によって

治療監護処分という保安処分を言い渡された精

神障害者を収容して，治療及び処遇を行う施設で

ある。しかも，対象者は，心神喪失により刑を科

すことができないか，心神耗弱により刑が減軽さ

れていること等に加え，再犯の危険性と治療の必

要性があることなどの要件を充足する者に限ら

れる。 

これに対し，精神保健センターは，刑務所に付

設された施設であるから，基本的に責任能力が認

められ，刑罰が科された者のうち精神障害がある

受刑者が対象となる。犯行時に精神障害があって

も限定責任能力が認められた心神耗弱者は治療

監護処分と刑罰を併科されることがあり得るが，

そうした者が同刑務所のセンターの処遇対象に

なることは可能性として少なく，センター発足か

らまだ間もない調査時には，一人もそうした者は

いないとのことであった。 

さらに，センターでの処遇期間は１年であるた

め，残刑期が１年以上ある者しか対象とならない。 

センターへの移送や処遇に受刑者本人の同意

は必要ないが，受刑者がセンターへの移送と処遇

を拒否する場合，プログラムの意義などを説明し

て理解を得るようにしている。30 名中 10 名程度

が拒否した者だという。 

 

(4)プログラム 

 プログラム期間は１年であり，基本教育，集中

教育，深化教育，事後管理過程の４期から成る。

最初の２箇月は個人面談で行い，認知行動療法に

より社会復帰に向けた認知の変容を目指す。その

後，集団治療を２グループに分けて３箇月間行う。

音楽，美術，茶道，書道，レクリエーション等も

行っている。 

 懲役受刑者に義務付けられている刑務作業は

行わない。そのため，刑務作業従事者に支給され



る作業賞与金がないため，不満に思う受刑者もい

るとのことである。 

 訪問調査時は，まだ第１期生に対するプログラ

ムが行われている途中であったため，修了者はお

らず，釈放者もいない。従って，プログラムの評

価や再犯等に関する調査も行われていない。 

  

(5)発達障害者への対応 

 センターにてプログラムを受けている受刑者

は一般に IQ と学歴が低く，片親など家庭環境が

良くない者が多い。 

残刑期は１年以上あることが条件であるが，刑

期が 10 年以上ある者が半数程度を占め（殺人や

性犯罪が多い），うち 20 年以上の者も 5 名，無

期も 1名いる。刑期のうちのどの時点でセンター

に移送し，プログラムを実施するかという点につ

いては，未だ充分に検討していない。 

一般警備刑務所(S3)から移送された受刑者が

最も多く，重警備刑務所(S4)の受刑者もいる。 

障害の内訳は，以下の通りである(DSM-IV に従

って診断)。 

 

 

受刑者の障害内容 

障害内容 該当者 

うつ 15 名 

統合失調症 6 名 

人格障害(PD) 4-5 名 

睡眠障害 3 名 

不安障害 2 名 

衝動障害(ADHD に近いか) 1 名 

 

 衝動障害の中に ADHD に近い者が，また人格障

害の中に反社会性人格障害の者がいるとのこと

であった。しかし，自閉症など広汎性発達障害の

受刑者はいない。センター長によれば，韓国では

発達障害の子供を対象とした特別支援学校があ

る。自閉症の人が犯罪を犯すことは少なく，犯罪

を犯したとしても，起訴猶予したうえで治療機関

に委ねるなど刑事的な対応を取ることが多いの

ではないかということであった。 

 また，成人に対し PDD という診断は韓国では余

り行われていないという。 

 

 

Ｄ．考察 

1. 韓国における発達障害の概念 

韓国の少年院では行為障害や行為障害と ADHD

の重複障害の少年が多く見られたものの，統計上

はそれを発達障害には分類せず，統合失調症等と

同じ精神障害として計上し，知的障害の少年を発

達障害として集計していることからも，発達障害

や知的障害のない高機能の広汎性発達障害に対

する捉え方が韓国と我が国とではだいぶ異なる

ように思われる。訪問調査を行った刑務所や保安

処分施設においても，知的障害者以外の発達障害

の収容者はいないという回答であったが，これも

同様の問題が背景にあるものと思われ，しかもこ

れは単に韓国の矯正施設に限らず，韓国における

医学や臨床心理実務全体を反映しているように

感じられる。 

 しかし，今回の訪問調査においても，自閉症な

ど発達障害者らしき収容者が見られたことから，

実際には韓国の矯正施設にも広汎性発達障害の

ある犯罪者や触法者が一定数収容されているこ

とは確かなように思われ，そうした収容者に対し

ては各施設で個別に対応しているに止まってい

るものと推測される。 

 従って，韓国の矯正施設においては，発達障害

を有する者を対象とした特別な処遇プログラム

は未だ策定されていない。但し，性犯罪者の中に

は知的障害者のほか，発達障害のある者が含まれ

ていることが知られているところ，韓国では，性

犯罪者に対する認知行動療法としてのコア・プロ

グラムや知的障害のある性犯罪者に対する心理

治療プログラムを開発している点では参考にな

る。 

 



2. 発展・応用可能性のある制度 

 このように触法性発達障害者に対する特別な

処遇プログラム自体はないものの，将来，触法性

発達障害の処遇に発展・応用していく基盤となり

得る制度があり，参考となる。  

 とりわけ，韓国では，各矯正管区に精神障害の

ある受刑者の処遇拠点となる精神保健センター

の設置を推進している点は注目に値する。管区内

の刑務所に収容されている精神障害受刑者のう

ち特別の処遇を要する者を調査・診断したうえで

選定し，センターに移送して一定期間，集中的な

処遇を実施すしている。さらに，センターには，

医師，臨床心理士，社会福祉士等が配置され，１

年間に亘り，精神障害のある受刑者に対し認知行

動療法を中心とした体系的な処遇を行っている。

将来，韓国においても，高機能広汎性発達障害な

ど発達障害に対する理解や診断技術が進めば，こ

うした処遇体制の中で，発達障害受刑者に対する

集中的な処遇を行うことも可能となろう。２か所

の精神障害者用医療刑務所（岡崎と北九州）を除

くと，各管区に精神障害受刑者に対するこうした

組織的・体系的な処遇を行う重点施設のない日本

にとって参考となろう。 

 また，日本にはない保安処分施設たる治療監護

所での対応であるが，施設から退所後に帰住先の

ない者を日本の更生保護施設に相当する施設に

つなぐことが行われている。こうした対応は，刑

務所から釈放される精神障害受刑者についても

同様に取られているものと推測される。 

対する日本の更生保護施設は，職員の負担や対

応能力の限界から，従前，精神障害がある出所者

を受け入れることはまれであった。2009 年からは，

福祉的支援が必要な受刑者のうち希望者には帰

住先となる福祉施設等を収容中から調査・調整す

る特別調整と地域生活定着支援事業が実施され

ており，特別調整の対象者を受け入れる指定更生

保護施設も 57 施設に上っている。但し，対象と

なるのは高齢受刑者や精神障害受刑者であり，し

かも精神障害は，知的障害者など医学的治療が必

要のない者が中心となっている。 

韓国の更生保護施設（韓国法務保護福祉公団）

が治療監護所や刑務所から退所した精神障害者

を受け入れることができるのは，組織力（全国組

織）や最終的な受入れ先としてのキリスト教系福

祉団体の存在など日本と異なる事情もあるもの

の，治療監護所側が，退所後，更生保護施設等に

帰住した仮終了者等を訪問し，服薬指導など事後

的なフォローアップを行っているという体制が

あることも重要な要因であろう。治療監護所は，

さらに，希望者については，出所後 5年（10 年ま

で延長可）まで，無料で外来診療を行っている 

 日本でも，民間団体である更生保護施設の受入

体制や処遇能力を強化するとともに，国立の自立

更生促進センターが，住民の理解を徐々に得なが

ら，発達障害その他の精神障害のある釈放者の受

入れを可能にしていくことが必要である。 

 また，韓国の治療監護所のように，退所後の一

定期間の保護観察や施設自体のフォローアップ

が可能となるような法制度が望まれる。日本の刑

事施設の場合，仮釈放となったとしても，短い保

護観察期間しか取ることができず，精神障害者の

場合，仮釈放が許可されないことが多いため，釈

放後のフォローアップが全くない。知的障害のな

い発達障害者の場合，特別調整の対象にならず，

福祉的な支援につながり難い。26 条通報も，多く

の場合，措置入院につながらず，発達障害の場合

は尚更である。 

 だからといって，日本で保安処分（治療処分）

を創設するというわけにもいかないことから，せ

めて刑事施設から釈放後に一定期間，保護観察を

行うことができるような法制度を整備するとと

もに（2013 年に成立した刑の一部執行猶予制度に

は一定の可能性があるが），発達障害を含む精神

障害のある者に対する治療やケアを行う社会資

源と連携を図る体制作りが求められる。 

 

3. 今後の課題 

知的障害者以外の発達障害者が韓国の刑務所



や治療監護所にいないという施設側の説明は，発

達障害に対する理解の相違からくるものであり，

実際には該当者が一定数収容されているものと

推測される。 

しかし，群山刑務所精神保健センター長が指摘

するように，発達障害者のうち比較的軽微な犯罪

ないし触法行為を行った者が刑事手続の初期の

過程で手続から外されていることも考えられる

（ダイバージョン）。 

例えば，韓国では，日本同様，検察官には起訴

猶予の権限があり，発達障害のある被疑者が起訴

猶予で処理されている可能性がある。さらに，韓

国には，日本にはない条件付起訴猶予の制度があ

ることから，比較的軽微な触法性発達障害者の刑

事責任を追及する代わりに，社会内での治療やケ

アに振り向けるという使い方も考えられる。 

折しも，日本では，2013 年 10 月から障害者や

高齢者につき起訴猶予前から更生緊急保護のた

めの事前調整を行っておき，起訴猶予処分決定後

に更生保護施設や福祉施設に繋ぐという事業が

７か所の地方検察庁と保護観察所で試行されて

いる。 

そこで，次年度には，韓国における条件付起訴

猶予の実情と触法性発達障害者に対する適用可

能性を検討したいと考えている。 

Ｅ．結論 

犯罪（触法）行為を行った発達障害者に対する

刑事処分や刑事施設における処遇を比較法的見

地から調査することにより，我が国における制度

の在り方を模索することを目的として，平成 25

年度は，韓国の刑務所，少年院，保安処分施設の

うち，精神障害者や性犯罪者に対する特別処遇を

行っている施設の訪問調査を行った。 

発達障害に対する理解の相違から，韓国の矯正

施設において発達障害と診断されているのは知

的障害者であり，知的障害のない高機能広汎性発

達障害の収容者はいないと捉えられている。 

従って，知的障害のある性犯罪者に対する心理

治療プログラムを除くと，韓国の矯正施設では，

触法性発達障害者に対する体系的な処遇プログ

ラムは策定されておらず，基本的には収容者個々

人に対する個別的対応が取られているに止まる。 

しかし，医師や臨床心理士等の専門家を配置し，

精神障害者の診断・処遇を行うセンターを矯正管

区毎に設置するという構想は日本でも検討に値

するほか，治療監護所から退所した精神障害者に

対し事後的なフォローアップを行うという仕組

みは，刑事施設を退所した発達障害者やその他の

精神障害者についても，何らかの形で導入するこ

とが考えられてよい。 

 

Ｆ．健康危険情報 

  総括研究報告書に記載 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 なし 

2. 学会発表 なし 

  

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

1. 特許取得    なし 

2. 実用新案登録  なし 

3. その他     なし 

 



平成25年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）（精神障害分野） 

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

分担研究報告書 

 

英国における発達障害（自閉症スペクトラム障害）の対応困難事例への 

治療的介入に関する研究 

 

 研究代表者 内山 登紀夫（福島大学大学院人間発達文化研究科） 

 研究分担者 堀江 まゆみ（白梅学園大学子ども学部） 

 

研究要旨： 英国の ASD 患者のみを対象にした保安病院を訪問し、どのような治療

が行われており、どのような支援体制が構築されているかを調査した。治療内容と

スタッフトレーニングの方法について焦点をあてて検討した。その結果、治療とし

ては認知行動療法を基本にして、本人に対して障害特性を理解してもらうための心

理教育的アプローチ、SPELL アプローチ、TEACCH、応用行動分析、感覚統合療

法、音楽療法などが折衷的に用いられていることがわかった。 

 スタッフトレーニングについては ASD の基本的理解、SPELL、構造化の基本か

ら、大学院レベルの講義、研究方法まで幅広いメニューが準備されていた。  研

修の方法については院内で行うスタッフトレーニングと、外部機関が行う研修会、

DVD 教材、e-ラーニング、大学院の通信教育等を組み合わせた質・量ともに充実し

たスタッフ教育システムが構築されており、我が国に専門家研修に参考になる点が

多かった。 

 

Ａ．:研究目的 

英国における発達障害、特に自閉症スペクト

ラム障害の対応困難例への治療的介入の状

況とスタッフトレーニングの方法について

調査し、日本での施策に役立てる。 

 

Ｂ．研究方法 

 初年度は触法自閉症スペクトラム障害の

治療に特化した ST. Andrew’s Specialist 

Autism Services（バーミンガム）を訪問し、

同病院が有する中度保安病棟、軽度保安病棟

を見学し、治療的介入の内容、スタッフトレ

ーニングの方法などについて主要なスタッ

フにインタビュー調査を行った。 

インタビュー調査を行った同病院スタッフ

と資格・役職は以下の通りである 。 

Dr. Juli Crocombe, Clinical Director、臨床

部門責任者・司法精神科医 



Dr. Yvette Bates, Forensic Psychologist（司

法心理学者） 

Bryan Craig, Lecturer Practitioner （研

修担当責任者） 

Jackie O'Connell,作業療法士 

Carol Reffin & Belinda Brown,言語聴覚士 

Victoria Vallentine,臨床心理学者 

John Taylor & Fiona Box 病棟責任者（看

護師） 

 

St. Andrew’s の概要 

St. Andrew’sは英国最大のメンタルヘルス

支援慈善団体（Charity）であり、 

イギリスの４か所（ノーザンプトン、エセッ

クス、バーミンガム、ノッティンガムシャー）

にセンターがあり 175 年の歴史をもつ。現

在、英国においてメンタルヘルス上の問題を

持つ人たち、知的障害、自閉症スペクトラム

障害、外傷性精神障害を対象とする専門施設

を運営している。 

 臨床部門としてはメンタルヘルス（一般的

な精神疾患を対象）、ASD, LD (Learning 

Disability, 知的障害)、脳外傷、境界性パー

ソナリティ、進行性神経疾患、ハンチントン

舞踏病、認知症に特化した病棟と PICU を運

営している。 なお ASD に特化した病棟は

７病棟ある。 

 専門家教育にも力をいれており NHS 以外

の病院としては英国最大の医学教育機関で

あり医学実習生、精神科医、関連医療従事者

などのための教育研究病院として機能して

いる。入院患者は４か所の病院を合計すると

青年・成人(男女) 合わせて 1000 人を超える。

イギリス有数の臨床専門医を含む 4000 人も

のスタッフを擁する。 

研究についても力をいれており、King's 

College London など複数の大学と連携して

いる。現在、メンタルヘルスにおける標準化

リスクアセスメントに関する世界最大規模

の研究を実施中である。 

 St. Andrew’sはメンタルヘルス関係者から

高く評価されており、2011 年には Health 

Investor 誌から Third Sector Provider of 

the Year 受賞し、2012 年 Laing & Buisson 

から Mental Health Provider of the Year 受

賞した。 

 インタビューを行った Dr. Juli Crocombe

は St Andrew's のバーミンガムの自閉症ス

ペクトラム（ASD）サービスのディレクター

であり、同時に４施設全体の ASD のケアパ

スウェイ（クリニカルパス）の臨床部長

（Clinical Director）で、ASD 全体のガバナ

ンスの責任者でもある。 

 St Andrew’s は各領域のケアパスウェイの

責任者と勤務場所は次のとおり(責任者名省

略)。 

・精神疾患ケアパスウェイ臨床部長 ノーザ

ンプトン 

・人格障害ケアパスウェイ臨床部長 エセッ

クス 

・知的障害ケアパスウェイ臨床部長 ノーザ

ンプトン 

・神経精神医学・脳障害ケアパスウェイ臨床

部長 ノーザンプトン新任 

・ASD ケアパスウェイ臨床部長 バーミンガ

ム 



 このように、各領域において臨床の責任者

が指名されており、日本よりも専門分化がさ

れているようである。知的障害部門は英国で

は伝統的に独立した部門であるが、ASD が独

立した部門として、ASD に特化したサービス

が提供されていることが注目される。 

 

サービス対象者 

 St Andrew's サービス利用者は、思春期・

成人（男女）であるが、ASD サービスは男性

のみを対象としている。なお児童は対象とし

ていない。ほとんどが英国精神保健法の下で

の 隔 離 に よ る 治 療 を 行 っ て い る 。

Deprivation of Liberty Safeguards（DOLS

自由の制限に関するセーフガード）が科され

ている人もいる。DOLS は、精神保健法と

Mental Capacity Act（意思決定能力法）を

連結したものである。入院については

Criminal order による入院がほとんどであ

る。法的根拠としては英国精神保健法第 37

条（強制入院命令）あるいは第 38 条の暫定

強制入院命令が大多数をしめるが精神保健

法第 3 条（治療収容）の人もいる。刑務所か

らのトランスファーすなわち第４７条＆第

４８条による入院もおり、この場合、99.9％

が制限命令(restriction order)付きであり、ほ

とんどが保安病棟で処遇されている。 

 

ASD 病棟 

 ASD に特化した病棟はバーミンガムでは

軽度保安病棟が２０床あり、アセスメント＆

治療 8 床、リハビリテーション/回復 12 床に

わけられている。これとは別に中度保安ユニ

ット（15 床）がある。 

ノッティンガムシャーの病棟は主に知的

障害と自閉症を対象としており中度保安ユ

ニット（16 床）、軽度保安アセスメント＆治

療（15 床）、軽度保安 リハビリテーション/

回復（18 床）である。 

 

ASD 病棟における治療内容 

 多職種が連携して ASD の患者にサービス

を提供することを重視している。職種は医師、

看護師、ケースワーカーに加えて、司法心理

学者(Forensic Psychologist)、臨床心理学者

（Clinical Psychologist）、作業療法士、言語

聴覚士, 教師（教員資格をもち、成人の教育

を担当）がスタッフとして予算化されている。

ASD の人に関しては、成人であっても教育が

重要であるので、教師も欠かせない存在であ

る。入院患者は週に平均 35 時間の様々な活

動に参加する。時間的には作業療法、看護師

による指導が 40％、臨床心理学者が単応する

のが 10％、多職種チームによる活動が 10％、

言語聴覚士が３％となっている。 

 

継続的な質管理 

 臨床部長は、St.Andrew’s の ASD の臨床

諮問委員会（Clinical Advisory Group）の委

員長を兼ねる。ASD のケアパスウェイに基づ

き、一貫した質のサービスを担保するために

継続的にスーパーバイズを行っている。ケア

パスウェイ開発グループ（Care Pathway 

Development Group）があり、紹介患者のイ

ンテークから退院まで、エビデンスに基づい

た治療的対応をすることが求められる。サー



ビスをよりアウトカムに焦点を合わせた

（outcome focused）ものに改善するための

準備をしている。St.Andrew’s 管轄の全施設

に対して、同じ基準のサービスを提供するこ

とを目指している。 

 

均一なケアスタンダード 

St Andrew's では、全病棟に対してのケアス

タンダードがあり、さらに ASD に特化した

ケアスタンダード、すなわち、NICE の自閉

症ガイドライン( 

用語解説参照）、自閉症アクレディテーショ

ン（用語解説参照）に沿ったものに改善する

ように継続した努力を行っている。 

 

エビデンスを基礎としたサービス提供 

自閉症サービス全体をエビデンスを基礎

としたものにする。そのためには既存のエビ

デンスだけでなく、St Andrew's 自身のエビ

デンスを生むための研究を強化する予定で

ある。St Andrew's には、研究のための対象

者が十分にいるので、世界の触法自閉症者の

支援に役立てる研究を遂行することがミッ

ションの一つである。 

 

将来の展望 

St Andrew's では ASD の性に対するサー

ビスが現在ないために、将来は触法 ASD 女

性のためのサービスを提供したいと考えて

いる。現在、ASD の女性は知的障害の病棟な

どで処遇されており、ASD に特化した支援体

制が組まれていないことが問題である。問題

点を検討するために CQC（Care Quality 

Commission ケアの質委員会）による、知的

障害と自閉症の人に対する全体調査が行わ

れた。収集したデータは、ＩＴ担当者が解析

し、ASD の女性が知的障害病棟と ASD に特

化した病棟のどちらが適しているかを判断

するための基礎的データにする。 

 

ASD 犯罪の予防 

 性加害、放火、サイバー犯罪。ASD の患者

で、インターネット犯罪に関わる ASD の人

が増えている。St Andrew's には触法ＩＴ部

門（Forensic IT Department）があり、サイ

バー犯罪の予防について研究調査を行う予

定である。 

 

リスクアセスメント 

リスクアセスメントのツールの開発が必

要である。HCR-20（攻撃性の評価）は入院

患者全員を対象に行う。これは優れたツール

であるが、ASD の特性を評価するには不十部

な点があり、改変が必要である。現在ノッテ

ィンガムの臨床心理学者が、ASD の患者に適

用するために改変すべき点について分析を

行っている。性犯罪については The Stalking 

Risk Profile (SRP)などを使用するが、やはり

ASD に適合するように改変が必要である。イ

ンターネット犯罪に特化したリスクアセス

メントの必要が増している。HCR-20 は個人

の犯罪（personal crime）のリスクアセスメ

ントツールであり、インターネット犯罪と性

質が異なり、新たなアセスメントツールが必

要である。 

 



アウトカム測定（Outcome measures） 

アウトカムをどのような視点で評価する

かについては十分な検討が成されていない

し専門家の間でもコンセンサスがない。アウ

ト カ ム の 評 価 ツ ー ル は 少 な い が 、

St.Andrew’s では Health of the Nation 

Outcome Scale(HoNOS)（用語解説参照）を

使用している。知的障害版はあるが、ASD 版

はないために開発する必要がある。 

 

スタッフトレーニング 

 スタッフトレーニングの基本は ASD の障

害特性の理解を重視している。まず中核にあ

るのは Specific Assessment & Approaches 

(NICE CG142), Spell Framework（用語解説

参照）, Culture of Autism (Mesibov )（自閉

症の認知特性を尊重することを強調する立

場、TEACCH 部の責任者であった Mesibov

の提言）である。 

 必要な知識として必ず取り上げるのは以下

の７つのガイダンスである。このガイドライ

ンは他機関によって作成されたものである

が、St. Andrew’s の専門家チームによって

ASD を支援する上で必須で適切なものを選

択した。 

１．自閉症法 2009、Adult Autism Strategy 

2010  

 成人自閉症支援法、成人の支援手段につい

ての国のガイダンス 

2. National Autistic Society Autism 

Accreditation Standard 

3.  Research Autism Guidance on 

intervention (Research Autism という英国

の研究団体が出版しているガイダンス)  

4. Initiatives endorsed by the National 

Autistic Society (Socialeyes, UCLA 

PEERS) 

5. DSM-5 

  特に DSM-5 において DSM-IV にはなかっ

た感覚問題が採用されたことについての説

明。ASD における 

6. NICE Clinical Guiedeline 142（心理社会

的介入について強調している) 

7. NICE Quality Standard Q551が使われる。

（ASD に関して生活の質を改善するために

何を優先すべきかが記載されている） 

 

独自のスタッフトレーニングガイダンス 

St Andrews 独自で ASD の専門家から構成

する Clinical Advisory Group を構成し、７

段階からなるスタッフトレーニングのため

のガイダンスを開発した。以下に、各段階に

ついて説明する。 

 

Phase 1:  

 イントロダクションであり。ASD の理解、

コミュニケーション、知的障害、サービスユ

ーザーの視点の講義が、それぞれ 1 時間半行

われる。そして 5 日間の「攻撃性と暴力の予

防 と マ ネ ー ジ メ ン ト (Prevention & 

Management of Aggression & Violence 

(PMAV))が集中的に行われる。 

 

Phase 2: 

 ASD の理解がテーマである。 

NAS / Tizard Centre pack のモデュール２



を行う。NAS / Tizard Centre pack とは

Kent 大学にある、知的障害の人のコミュニ

ティケアの研究機関である Tizard Centre と

NAS（National Autistic Society:全英自閉症

協 会 ） が 開 発 し た 研 修 テ キ ス

ト ”Understanding and Supporting 

Children and Adults on the Autism 

Spectrum”の Module 2 (自閉症理解がテー

マ) を用いて１日かけてワークショップを行

う。 

 

Phase 3: はＡＳＤの人の支援について NAS

の SPELL フレームワーク( 

用語解説参照）ついて、やはり一日のワーク

ショップを行う。  

 

Phase１−３ではＥ−ラーニングにより、英国

心理学会が制作したプログラムを用いて成

人自閉症についての理解、成人自閉症の支援

方法、成人自閉症との協働の方法について学

ぶ。また”Geneva Centre for Autism online 

modules2 と”NAS Ask Autism modules”に

よる E-ラーニングによる研修も行われ

る。”Geneva Centre for Autism”はカナダの

トロントを拠点に活動している自閉症支援

団体で、多くのオンラインセミナーや研修会

を開催している。 

 “NAS Ask Autism modules”は NAS が運営

しているＥ−ラーニングのプログラムである。

70 人以上の ASD 当事者によって開発された

ことが特徴であり、自閉症の一般的理解、自

閉症とコミュニケーション、自閉症と感覚の

問題、自閉症とストレス・不安、家族の支援

の５つのモジュールからなる。 

 

Phase 4 は Core Practice と名付けられ、コ

ミュニケーション、社会的理解、行動の理解、

感覚の問題、パーソンセンタードアプローチ

がテーマである。 

 

Phase 5 は ASD に特化したアセスメントと

支援方法についての研修を行う。 

 アセスメントについては、ADOS-2、ADI-R、

TTAP (TEACCH Transition Assessment 

Profile)の研修を行う。 

 支援方法については TEACCH 3 day & 5 

day トレーニング、感覚統合療法の 

“Sensory Integration Network modules 

1-4” 、”Intensive Interaction “（重度知的障

害を伴う自閉症の人に前言語的なコミュニ

ケーションについて教育する介入方法）、

Being Me (NAS が開発した、診断直後の

ASD の人が持つ疑問に答えることを目的と

した DVD 教材。ASD の当事者が多数出演す

る)を用いた研修を行う。ただし、”Being Me”

は新たに開発された“Autism Spectrum 

Self-Awareness Program: ASSAP）に改変さ

れる予定である。さらに”Socialeyes”という

ASD の人のソーシャルスキルの改善を意図

した二日間のプログラム、”UCLA PEERS® 

3 day PEERS”という対人関係スキルの向上

を意図してUCLAのLaugesonによって開発

された青年期の ASD を対象にした３日間の

研修パッケージ、 ”NAS Autism Trainer 

Development” （NAS が開発した自閉症支援

スタッフを教育する指導者クラスの人を対



象にした１日のプログラム）への参加が推奨

される。 

 

Phase 6:卒後教育 

 シェフィールドハルマン教育プログラム

（シェフィールドハルマン大学の自閉症と

アスペルガー症候群のコース、一定の要件を

満たせば学位が得られる）、バーミンガム大

学通信教育課程（自閉症成人）、ケント大学、

Tizard センターの自閉症研究の通信教育課

程など大学院レベルの通信教育への参加が

推奨される。 

 

Phase 7:研究開発   

このステージでは研究と研究発表が推奨さ

れる。自閉症に関する書籍の一部を分担執筆

したり、学会などのシンポジウムで発表した

り自閉症の人を支援するためのプログラム

開発などを行う。 

 

これらの Phase1 から７までの研修プログラ

ムが準備されており、スタッフはそれぞれの

職種やスキルに応じて自分にあったプログ

ラムを段階的に習得していく。 

 

他の関連したトレーニングとしては 

1. HCR-20 3 day  

2. RAID 3 day 

3. Group work facilitator 3day 

の３つのトレーニングがある。 

 HCR-20 は、司法精神科における患者の攻

撃性の包括的評価を目的として、カナダの研

究者・臨床家らによって開発された評価スケ

ール。ヒストリカル（10 項目）、クリニカル

（5 項目）、リスク・マネージメント（5 項目）

の３つのスケールから構成されており、問題

行動に関与する要因を巧みな組み合わせで

評価することができる。各分担研究者の安藤

らにより翻訳されている。 

 RAID と は RAIDing (Reinforce 

Appropriate, Implode Disruptive)の略で、

いわゆる問題行動に対して、徹底的に肯定的

にアプローチすることによる改善を意図し

たプログラムである。適切な行動を増加させ

ることにより問題行動を改善するとともに、

問題行動が生じた時の対応についても研修

する。英国では既に 12000 人以上の専門スタ

ッフが参加しており、特に保安病棟のスタッ

フの参加が多い。 

 Group work facilitator 3 day は ASD の人

のグループを対象に行う認知行動療法をど

のようにリードするかについての３日間の

研修コースである。 

 上記の研修は看護師や OT などすべての臨

床スタッフを対象にした研修である。 

 

St. Andrew’s保安病棟における臨床心理学的

介入方法 

 以下に主に臨床心理スタッフが行う介入

方法について記載する。触法 ASD の人が持

つ問題は ASD 特性（対人交流、社会的コミ

ュニケーション、社会的イマジネーション、

感覚情報処理の問題）に加えて、触法行為（暴

力、性的問題、放火、ハラスメントなど）が

あるが、多くの人が同時に不安や抑う

つ,ADHD, パーソナリティ障害、精神疾患、



物質依存などの精神科的問題を併せ持つ。保

安病棟でケアする ASD の人には“ピュアな

ASD”の人はほとんどいない。従って心理学

的介入についても、さまざまな配慮が必要に

なる。 

 心理学的介入はグループ治療と個人治療

に大別される。また支援方法は特定の臨床心

理学的介入（認知行動療法など）と病棟全般

で行う介入（前述の RAID, SPELL など）に

区別できる。 

 グループベースで行う介入には”Being Me”

（前述）, “Adapted DBT”, “Brain Training”, 

リラクセーション、“性加害者プログラム”

などがある。 

 個人ベースの介入としてはバイオフィー

ドバック、性教育、怒りのマネージメント、

認知行動療法などが準備されている。  

 触法 ASD 者には既存の介入方法をそのま

ま用いることが難しいために既存の方法を

改変することと、新たに支援方法を開発する

ことの両方を組み合わせて適用することが

多い。 

既 存 の 方 法 を 改 変 す る 例 と し て は

Adapted DBT がある。 DBT(Dialectical 

Behaviour Therapy、弁証法的行動療法)はも

ともとは境界例の問題行動を主な対象とし

て開発された認知行動療法の一種であるが、

ASD 向けに写真や文章を使用したテキスト

やカードを作成するなどの改変を行った。 

 新たに開発した支援方法としては Brain 

Training がある。この基本は認知行動療法で

あるが、パワーポイントなどの視覚教材を多

用する、コミックストリップカンバセーショ

ンを用いる、思考-感情-行動のリンクを絵を

用いて理解することを促すなどの方法をパ

ッケージにした支援方法である。 

  性犯罪など対人関係に問題をもつ患者に

は”Great Mates Great Dates” （素晴らしい

友人（異性）、素晴らしいデート）という支

援パッケージを用いることがある。これは

「友人とはなにか」「「信頼」「他者に魅力を

感じる時」「デートの方法」「同意することの

重要性と法律」「安全なセックス、避妊、性

病の予防」、「どのように異性との関係を維持

するか」、「異性との別離への対処」などをテ

ーマに具体的な知識や行動について教育す

る方法である。 

 

Ｃ．考察 

 ASD に特化した英国の保安病棟の概要、ス

タッフトレーニングの内容と方法、心理学的

介入方法について視察結果を報告した。 

 スタッフトレーニングについては触法の

問題以前に自閉症スペクトラムの特性に関

する研修が質・量ともに充実していることが

印象的であった。まず ASD の特性を理解す

ることから出発するという理念が明確にあ

り、その後に触法問題に特化したプログラム

も準備されている。支援理念の基本が英国の

機関らしく SPELL であり、共通部分が多い

TEACCH の研修もパッケージされていた。 

 また病院内で行う研修が充実しているの

に加えて、ネット講座やＤＶＤなどの動画教

材、大学院の通信教育課程〈多くがネットに

よる教育を併用している〉との連携がなされ

ていることも日本にはない特徴であろう。 



 介入方法についても、さまざまな方法を折

衷的に実施していた。認知行動療法が基本で

あるが、弁証法的行動療法など日本では境界

例が対象と思われていた支援方法が採用さ

れていたことは予想外でもあった。ASD 特性

に配慮した改変がなされているのはいうま

でもない。 

 病棟を見学した印象では、各患者が十分な

スペースのある空間でゆったりとした生活

を営んでいること、多くの活動が準備されて

いること、person-centred の各個人の特性や

嗜好に配慮した看護や支援がなされていた。 

 今回の視察はバーミンガム病院のみであ

ったが、来年度は他地区の保安病院・病棟の

視察を行い、今回は十分な視察ができなかっ

た、リスクアセスメントの方法、ASD の看護

のあり方や退院後のフォローアップの方法、

地域との連携のあり方について検討を行う

予定である。 

 

 

用語解説 

 以下に本報告で触れた重要な用語・概念に

ついて解説する。 

 

Adult Autism Strategy 

2009年に成立したAutism Actが規定する自

閉症支援を具体化するための方略自閉症の

理解度を高め、雇用を促進する方法などが記

載されている。  

http://www.autism.org.uk/working-with/au

tism-strategy/the-autism-strategy-an-over

view/adult-autism-strategy.aspx 

 

Autism Accreditation（自閉症アクレディテ

ーション） 

英国自閉症協会が行っている支援機関のク

オリティコントロールのシステム。 

一定の水準に達していると判断されると認

定(accreditate)される。 

http://www.autism.org.uk/our-services/auti

sm-accreditation.aspx 

 

Culture of Autism 

これについては『本当の TEACCH―自分が

自分であるために』（学習研究社、2006 年）

に詳しく解説した。 

 

HoNOS  (Health of the Nation Outcome 

Scales) 

Royal College of Psychiatrists’ Research 

Unit (CRU)が開発した重度精神障害者の社

会的機能を測定するためのツール。 

 

NAS Ask Autism modules  

 本文内で説明。サイトは下記

http://www.autism.org.uk/our-services/trai

ning-and-consultancy/ask-autism/online-m

odules.asp 

 

NICE clinical guideline 142 

国立医療技術評価機構 (National Institute 

for Health and Clinical Excellence, NICE)

が発行している臨床ガイドライン。自閉症ス

ペクトラムの成人のガイドラインとして下

記が公表されている。 



 

Autism: recognition, referral, diagnosis 

and management of adults on the autism 

spectrum Issued: June 2012  

guidance.nice.org.uk/cg142http://www.nice

.org.uk/nicemedia/live/13774/59685/59685.

pdf 

なお、ここでいう AUTISM はアスペルガー

症候群なども含む広い概念である。 

 

NICE Quality Standard Q551: 

http://publications.nice.org.uk/autism-qs51 

 

RAID: 本 文 で 説 明 。 サ イ ト は

http://www.raid.co.uk/ 

 

Socialeyes:  

ASD 当事者と専門家が共同で開発したプロ

グラム。ASD の人に「不適切な行動をなくす」

とか「定型発達の人の”正常の”行動を模倣す

る」ことを求めるのではなく、他者と関わる

ための ASD の人に適合した方略をを学習す

ることを目的とする。DVD と CD-ROM によ

るパッケージがあり、その内容は“ソーシャ

ルシナリオクリップ”、活用法のマニュアル、

ワークシートなどから構成される。 

http://www.autism.org.uk/our-services/trai

ning-and-consultancy/specialist-training/s

ocialeyes-facilitator-training.aspx 

 

SPELL 

 英 国 自 閉 症 協 会 （ National Autistic 

Society)には SPELL という共通の理念があ

る。これは Structure（構造）、Positive （肯

定的）、Empathy（共感）、Low Arousal（穏

やか）、Links（繋がり）の五つであり NAS

の支援のフレームワークといえる。NAS は

７つの自閉症学校をはじめとして幼児から

成人までを対象にした多くの支援機関を運

営しているが NAS の運営する支援機関すべ

てこの SPELL という共通の理念に基づいて

運営されている。 

  

 

TEACCH 

『本当の TEACCH―自分が自分であるため

に』（学習研究社、2006 年）に詳しく解説し

た。 
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平成25年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）（精神障害分野） 

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

分担研究報告書 

 

諸外国での対応困難ケースへの支援状況の調査・研究 

 

分担研究者  水藤 昌彦 （山口県立大学社会福祉学部） 

  分担研究者  堀江 まゆみ（白梅学園大学子ども学部） 

 

A. 研究目的 

 海外における青年期・成人期発達障がい者

の対応困難ケースに対する危機介入、治療支

援の現状の把握、課題点の調査を通じて、日

本における支援システム構築の参考とする

ための情報を収集することを目的とする。 

 

B. 研究方法 

 知的障害があって刑事司法制度の対象と

なった人、およびそのリスクが極めて高いと

思われる人に対する対応・支援の法制度、サ

ービスが一定程度に整備されている、オース

トラリアのビクトリア州において、サービス

提供事業者を訪問し、関係者からの聞き取り

調査を行う。 

 また、今回は関連機関に対する調査も実施

する。具体的には、サービス提供事業者が強

制力や拘束を伴う支援を実施する場合、内容

の適切性を監督し、同時に専門的支援に関す

るコンサルテーションを実施している州政

府機関、障害のある犯罪行為者への対応・支

援に関わる専門職を対象とした、大学におけ

る教育訓練プログラムについても調査する。 

 

 具体的な訪問先、概要については以下の通

りである。（アルファベット順） 

 Australian Community Service 

Organisation 

 矯正施設からの出院・出所者支援を目的に

元受刑者が設立した団体。現在では犯罪行為

者への介入・支援で多様な活動を行っている

民間団体。障害者対象の特化型サービスも提

供。 

 Disability Forensic Assessment and 

Support Services 

 知的障害のある犯罪行為者への治療プロ

研究要旨 

 海外における青年期・成人期発達障がい者の対応困難ケースに対する危機介入、治療支

援の現状の把握、課題点の調査を通じて、日本における支援システム構築の参考とするた

めの情報収集を目的として、オーストラリア・ビクトリア州で現地調査を実施する。なお、

本研究は、調査先との日程調整の関係上、2014 年 3 月末の実施となった。そのため、現時

点では調査予定と主な調査項目を報告する。 



グラム、支援者へのコンサルテーションなど

を提供。入所型治療プログラム (Intensive 

Residential Treatment Program)も運営。 

 Disability Justice Team, North 

Division, Department of Human 

Services 

 障害福祉サービスのケースマネジメント

を行っている。知的障害があり、有罪判決を

受けた被告人への判決前調査、更生支援計画

書 (Justice Plan)の作成なども担当。 

 Office of Public Advocate 

 公設の成年後見人事務所。州政府司法省の

外局。被疑者段階での取調べに立ち会うボラ

ンティアである Independent Third Person

（独立した第三者）派遣プログラムを運営。 

 Office of the Senior Practitioner 

 障害福祉サービス事業者による強制力を

伴う介入支援の適切性確保のために設置さ

れた機関。 

 Plenty Residential Services 

 加害行為を含む複合的な支援ニーズのあ

るクライエントに特化した入所型サービス。 

 University of Melbourne, Specialist 

Certificate in Criminology (Forensic 

Disability) 

 メルボルン大学によって提供されている

forensic disability 領域の専門職養成コース。 

 

C. 主な調査項目 

 知的障害のある犯罪行為者に対する更

生支援計画の立案、実施状況 

 自閉症スペクトラム障害を含む、障害の

ある犯罪行為者に対する施設内・社会内

での治療・支援プログラムの内容 

 障害のある被疑者の取調べにおいて運

用されている、 Independent Third 

Person プログラムの運用状況 

 強制力・拘束を伴う介入、支援の適切性

を確保する制度の内容と運用状況 

 障害のある犯罪行為者への対応・支援に

関わる専門職のための教育訓練プログ

ラムの内容 
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